
 

 

 

情報公開事務の効率化について 
 

 

佐間野 貴広 

 

近畿地方整備局 総務部 人事課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 情報公開法の施行（平成１３年４月１日）から１０年以上が経過したが、ここ数年、近畿地

方整備局が保有する行政文書に対する情報公開開示請求は急激に増加している。そこで、近畿

地方整備局における情報公開事務の現状と問題点を考察すると共に、情報公開事務に関係する

各担当職員の負担を軽減するために行った事務の効率化に関する取り組みについて、発表する。 

 

 

キーワード 情報公開，業務改善，効率化 

 

 

1.  情報公開法について 

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下、「情報公開法」という）」は、平成１３年

４月１日に施行された。情報公開法は第１条の目的

に明記されているとおり国民主権の理念にのっとっ

て立法化されたものであり、その内容は「行政文書

の開示を請求する権利等」を定めることで、１）行

政機関が保有する情報の一層の公開が図られ、２）

政府が国民に対して持つアカウンタビリティ（説明

責任）を全うし、３）国民が行政運営について必要

な情報を入手し、その運営に対して適正な意見を形

成することで、公正で国民の意見が反映された行政

を実現することに資すること、以上の３点を主な法

律の目的としている。 

 

（１）情報公開制度の概要 

①誰でも（未成年・外国人も可）、利用目的を問わ

ずに、行政機関の保有する全ての行政文書を対象と

して開示請求ができる。 

②開示請求があった行政文書は、原則開示する（請

求のあった日から３０日以内）。ただし、個人情報

などの「不開示情報」は除く（本人からの開示請求

でも同様）。 

③不開示決定等に対して、不服申し立て（審査請

求・異議申し立て）、取り消し訴訟ができる。不服

申し立てについては、第三者的立場から、内閣府に

設置された情報公開・個人情報保護審査会が調査及

び審議を行う。 

 

（２）行政文書の定義 

行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書で、組織的に用いられるものとし

て当該行政機関が保有しているもの。この条件に合

致すれば、行政文書登録しているか否かに関係なく、

行政文書として開示請求の対象となる。 

 

2.  情報公開の現状と問題点 

 法律の施行（平成１３年度）から平成２５年度ま

での間に、当局に対して開示請求が行われた行政文

書の数（以下、「開示請求文書数」という）は、表

－１のように推移しており、平成２２年度以降、急

激に増加している。 

 

表-１ 開示請求文書数の推移 

  

その主な原因として、平成２１年度途中に、国土

交通省が発注する工事設計書の積算単価に関する取

扱方針が変更されたことが挙げられる。従来、工事

の契約は変更を伴うことが多く、工事の履行中に積
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算単価を開示すると変更予定価格が類推されるおそ

れがあることから、履行中の工事の積算単価は不開

示として対処していた。 

 しかし、この方針について、ある開示請求事案で

不服申し立てを受け、情報公開・個人情報保護審査

会に諮問したところ「不開示情報には該当せず、開

示すべきである」との答申（平成２１年度（行情）

答申第５３号）が出された。以降、工事設計書に関

する開示請求があった場合には、工事の進捗度合の

如何に関わらず、全ての情報を開示することになっ

た。この結果、工事の落札を目指す建設業者等から

行われる工事設計書への開示請求が飛躍的に増加し、

その処理を担当する各関係職員への負担も増すこと

になった。 

なお、前記答申が出される前の平成２０年度とセ

ルフコピー開始前の平成２３年度の開示請求文書数

の内訳を比較すると、表－２のとおり変化しており、

工事設計書の占める割合が非常に大きくなっている

ことがわかる。 

 

 
表-２ 開示請求内訳の変化 

 

3.  情報公開事務の効率化に関する検討 

 増加する一方の開示請求により、とりわけ工事設

計書を保有する各事務所担当課及び本局担当課の職

員は本来業務を行いながら、開示請求に関する事務

を処理しなければならない状況で、その負担は非常

に大きいものとなっていた。 

 また、開示請求がピークに達した平成２３年度・

平成２４年度当時、政府では情報公開法の改正案が

閣議決定されており（その後、廃案）、その内容は

開示決定期限を３０日間から１４日間へ短縮するも

ので、開示決定期限の遵守及び職員の負担軽減のた

めには、何らかの情報公開事務の効率化を検討する

ことが急務となった。 

   

（１）検討状況 

 事務の効率化の検討にあたっては、開示請求の大

部分を占める工事設計書に関する開示事務を効率化

することが最も効果的であることは明白であり、こ

の方法について、局内各担当課と協議を行うと共に、

同様の悩みを抱える他地方整備局の取り組みを研究

した。 

  その検討の結果として、工事設計書のセルフコピー

方式を、平成２５年１月１５日より試行として導入

することとした。これは、一度開示請求があり、そ

の後、開示決定にまで至った工事設計書のＰＤＦデ

ータを情報公開室に備え付けたパソコンに保存し、

希望者には無料（ＣＤ－Ｒは利用者持参）でセルフ

コピー方式により提供するものである。試行のイメ

ージは、図－１のとおりである。これにより、これ

まで同一の工事設計書に対して繰り返し行われてい

た開示請求を削減することが可能となった。 

 なお、セルフコピー方式は、情報公開法の法令・

規則に基づいたものではなく、行政サービスとして

の取り組みではあるが、工事設計書という非常に需

要が高い行政文書を、行政側から積極的に公開する

ことは情報公開法の主旨から外れたものではないと

考えている。 

 

 
図－１ セルフコピーイメージ図 
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（２）セルフコピー方式について 

 セルフコピー方式の概要は以下のとおりである。 

①開始時期 

 平成２５年１月１５日から開始した。 

②対象 

 平成２４年１１月以降に当局に対して開示請求が

あり、一度開示決定した当初契約の工事設計書（最

下位の単価表まで）を対象とする。 

③実施方法 

  上記②にかかる工事設計書のＰＤＦデータを情報公

開室備付けのパソコンに保存しておき、ＣＤ－Ｒを

持参した請求者が申請書（１回の申請で５件までの

工事がコピー可能）を提出した上で、請求者自らが

ＣＤ－ＲにＰＤＦデータを焼き付ける作業を行う。        

なお、コピーを希望する工事設計書がセルフコピ

ーの対象となっているか確認できるようにするため、

対象工事の一覧表を作成した。 

 

セルフコピー対象リスト 

 

④対象工事の更新 

 新規工事のＰＤＦデータをできるだけ早く入手し

たい請求者のニーズに応えるため、開示決定がなさ

れた翌週火曜日にコピー可能対象工事の更新を行う

こととした。また、工事設計書の開示請求の特徴と

して、契約締結に至った後、比較的短期間で特定の

工事設計書に開示請求が集中する傾向がある。その

ため、開示請求が行われたばかりでセルフコピーが

可能になっていない工事設計書についても、セルフ

コピー対象予定の「準備中」案件として一覧表に掲

載（開示請求年月日も併せて記載）することで、同

一の工事設計書に対して重複して多数の開示請求が

行われる事ができるだけ少なくなるようにした。 

⑤周知方法 

 工事設計書に関する開示請求のもう一つの特徴と

して、同一の者（リーピーター）から繰り返し開示

請求が行われるというものがある。そのため、試行

内容を周知するためのチラシを作成し、情報公開室

へ工事設計書の開示請求で訪れた者へチラシの手渡

しを行い、更に開示請求者に開示決定通知書を送付

する際にチラシを同封して、周知を行った。 

 

 

周知用チラシ 

 

4.  効率化の検証 

 平成２５年１月１５日にセルフコピー方式を開始

して以降、開示請求文書数の減少など、一定の事務

の効率化が図ることができた。その内容について、

以下のとおり検証する。 

 

（１）開示請求文書数の推移 

 平成２３年度から平成２５年度までの開示請求文

書数の推移は表－３のとおりとなった。ピークだっ

た平成２３年度と比較すると約４３．５％の減少と

なっている。一方で、当局で契約された工事の件数

は、大型の補正予算などで工事の契約件数が増加傾

向であったにも関わらず、開示請求文書数は減少し

ており、一定の効果があったことがわかる。 

 

 
表-３ 開示請求文書数の変化 
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（２）事務の効率化（時間換算） 

 通常、１件の工事設計書の処理には､図－１で示し

たとおり、受付から開示の実施までに多数の職員が

関わっている。おおまかに時間換算してみると以下

のとおりである。 

①受付・形式審査（情報公開室）→約２０秒 

②事務所担当課・本局担当課の特定及び請求書写し

の送付（情報公開室）→約２分 

③文書特定・送付（事務所担当課）→約２分 

④内容確認・提出（本局担当課）→約１分 

⑤開示決定起案・決裁（情報公開室） 

→約２分３０秒 

⑥開示決定通知書送付（情報公開室） 

→約１分３０秒 

⑦開示の実施（情報公開室）→約２０秒 

合計：約９分４０秒／１件 

 平成２５年度において、工事設計書の請求文書数

を約３，０００件削減することができたため、総時

間にすると以下のとおりとなる。 

「９分４０秒×３，０００件＝２９，０００分

（ａ）」 

 これに対し、セルフコピーデータの更新作業等に

一週間で要する作業時間は以下のとおりとなる。な

お、セルフコピーの申請件数は一週間で約７０件程

度となっている。 

①工事設計書のリストアップ作業→約１００分 

②工事設計書ＰＤＦデータ更新作業（ハイパーリン

ク）→約６０分 

③閲覧ファイル（２冊）の更新作業→約２０分 

④セルフコピー申請の受付対応等（約７０件／週） 

→約３０分 

合計：約２１０分／週 

したがって、平成２５年度の総作業時間は「２１０

分×５２週＝１０，９２０分（ｂ）」となる。 

最終的に平成２５年度で省力化できた時間を計算す

ると以下の結果となった。 

「（ａ）－（ｂ）＝２９，０００分－１０，９２０

分＝１８，０８０分（約３００時間）」 

 これらの計算はあくまで概算ではあるが、セルフ

コピー方式の導入によって、工事設計書の開示請求

事務に関係する職員の負担を少なからず軽減するこ

とはできたものと考える。また、請求者にとっても

ＣＤ－Ｒさえ持参すれば、無料で希望する工事設計

書のデータを入手することができるため、特段苦情

等も寄せられず、おおむね好評である。 

 なお、平成２５年１月１５日から平成２６年３月

３１日までのセルフコピー方式の利用状況だが、申

請件数が３，９２８件、申請文書数が１４，６４４

件である。 

 

（３）セルフコピー方式の問題点 

 現在、多くの請求者にセルフコピー方式を利用し

ていただいているが、下記の２点が主な運用上の問

題点として挙げられる。 

①１人目の請求者のみが開示請求手数料を負担し、

無料でセルフコピーを行う２人目以降の請求者と費

用負担の面で不公平感がある。 

②セルフコピーを行うために当局の情報公開室へ来

庁してもらう必要があるため、遠方にしか営業所を

持っていない請求者が利用できない。 

①については、確かに１人目の請求者が開示請求

手数料を負担することになるが、セルフコピーは開

示決定後にしか行うことができないため、１人目の

請求者が最も早く工事設計書を入手することができ

るという利点がある。また、この問題を解決するも

のではないが、結局は他者が請求した工事設計書を

自分自身がセルフコピーする立場にもなることをそ

れぞれの請求者が理解されているのか、費用負担に

関する苦情等の申出はなかった。 

②については、その問題点の解消として、インタ

ーネットを活用する方法が最も効果的ではあるが、

工事設計書のデータに当局が関知しない不特定多数

の者がアクセスすること、また、開示請求やセルフ

コピーでは行われる申請行為が全くない者に、工事

設計書（行政文書）を開示するのかなど、いくつか

の懸念材料が事務の効率化を検討する際に関係各課

から寄せられた。 

 今後、他地整の取り組み事例なども検討し、でき

るだけ不公平感のない方法を引き続き模索する必要

があると考える。 

 

5.  おわりに 

 セルフコピー方式の導入によって、ある一定の事

務の効率化を図ることはできたが、依然として当局

が保有する行政文書への開示請求文書数は高い水準

にある。セルフコピー方式の利用件数を見ても、特

に工事設計書や業務成果品など商業利用価値のある

行政文書へのニーズは高まる一方であり、その対応

を検討することは引き続き課題として残っていると

言わざるを得ない。 

また、情報公開法第２４条では「行政機関の保有

する情報の提供に関する施策の充実」が定められて

おり、情報公開法の目的である「国民への説明責

任」を全うするためには、商業利用目的とはいえ、
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開示請求制度による行政文書の開示だけでなく、今

後、当局が保有する情報を自発的に提供していく方

法についても更に充実させていく視点も必要と考え

る。 

  

なお、本稿は従前の所属である近畿地方整備局総

務部総務課での所掌内容である。 
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河川部の広報の取り組みについて 
 

 

上平 拓弥 

 

近畿地方整備局 河川部 河川計画課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 広報活動は国民の皆様に社会資本整備の効果を広く理解して頂くために非常に重要な取り組み

であり，河川部では様々な取り組みを進めていることから，これらの取り組みについて紹介す

ることで，広報活動の活性化に資することを目的とする． 

 

キーワード 広報，情報発信  

 

 

1. はじめに 

 広報活動は国民の理解と信頼を獲得し国土交通行政を

円滑に推進するために極めて重要である．近畿地方整備

局においてもアカウンタビリティのもと，河川・道路な

ど様々な社会資本整備に伴って積極的な取り組みを実施

している．そのなかで今回は近畿地方整備局 河川部に

おける取り組みを紹介する． 

 

2. 従前の広報活動と現状 

 

 従前の行政広報においては、マスメディアに対する記

者発表を主としていた（図-1）．マスメディアに取り上

げられた場合は，広域的かつ多数の受け手に情報を発信

できることから有用とされてきたが、一方で記事あるい

はテレビで取り上げられる件数は非常に少なく（2010年

度（平成22年）で約15％），大部分の情報は国民へと伝

わっていない． 

 記事に取り上げられる件数が少ない原因の1つとして

は，記者発表タイトルの付け方など広報作成に関するノ

ウハウ育成が十分ではなかったことが挙げられる。 

 

 

 

 

 近畿地方整備局ではこのような状況をふまえて，広報

ノウハウを身につけた職員の育成を目的として研修会等

を実施しているところである． 

 

3. 河川部の取り組み 

 

広報の目的は，住民や地方自治体等に，近畿地方整備

局が進める社会資本整備を初めとした様々な取り組みに

ついて，身近に感じ，その必要性・重要性を理解して頂

き協力を得ることである．そのためには近畿地方整備局

の知名度，イメージアップが重要となっている． 

そこで河川部の広報活動として取り組んでいる代表的

な事例を3つ紹介する． 

 

(1) 活動報告の作成 

 近年の社会資本整備等を積極的にPRしにくい社会情勢

の中，自発的な広報活動を再起動させることが必要であ

 
図-1  記者発表資料 

 

 

図-2  活動報告 
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る．そこで，2013年（平成25年度）より各河川事務所で

行っている様々な取り組みを河川部のHPで公開し，一般

に広く周知することを目的として「活動報告」の作成を

行っている（図-2）． 

 

 活動報告の内容は， 

・簡易 

・テーマは特に設けない 

ものとし，作成にかかる労力をできるだけ少なくする

ことで，一過性で終わらない継続した取り組みを目指し

ている． 

 2013年（平成25年度）においては，1年間で合計88件

の報告があった（図-3）．取り組み開始は5月からであ

るため，取り組み開始から9月を除いて毎週1つは報告が

あったことになる． 

 活動報告で掲載した内容は， 

・事業完了式典 

・水防演習 

・学会表彰 

・現場見学会，地域イベントへの参加 

・整備計画の策定，流域懇談会開催 

など多岐に渡る内容となっている． 

 

(2) 河川関係事務所紹介 

 上記の活動報告と同様に，2013年（平成25年度）から

河川部のHPにおいて毎月1事務所ずつ，河川関係事務所

の事業概要などについて掲載を行っている（図-4）． 

2014年（平成26年）6月現在，近畿地方整備局管内の

河川関係事務所 計19事務所の内，14事務所の事務所紹

介が作成済みとなっている． 

 主な記載内容は，各河川関係事務所の主な事業や近年

の災害に対する対応などを中心に，各事務所独自の取り

組みついても積極的に記載している． 

 

 なお，(1)活動報告の作成と(2)河川関係事務所紹介に

ついては各年度毎の報告をとりまとめた冊子を作成して

おり，ノウハウの蓄積と継続性の発展を目的に，各河川

事務所の広報担当者へと配布を行っている． 
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図-3  活動報告の月別報告数（平成25年度） 

 

 

 
図-4  事務所紹介のHP（六甲砂防事務所の例） 

 

図-6  平成 25年度活動報告集 

 

 

 

図-5  出水対応の HP（H25年 9月台風18号） 

記者発表資料や，災害対応状況を更新 

各河川の風景と共に更新 
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(3) 災害情報の発信 

a) 災害対応状況についての情報発信 

 近畿地方整備局は，豪雨による出水等の災害時には専

用のHPを設置し，災害時の情報発信に努めているところ

である． 

2013年（平成25年）9月15日の台風18号および前線の

影響による近畿地方の豪雨ではその被害の大きさを鑑み，

9月16日午前3時40分からは非常体制に入っている．同時

に降雨・被害の状況や自治体等への災害支援状況などを

専用HP（図-5）や記者発表を通じて，効果の高いタイミ

ングで情報発信を行った． 

 最終的にこのHPでは，記者発表資料が12報，自治体へ

の災害支援状況（TEC-FORCE通信）がNo.1～No.14まで公

開されている．これらは，9月16日の発災直後から10月4

日までの間で順次公開され，9月16日の公開後から2週間

で約2,000件のアクセス数があった． 

このことから，近畿地方整備局への情報提供要求に対

して迅速かつ的確に応えることができたと思われる． 

 

 

b)出水・災害状況，事業効果等に関する情報発信 

 近畿地方整備局では，社会資本整備を初めとした事業

の必要性・重要性を理解して頂き協力を得ることを目的

とし，出水時や災害発生時において，出水・災害状況お

よび事業の効果等に係わる資料等を出水後できる限り早

く公表することを目標としている． 

 2013年（平成25年）9月15日の台風18号による出水時

には，「平成25年台風18号災害報告」の第1報を9月20日

に河川部のHPで公開している．この報告は，近畿地方の

主な台風被害，水防団・自衛隊による水防活動による対

策状況と砂防事業やダムの整備効果について情報発信を

行ったものである．さらに，9月25日には同報告の第2報

として災害対策車両や排水ポンプ車による災害対策状況

などの追加情報を発信している．その後は，9月30日に

「平成25年台風18号災害概要」（暫定版Ⅰ）を，以前の

情報に詳細な解析を含む事業効果を加えて公開した．ま

た，10月22日に精度を向上させた同概要の暫定版Ⅱを公

開している． 

 

 2014年（平成26年）3月には上記の情報を取りまとめ，

詳細な被害状況や河川改修・ダム整備による洪水調節の

事業効果に重点を置いたパンフレットを作成，「平成25

年9月 台風18号洪水の概要」として，被災を受けた各自

治体や関係機関に配布し，併せて河川部HPでも公開する

ことで一般にも広く周知している（図-7）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5  出水対応の HP（H25年 9月台風18号） 

 

 

図-6  出水報告 

 

 

図-7  平成 25年度台風18号洪水の概要 

記者発表資料や，災害対応状況を更新 
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4.まとめ 

 

 はじめに記したように，広報活動は国民の理解と信頼

を獲得し国土交通行政を円滑に推進するために極めて重

要である．そこで，今回は近畿地方整備局 河川部で取

り組んでいる事例を一部紹介させて頂いた． 

これらの活動が今後，より発展しさらにたくさんの

人々の目に留まるように，工夫を凝らしながら取り組ん

でいきたい． 

 

 

謝辞：最後に日頃より，今回紹介した活動以外にも積極

的に広報活動されている各河川関係事務所の皆

様に敬意を表します． 

 

引用：記者発表資料，HPの情報などは近畿地方整備局及

び近畿地方整備局 河川部のHPより引用させて頂

きました． 
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放置艇“0”大作戦 

～地域の環境美化・景観再生～ 

 
吉嶋 大希 

南 紀雄 

  

和歌山県庁 県土整備部港湾空港局港湾空港課（〒640－8585 和歌山県和歌山市小松原通り 1－1） 

 

 和歌山下津港本港区大浦地区（和歌山市西浜）及び同内港地区（和歌山市築港）において、40 年以上続いていたプレジ

ャーボートの不法係留を、小型船舶係留施設の整備により、全て移動及び撤去したことに関する戦略、他地区への展開及

び今後の和歌山県における放置艇対策の進め方を報告します。また、この取組みが、来る東南海・南海大地震等の防災

対策に役立つことを期待致します。 

 

キーワード 放置艇対策、強制執行、防災対策、景観再生 

 

１ はじめに 

 
 和歌山県下では、三水域（河川、港湾、漁港等）合わせて

約 5,800 隻のプレジャーボートが存在し、その内約 3,800 隻

が放置艇となっています（平成 22 年度プレジャーボート全国

実態調査。図 1－1 参照）。 

 
本県では、平成 20 年 4 月に「和歌山県プレジャーボートの

係留保管の適正化に関する条例（以下「PB 条例」という。）」

を施行し、図 1－2 のとおり、「規制強化による適正保管」（ソ

フト対策）と「係留保管施設の確保及び整備」（ハード対策）を

一体的に取り組んできました。 

 

 

また、ソフト対策として、平成 22 年度から 25 年度までに実施

した簡易代執行などの撤去実績は、下記の図 1―3 のとお

りで、各地にて積極的実施しているところです。 
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２ 行政代執行事例 
 

行政代執行の事例を紹介します。和歌山県では、湯浅広

港（和歌山県有田郡広川町）にて、行政代執行を計４隻に対

して、実施しています。 

 

 

これは、同港おける所有者が判明した船舶の中で、下記

の図２－４のとおり、公益性に著しく反する船舶について、実

施しました。 

この中で、平成 23 年度に実施した船舶について、紹介し

ます。 

 

 和歌山県では、図２－３の経過書のとおり、何度も粘り強く

交渉致しましたが、一向に是正に向けて取り組む様子は無く、

また、図２－１のとおり、役場と公園が隣接していることもあり、

町から実施に向けての要望があるなど、喫緊に行わなけれ

ばならない状況でした。 

 そこで、状況や行政代執行の要件を課内で検討・確認した

ところ、図２―４のとおり、合致したので、知事の決裁を得た

上で、取組みました。 

 

 

代執行実施後の同港での行政指導は、かなりスムーズに

進みました。今までは、何度も、粘り強く交渉しなければ、応

じない所有者が多かったのですが、案内・指示書などの行政

指導文書を送付しただけで、強制的な措置を取ること無く、

自主的に撤去を始めるなど、抑止効果が、確実に現れてい

ます。 
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３ 放置艇“0”大作戦 

 
 「放置艇“0”大作戦」は、これまでの単発的なソフト施策に

加えて、新たな係留施設を整備し、放置艇の受入体制が整

った地区において、移動指導を行い、指導に従わない放置

艇所有者に対し、行政代執行も視野に入れて強制撤去等を

実施することとしました。 

また、この取組みを「放置艇“0”大作戦」と、皆様に分かり

易くかつインパクトの強い名前にしました。 

この大作戦では、まず、知事自ら、「放置艇“0”大作戦」の

取組み方針を記者発表し、和歌山県がトップダウンで取り組

む、強い意思を表明した上で、報道機関、地元自治会、船舶

愛好団体や船舶事業者との連携により、実施することとしま

した。 

 

 

４ 放置艇“0”大作戦の実施例① 

～和歌山下津港大浦地区（和歌山市西浜地先）～ 

 
和歌山下津港湾大浦地区は、紀州徳川家ゆかりの庭園

（養翠園）のある景勝地であり、付近には、幼稚園・小学校の

教育施設や住宅団地がある地区です。 

しかし、この地区は、地形的に、静穏度が非常に高く、か

つ、周辺に大きな河川が無く風水害の危険性が著しく低いこ

とから、放置艇の絶好の係留箇所であり、許可無く、約 100

隻の放置艇が係留していました。 

 

 

 このため、近隣住民や学校関係者から、「放置艇が景観

を害し、養翠園が台無しだ。」、「放置艇が津波時に凶器にな

る。」、「路上駐車の存在が、子どもに対して危険であり、また、

送り迎えでも、迷惑している。」などの声が上がっており、和

歌山県としても、放置艇の撤去が、喫緊の課題でした。  

このため、津波からの二次被害を防止するため、民家から

離れた住居の無い工業団地の地先に、西浜小型舶係留施

設（PB）を設置しました。 

 しかしながら、放置艇利用者との交渉では、使い慣れた

場所からの移動を嫌う方が多く、交渉が難航しました。 

このため、「月極駐車場並みの価格（１万円/月）であるこ

と」、「駐車場（200 台）の完備した浮桟橋施設であること」や

「住宅地から離れており、船のエンジン音などを気にしないで

良い」など、新係留施設のことを丁寧に説明したところ、３～

４割の方が移動されました。  
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 また、和歌山県としても、ただ施設のＰＲをするだけで無く、

移動を促進するために、報道機関への定期的な情報提供

（図４－５）や取材対応などの積極的な情報交換を行い、放

置艇に対する和歌山県の考えを説明し、対象者や住民への

周知に努めました。 

 

 更に、知事から、「行政代執行も視野に入れて交渉を進め

ること」との明確な指示もありましたので、強制撤去を行う旨

の文書を何度も送付し、個別訪問を行うなど、地道な活動を

行いました。 

 他にも、移動した放置艇利用者から残っている利用者に対

して、移動を促す声かけをはじめ、放置艇が再係留しないよ

うに見守るなどの活動があり、また、船舶事業者からは、県

の方針を放置艇所有者へ的確に伝えるだけでなく、新しい係

留施設への入出庫に必要な操船練習の立会いを行うなどの

活動がありました。 

このように、関係者から協力を頂いた結果、放置艇“0”大作

戦が成功し、大浦地区には、かつての景観が蘇りました。 

 

 

 

５ 放置艇“0”大作戦の実施例② 

～和歌山下津港内港地区（同市築港地先）～ 

 
 内港地区は、江戸時代に作成された絵巻物にも登場する

など、古くから、海上交通の中心地として利用されており、昭

和１０年代から４０年代までは、和歌山下津港の中心地とし

て、木材、化学、セメントの荷下ろしや出荷などに利用されて

きました。 

しかしながら、近年の船舶の大型化に伴い、係留施設とし

て必要な水深が確保出来なくなり、更に、平成１０年頃以降、

木材の原木輸入が大幅に制限されてから、小型船舶を除き、
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活発的に利用されなくなった地区です。 

また、この地区は、大浦地区と同様、静穏度が非常に良く、

更に、中・大型船舶があまり入港しないこともあって、許可無

く、約８０隻の放置艇が、係留していました。 

このため、近隣住民や事務所から、「放置艇が凶器にな

る」、「放置艇が、廃棄物を不法投棄し易い環境にしている」

などの苦情が、多くありました。 

 

 そこで、大浦地区で実施した放置艇“0”大作戦を、内港地

区でも、引き続き、実施することとなりました。 

 今回は、前回の大浦地区での反省を活かして、まず、図５

－２のとおり、実施スケジュールを作成し、何時までに、何を

実施し、最後の目的達成が何かを事務作業や現場作業に携

わる職員が理解できるように進めました。 

 
 

実施にあたっては、大浦地区と同様に、進めました。この

地区は、大浦地区とは異なり、隣接した対岸の水域箇所に

湊第一小型船舶係留施設を整備していることや数ヶ月前の

大浦地区での報道がなされたこともあり、所有者の大半は、

移動期限より早く移動されました。 

 

 

また、船舶事業者も、前回同様に、協力して頂いたことも

あり、沈没した１隻を残して、放置艇“0”大作戦を開始した１

０月から約５ヶ月間で、ほぼ“0”を達成しました。 

その後、残りの１隻の船については、自宅訪問などの地道

な作業と平行し、行政代執行を視野に入れて、手続きを行っ

た結果、本年の５月末に、所有者が、自主撤去を実施し、結

果、内港地区での放置艇“0”を達成しました。 

 

６ おわりに 
 和歌山下津港大浦及び内港地区での放置艇“0”の実現は、

和歌山県だけで達成出来た成果では無く、報道機関、地元

自治会、船舶愛好団体や船舶事業者等との連携の結果であ

ります。ここに、ご協力頂いた皆様へ改めて感謝の気持ちを

述べるとともに、引き続き、来る東南海・南海地震の津波対

策、平成２７年度の「紀の国わかやま国体」の環境美化のた

め、１隻でも多くの放置艇の違法状態を解消するため、本年

度も、和歌山下津港海南港区、県管理河川土入川（どうにゅ

うがわ）など、和歌山県内各地で、放置艇“0”大作戦を進め

て参ります。
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近畿地方整備局用地補償基準等の運用に 

関するアドバイザー会議について 
 

 

小城 淳一郎 

 

近畿地方整備局 用地部 用地補償課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 

 本論文は２０１２年度から近畿地方整備局用地部で開催しているアドバイザー会議について、

会議の趣旨とこれまでの開催内容について紹介するものです。 

 

 

キーワード 業務改善，損失補償基準等の客観性・透明性・より一層の適正化、国民目線 

 

 

1.  アドバイザー会議の趣旨 

 公共事業を施行するための用地取得及びこれに伴う損

失補償の事務は、国民の財産に関わるものであり、適正

に執行していく必要があります。 

 また、用地取得は国民の税金を財源として執行してい

くことになるため、客観的な基準規程に基づいて、適正

かつ公平に事務を行っていく必要があります。 

 そのため、公共事業施行者は、統一的に定められた損

失補償基準等によって補償金を算出し、用地取得の事務

を進めているところです。 

 近畿地方整備局用地部では、用地取得に伴う補償につ

いてより一層の適正化を図るという観点から、２０１２

年度より、大学教授・弁護士・不動産鑑定士・一級建築

士（以下、「委員」という。）から、損失補償基準等の

運用について検証してもらう会議（アドバイザー会議）

を開催しています。 

 この会議は、個々具体な契約済みの補償事例について

各委員に検証してもらい、広く意見を徴収し、損失補償

基準等の運用について一層の適正化、説明責任の更なる

向上を図ることを目的として始められました。 

会議は年２回開催しており、これまで５回開催されま

した。 

 検証してもらう補償事例は、近畿地方整備局管内で直

近に契約したもので、各委員に契約済みリスト（約１５

００件）を提出し、その中から抽出してもらうことにな

っています。 

（第３回会議までは委員に２件抽出してもらい、１件は

用地部が抽出。第４回会議からは委員に抽出してもらっ

た２件だけに変更。） 

 会議は非公開で行われていますが、近畿地方整備局の

用地職員及び他の地方整備局の用地職員の傍聴は許可し

ており、これまで多数の方に聴講してもらっています。 

 

2.  アドバイザー会議の構成 

「近畿地方整備局用地補償基準等の運用に関するアド

バイザー会議設置要領」を制定し、その第１条で同会議

を用地部内に設置し、第３条で用地部長が委嘱する外部

有識者により構成することとなっています。 

 

3.  アドバイザー（委員）の選定について 

補償に関する業務という観点とともに、広く知見を求

めるという方針で以下の分野の方々を選定しています。 

なお、各分野にかかる協会等の組織に所属する方は、

それぞれの組織から推薦してもらう形式を取っています。 

 

・土地評価  ・・・不動産鑑定士 

・建物等の補償・・・一級建築士 

・法律関係  ・・・弁護士 

・地域経済 ・・・学識経験者 

 

4.  これまでの開催内容 

(1)  第１回会議 ２０１２年６月２６日開催 

 検証事例 

 a）土地評価について（買収単価の決定方法） 

  （用地部抽出案件） 

  論点 

   ・土地評価の手法である取引事例比較法の説明と

実際の土地評価事例における土地評価格（宅
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地）の決定について   

 b）自動車販売会社の補償について 

   （委員抽出案件） 

  論点 

   ・建物が直接支障とならない営業用施設の移転工

法の認定について 

   ・駐車スペース・大型看板の機能回復について 

 c）送電鉄塔の公共補償について 

  （委員抽出案件） 

  論点 

   ・送電鉄塔の移設ルートの認定について 

   ・移設先の残地取得について   

(2)  第２回会議 ２０１３年１月２９日開催 

検証事例 

a）標準地評価格の決定について（郊外路線商業地

域） 

 （委員抽出案件） 

 論点 

  ・用途的地域の判定と取引事例地の選定について  

b）道路工事の施行に起因する地盤変動により生じた

建物等の損害等に係る事業損失について 

 （委員抽出案件） 

 論点 

  ・事業損失の認定要件（因果関係と受忍限度） 

c）関連移転が伴う移転工法の認定について 

 （用地部抽出案件） 

  論点 

   ・建物移転工法の認定について 

   ・関連移転の範囲について 

   ・関連移転が必要とされた物件の移転義務につい

て 

(3)  第３回会議 ２０１３年６月１７日開催 

 検証事例 

 a）標準地評価格の決定について（混在住宅地域） 

  （委員抽出案件） 

  論点 

   ・近隣地域と類似地域の範囲の認定について 

   ・標準地の認定方法について   

 b）トンネル工事施行に起因する生活用水の水枯渇等 

により生ずる損害等に係る費用負担 

  （委員抽出案件） 

論点 

 ・機能回復の方法について 

 ・費用負担額の認定について 

 c）関連移転を伴う構内再築工法の認定について 

  （用地部抽出案件） 

  論点 

   ・直接支障となる建物と関連移転を認定した建物

とを立体集約（照応建物）し、残地内で機能

回復を図ることについて 

   ・構内再築工法と構外再築工法とを経済比較し工

法認定することについて 

(4)  第４回会議 ２０１４年１月２４日開催 

検証事例 

a）高架橋工事施行に起因するテレビジョン電波障害

に係る費用負担 

 （委員抽出案件） 

 論点 

  ・受信状況の評価について 

  ・費用負担率について 

b）公共事業における用地取得事務の流れ 

 （委員抽出案件） 

 論点 

  ・標準地価格を算出する際の近隣地域の範囲につ

いて 

・画地の認定について 

  ・認定した工法と、実際の移転工法について 

 

(5)  第５回会議 ２０１４年６月１９日開催 

 検証事例 

 a）公共補償について（県立農業高校の機能回復につ

いて） 

  （委員抽出案件） 

  論点 

  ・移転工法の認定について 

  ・施設の機能回復方法について 

 b）標準地評価格の決定及び残地補償について 

  （委員抽出案件） 

  論点 

  ・宅地見込地地域の評価について 

  ・残地補償について 

 

(6)これまでの会議での各委員からの意見 

 これまでの５回の会議における検討事例を補償類型

別に分析すると，a)土地の評価に関する事例５件（残地

補償に関するものも含む。うち委員により選出された事

例４件，以下括弧書き内同じ），b)建物移転に関する事

例３件（１件），c)公共補償に関する事例２件（２件），

d)事業損失補償に関する事例３件（３件）です。 

 各類型における論点について、各委員からの主な意

見・質問をまとまると以下のとおりとなります。 

a) 土地の評価に関する事例に関しては，近隣地域の

とらまえ方といった基本的な内容のほか，複数の

用途的地域が混在する場合の評価アプローチの模

索，取引事例価格が決定された背景の検証、標準

地評価格の決定方法、用途地域の判断基準といっ

た踏み込んだ内容の意見が出されました。 

特に、用途地域の判定については厳しい意見も出

されました。 

b) 建物移転に関する事例に関しては，関連移転によ
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り事業に直接支障にならない建物を移転対象と認

定する過程における別工法の可能性の掘り下げの

必要性、従前の駐車スペースの確保の必要性、関

連移転となる建物の相手方の移転義務についての

考察についての意見が出されました。 

c) 公共補償に関する事例にに関しては，鉄塔移設に

関する採用工法（ルート）認定にいたる検討内容、

学校の機能回復に関する移転工法の認定にいたる

検討内容について意見が出されました。 

d) 事業損失補償に関する事例に関しては，工事との

因果関係の認定、補償の相手方を直接の被害者た

る住民ではなく代替施設等の施工者または管理者

とすることの適正判断基準の必要性や事務処理の

標準化について意見が出されました。 

e) その他に、補償に至るまでの過程・根拠資料はき

ちっと保管し、第三者から疑義が申し立てられた

場合について備えておくことが重要との意見が出

されました。 

 

これら意見や質問を総じて委員の方々の関心の傾向，

視点，切り口が，一般人の観点から見た場合に，それぞ

れの補償の方針、内容が公平・公正であり説明責任を果

たすだけの根拠を起業者側が持っているのか，そのため

の指標のようなものが内部で整理されているのか，検討

過程・判断基準が定形化して事案毎の掘り下げがおろそ

かになっていないか，判断基準の精度をあげるための検

証がなされているのか，というところにあることがわか

り，本会議の設立の意図が十分に反映された中身になっ

ていると考えます。 

 用地部においては，各回の会議の終了後，「近畿地方

整備局用地補償基準等の運用に関するアドバイザー会議

設置要領」の第１条の主旨に則り，会議において委員か

ら徴収された意見を踏まえて，損失補償基準等の運用に

ついて一層の適正化を図るうえで取り組むべき課題の検

証を行い，既存の運用の改正や新たな運用が必要となる

可能性があるものについて検討しました。 

 検討の結果，実際に運用の改正等を行った取り組みに

ついて次項において紹介します。 

 

5.  会議後の取り組み 

 これまでの４回の会議を踏まえ、用地部では以下の

事務連絡文書を事務所に発出しました。 

 

(1)  ２０１３年１２月２５日付け事務連絡 

 「事業損失に伴い地方公共団体等が代替施設を新設す

る場合の費用負担契約の取扱いについて（通知）」 

 

 この事務連絡は、第３回アドバイザー会議での検証事

例b）での各委員からの意見を受け、用地部で検討を行

い、各事務所へ発出したものです。 

  これまで事業損失の際、地方公共団体と費用負担契約

を取り交わす際の事務手続が明確になされていなかった

こともあり、取り決めを定めることになりました。 

 この事務連絡により、費用負担額について、地方公共

団体が工事等を請負に付し入札手続を取る場合は、公共

補償の場合と同じく落札額を適正に反映した額を負担す

ることが定められました。 

 加えて、地方公共団体が代替施設の調査・設計から工

事着手までに複数年度を要する場合は、確認書を締結の

うえ、年度毎に費用負担契約を行うことが出来ることと

し、その際の事務処理フローについても定めました。 

 

(2)  ２０１４年３月１９日付け事務連絡 

 「近畿地方整備局用地事務取扱細則運用指針第４２条 

第１項に規程する標準地評価格承認申請書作成に係る留 

意点及び参考資料について」 

 

 この事務連絡は、第１回、第２回、第３回のアドバイ

ザー会議で検証事例になっていた土地評価・標準地評価

格の決定について、各委員からの意見を受け、用地部で

検討を行い、各事務所へ発出したもので、標準地評価格

を算出する際の留意点・各用途地域の地域格差及び個別

格差の認定基準の参考例等を取りまとめたものです。 

 これまでも標準地評価格承認申請書の作成例について、

事務所に通知していたところですが、その見直しを行い

ました。 

 これまでは、標準地評価格は最も地域格差の小さい取

引事例から求められた価格を採用していましたが、この

事務連絡により、各取引事例の取引時点、標準化補正、

地域格差の項目を点数化し、３項目の総和を求め、最も

点数の高いものを標準地評価格に採用することとする、

新たな判断基準を定めました。 

 また、取引事例を選定する際の判断基準、地域格差及

び個別的格差の認定基準の参考例も新たに定めました。 

 

(3)  ２０１４年６月１７日付け事務連絡 

「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波障害に

より生ずる損害等に係る費用負担について、有線テレビ

ジョン放送を利用する方法により有線テレビジョン会社

と費用負担契約を締結する場合の取扱いについて」 

この事務連絡は、第４回アドバイザー会議での検証事

例a）での各委員からの意見を受け、用地部で検討を行

い、各事務所へ発出したものです。 

これまで、電波障害の費用負担を有線テレビジョン会

社と行う際の事務手続について明確にされていなかった

こともあり、取り決めを定めることとなりました。 

この事務連絡により、有線テレビジョン会社と費用負

担契約を締結する際の実施フローと、その際締結するこ

とになる協定書、覚書、契約書の様式が定められました。 

６.  今後の取り組み 

これまで５回の開催で、各委員には国民目線で契約済
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みの事例を専門的知見を駆使して検証してもらい、疑問

点・見直すべき点等の意見を頂いてきました。近畿地方

整備局用地部ではその意見を受け、これまでに定めのな

かった事柄については、上記５に示したとおり、事務連

絡文書を発出し、運用をしているところです。 

今後も、用地取得に伴う補償の更なる適正化のため、

各委員と意見交換をしていくことにしています。 

出された意見は近畿地方整備局内で共有し、今後の用 

地取得事務にいかしていきたいと考えています。
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土木の魅力 
～若年技術者確保に向けた、近畿地方整備局の

新たな取り組み～ 
 
 

谷本 真弓1 
 

1近畿地方整備局 企画部 企画課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 日本社会にとって建設業は必要不可欠であり、かつ、仕事としても大変魅力的である．一方、

最近の若者にとって建設業に対する理解不足の結果、建設業へ積極的に就職希望しない傾向に

あるように思う．建設業にとって若年技術者確保は喫緊の課題であり、そのために若者に建設

業の面白さややりがい等を伝えることが重要ではないかと思われる． 
 その中、近畿地方整備局では若者をターゲットに「建設業の魅力」を伝える取組みを２つ行

っている．それらを紹介しつつ「建設業の魅力」について再考する．同時に、若年技術者確保

に向けた近畿地方整備局の今後の役割についても考察する． 
 

キーワード 技術者，リクルート，広報  
 
 

1. はじめに 

 
 生活を営む住宅をはじめ、道路、河川、港湾、空港、

公園、上・下水道などは、総じて土木技術の基に成り立

っている．これらを、企画、調査、設計、施工、維持管

理などの過程を経て創り出すことを、建設産業という．

建設産業の特徴は、依頼者からの注文による受注生産で

あること、そして多くの職種の人々が参画して生産活動

が行われることである．また、災害時には、その最前線

で地域社会の安全・安心の確保を支える「国土や地域の

守り手」として、大変重要な役割を果たす．このように、

日本社会にとって建設産業は重要な産業であり、職員と

してもやりがいも感じられる仕事でもある．災害時の極

めて厳しい状況の中で、危険を顧みず、地域社会を支え

るという使命の大きさは、平成２３年の東日本大震災や

紀伊半島大水害での活動などで、あらためてその重要性

が認識された． 
しかし、バブル経済崩壊以降長年に渡る景気の低迷に

より公共投資が減少し、リストラや新規採用の抑制を重

ねてきたことで、現在東日本大震災からの復興、デフレ

景気からの脱却など、需要増となる要因が増えているに

もかかわらず、具体的な土木に対するイメージがわいて

いない結果、建設業界に関心を示す若者が少ない傾向に

あると言われている． 建設業界にとって現在若年技術

者をいかに確保していくかが課題である． 
そこで、若者に土木について触れ合う機会を与えるこ

とで若者の建設・土木業務に対するイメージを具体化さ

せることが重要ではないかと思われる． 
このような中、近畿地方整備局が現在取り組んでいる

土木に触れ合う機会を作り、土木の魅力を広める取組２

つについて事例紹介・検証する．また、今後土木に携わ

る人材を増やすために、近畿地方整備局が果たす役割に

ついても考察する． 
 
 

2.  建設業が社会に果たす役割 

 
(1) 建設業の歴史 
 1)徳川幕府から明治政府へ様変わりする日本の社会の

中で、最も変わったのは、交通網であった．生産物を増

やし、産業を振興させるためには、交通基盤の整備が不

可欠だったのだ．このため、１８７２年の汐留（しおど

め）・横浜間の開通から、東海道線、東北線、山陰線と

続き、なんと約３０年後の１９０１年には、本州を縦断

する幹線鉄道網が完成している．同時に、全国各地に近

代技術を取り入れた、先進的な橋梁が建設され始めた．

鉄道敷設が進むと、耐久性に優れ、高架建設の容易な鉄

橋が重要性を増してくる．さらに、近代化を急ぐ明治政

府が、交通基盤整備とともに力を注いだのが利水基盤事

業だ．明治期、農業振興や近代水道の導入、水力発電な

どを目的とし、全国各地に堰堤が築かれている．なかで

も経済発展に伴い、人口が集中し始めた都市部では、伝

別紙―２ 
行政サービス部門：No.05

1



染病の蔓延を防ぐため、ダムを含む上・下水道整備が急

務であった．関西で、特に神戸に堰堤など利水土木遺産

が多いのは、開港都市として、いち早く大規模な水道事

業が敢行されたためだった．  
 
(2) 国土や地域の守り手 
平成２３年紀伊半島大水害時には、通行不能となった

国道１６８号今戸地区のバイパス道路・十津川道路を通

常であればもう少し先の開通予定であったが、緊急措置

として一部区画線工事を開通後に施工するなど工夫をし、

被災確認から２日後に開通を果たした．住民にとっては

「命の道」と言われている． 
(1) (2)から、土木技術は産業振興のために重要かつ、

人々の命を守り、生活を豊かにするうえでなくてはなら

ないものだということがわかる．忘れてはいけないこと

は、１つの土木構造物を作り上げるためには、多種の土

木技術者が存在するということである．これからも人々

の命を守り生活を豊かにし、これまでの社会資本を維持

していくためには、技術が伝承され若者へ引き継いでい

く必要がある． 
 
(3) 若者の「土木」に対する考え方 

 若者にとって「土木」についてどのようなイメージが

あるのか、大阪工業大学都市デザイン工学科の大学１年

生８７人にアンケートをとった． 
その結果、「科名が土木工学科だとしても本学部に入

学していたか？」という質問に対し、１５人が「迷う」

を選択した．この理由として、土木に良いイメージがな

い、土木に興味がない、体力が必要、イメージが付きに

くい等の回答があった． 
アンケート結果から、学生は土木について具体的なイ

メージがわいておらず、そこから土木についての興味が

低い傾向にあると思われる． 
(2)で述べたように土木は、人々の命を守り、生活を

豊かにするうえで大切であり、道路・鉄道・港湾・河

川・上・下水道と言った、幅広い分野に渡る．また、そ

れに携わる技術者も計画、調査、設計、施工、維持管理、

見積積算、災害防止など多岐にわたっているので、活躍

できる場面が多くある． 
では、どのように近畿地方整備局が若者に対して土木

のイメージを具体化させようとしているのかについて以

下検証していく． 
 
 

3.  「魅せる！現場」について 

  
(1) 概要説明 
近畿地方整備局が取り組む事例一つ目「魅せる！現

場」について紹介する． 

「魅せる！現場」とは、見学可能な工事現場等をホー

ムページで公開し、一般の方を対象に見学希望者を募集

することで、普段見ることのできない現場を見てもらい、

近畿地方整備局の行う社会資本整備について広報を行う

という企画である．当企画は平成２５年８月より開始し、

近畿地方整備局管内の見学可能な施設約３０施設をライ

ンアップしている． 
これまで約３，０００名からの応募があり、２０の現

場で７３回の見学会を実施、積極的な広報を展開してき

た（平成26年5月末現在）．マスコミからの注目度も高

く、新聞記事の掲載や、テレビで放送されるなど有力な

広報ツールとしてその力を発揮している．今回、ライン

アップの中でも特に人気の高く、見学会の開催実績も多

い「御堂筋共同溝（きょうどうこう）見学」についての

事例を紹介する．  
御堂筋共同溝は大阪のメインストリートである御堂筋

の地下に計画されているシールドトンネル（内径4.77m、

延長約４km）である．そもそも共同溝とは電気、電話、

水道、ガスなどのライフラインをまとめて、道路などの

地下に埋設するための設備である． 
御堂筋共同溝は、地下鉄御堂筋線（地下10m）よりさ

らに地下深い場所（地下30m）に存在し、水道、電気と

いったライフラインが収められる重要な施設となってい

る．現在、トンネル本体の一部と分岐立抗３箇所を施工

中であり、本見学会ではこの地下共同溝を実際に自分の

足で歩いて見学できるということで好評を博している． 
見学会では、最初に詰所で工事の概要を説明する20分

程度のDVDを見てもらい、工事のあらましを理解して

もらう．詰所には御堂筋共同溝の模型も置かれており、

実際に現場を見る前に共同溝につて理解しやすいように

なっている．その後、実際に地下30ｍへ移動し、自分の

目で現場をみて、肌でその雰囲気を感じてもらう．その

体験を通じて、今まで知らなかったことを知ってもらい、

土木技術は我々の生活にとって重要なものであることを

理解してもらうことが「魅せる！現場」の最大の狙いで

ある． 

  
写真-１ 解説を行いながら御堂筋共同溝を進む様子（左） 

写真-２ 御堂筋共同溝の模型（右） 

 
 
(2)体験者からの声 
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実際に体験された方の感想として、以下のような意見

が寄せられている． 
・私たちが安全に暮らしている裏には、このようなす

ごい仕事をされている方がいるのだなと思った． 
・狭い作業スペースだが、様々な技術と作業が混在し

ていて非常に見応えがあった． 
・都会のメイン道路の地下に巨大なトンネルが存在し

ていた事に驚きました． 
 

(3)考察 
(2)に「私たちが安全に暮らしている裏には、この

ようなすごい仕事をされている方がいるのだなと思っ

た」ともあるように、現場見学を通して、普段見るこ

とのできないものを見てもらい、現場での解説も丁寧

に行うことで、見学者に土木に対して具体的なイメー

ジを持ってもらい、土木を身近に感じてもらうことが

出来ると思われる．また、見学会を小学校等の総合学

習の時間に取り入れてくれているところもあり、これ

からの若者に土木技術に対する興味をもってもらい、

将来の土木技術者を生み出すきっかけにもなりうるも

のと思う．さらに、御堂筋共同溝の「上向きシールド

工法」は最新の工法で、まだ海外での施工実績も少な

い．今後、海外からの見学者が増えるようなことがあ

れば、日本の土木技術の海外へのPRに繋がるものと

思われる． 
 

 

4.  「魅せる！現場～現場を支える人々編～」につ 

いて 

  
(1) 概要説明 
近畿地方整備局が取り組む事例二つ目「魅せる！現場

～現場を支える人々編～」について紹介する． 
「魅せる！現場」では、「土木構造物」を自分の目で

見て感じて体験するものであったが、こちらは、土木技

術者等の「現場を支える人々」に光をあてた取り組みで

ある．若者にターゲットを絞り、土木技術の「おもしろ

さ」や「職業としてのやりがい」、「魅力」等を伝える

ことを目的としている．平成２６年６月より新たなホー

ムページを立ち上げ、近畿地方整備局管内で５現場を支

える人々を紹介している． 
 

(2) 「赤谷地区上流堰堤他工事」を事例として 
この中で、「赤谷地区上流堰堤他工事」についての事

例を紹介する． 
紀伊半島で平成23年9月に発生した台風12号により、

山の斜面が深い地盤ごと崩れ去る大きな崩落（深層崩

壊）が発生し、流れていた川が土砂でせき止められ天然

ダム（湛水地）が発生、現在でも3箇所がせき止められ

たままである． 
赤谷地区にある天然ダムが決壊した場合の土砂災害を

防ぐため、下流側に土砂を受け止めるための砂防堰堤を

設置する工事を行っている． 
今回試行的に行っているホームページでは、この工事

に携わっている各分野を専門とする技術者にインタビュ

ーをし、それぞれの視点からの意見を記載している．現

場で工事を行っている人、無人化施工で遠隔操作を行っ

ている人、斜面の安定解析を行っている人、それぞれが

いないと砂防堰堤を設置できないことがわかるうえ、技

術者といっても様々な職種が存在することも見えてくる．

若者にとっては職業としての土木技術者が具体的にイメ

ージしやすい仕組みになっている． 

  
図-１ ホームページへ掲載されている内容抜粋 
図-２ 砂防堰堤とはが分かる資料 

 
 

(3)考察 

3. 「魅せる！現場」では、実際に現場へ行くことで、

土木のスケールの大きさを体感してもらうことができる．

2. (3)で論点整理をおこなったように、土木は人々の命を

守っており、生活を豊かにするうえで大切ということを

感じてもらえるきっかけづくりになっている． 
それに対し、4. 魅せる！現場～現場を支える人々編

～では、土木技術者等の「現場を支える人々」に光を当

てたつくりになっており、ホームページを見た人にとっ

ては、技術者毎に説明されているため、土木の仕事に対

して具体的なイメージがわきやすくなり、業務が多岐に

わたることが理解できると思われる． 
「魅せる！現場」で土木のハード部分を体感いただき、

「魅せる！現場～現場を支える人々編～」で、個人が具

体的にどのように土木に携わり、それぞれのやりがいや、

誇りも伝わるソフト面での対応ができていると言った、

一連の仕組みがここには生まれている． 

 
 

5.  大阪工業大学の学生からのアンケート結果を

もとにした考察 

 

(1) オリエンテーションの概要 
近畿地方整備局以外でも土木の理解を深めるための取

組を行っている．大阪工業大学都市デザイン工学科では、

都市デザイン工学（土木工学）の学習意義などについて
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学ぶため新入生を対象に現場見学のオリエンテーション

を行っている．今回は、関西電力旭ダム、谷瀬のつり橋、

河道閉塞復旧現場（赤谷）見学、等へ見学へ行った．私

も当日同行し、大学１年生８７人に簡単なアンケートを

とった．以下アンケートからの考察を行う． 
 

(2) 考察 
アンケート１）この２日間のオリエンテーションで気

づいたこと、学んだこと 
実際に現場を見て、「危険と隣り合わせの仕事」であ

ると恐怖心を抱いていた学生もいたが、「土木技術は必

要とされている」、「将来の仕事のイメージがわいた」

との回答からわかるように、実際に現場を目で見て将来

の就労イメージが膨らんでいることがわかる． 
 

 
写真-３ 河道閉塞復旧現場（赤谷）についての説明を熱心

に聞き入る学生 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

その他

やりがいがある

作る過程や構造物のしくみがわかった

老朽化対策、維持管理は重要

自然や景観に配慮して作る

チームワーク（地元住民、企業、行政）が必要

想像していたより規模が大きい

様々な視点の職業がある（将来の仕事のイメージがわいた）

土木技術は必要とされている

莫大なお金が必要

大変で危険と隣り合わせの仕事

単位：人
 

図-３ ２日間のオリエンテーションで気づいたこと、学んだこ 

と  

 

 

アンケート２）自分にとって技術者とは．土木の

魅力について 
ここからもわかるように、「人のためになり、生活

の基盤をつくる仕事」、「記憶に残る、地図に残る仕

事」という意見が多くある．アンケート１）では「危

険と隣り合わせの仕事」との意見が多くあったが、こ

こでは、「人のためになり、生活の基盤をつくる仕

事」との意見が大半を占めている．つまり、危険と隣

り合わせであるが、人々の生活を支える大切な仕事と

しての魅力を感じていることがわかる．  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

その他

やりがい

一人ではできない

自分の思い通りに設計したのもが現実になる

規模の大きいものを作る仕事

記憶に残る、地図に残る仕事

世界全体に影響を及ぼす可能性がある

人のためになり、生活の基盤をつくる仕事

単位：人  
図-４ 自分にとって技術者とは。土木の魅力について 

 

 

6.  近畿地方整備局が果たすべき役割 

 

(1) 課題 
今までの事例から考察するに、現在近畿地方整備局が

行っている「魅せる！現場」では、土木が人々の命を守

っており、生活を豊かにするうえで大切ということを実

感できる仕組みで、「魅せる！現場～現場を支える人々

編～」は、土木の仕事に対して具体的なイメージがわき

やすい仕組みになっており、技術者のやりがいや誇りも

伝わるので、今後も土木に対する若者確保を行っていく

ためには、続けていく必要がある． 
しかし、近畿地方整備局だけで勢力をあげて土木の魅

力発信を行っていくのではなく、業界全体で一丸となっ

て魅力を発信していくことが今後重要である．そこで、

近畿地方整備局が主導的に建設業界へ働きかけ、業界全

体で土木の魅力を発信していけば、情報も集約され、学

生にとっても情報を入手しやすくはならないか、と考え

る． 
 

(2) 新たな取組み 

近畿地方整備局の新たな取り組みとして平成２６年６

月に「近畿地方整備局企画部内プロジェクトチーム」を

立ち上げた．この取り組みは、近畿管内の行政、民間、

大学等が連携し広報体制を構築し、土木の魅力向上させ

ることを目標に、ホームページを開設するなどの取組み

を行う．この取組みをきっかけに官民の力を集約させ、

土木の魅力について紹介をすることで、学生がそこから

土木に関する情報を入手しやすい仕組みにしていく予定

である．  
 

 

7.  まとめ 

 
今回ご紹介したように、近畿地方整備局では土木の魅

力を伝えるため、様々な試行錯誤を行いながら日々挑戦

している．私自身技術者ではないが、今回この論文作成
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にあたり様々な技術者の方と触れ合い、わかったことが

２つある．１つは、普段私たちの生活の中で何気なく使

っているものの多くに土木技術が応用されているという

こと、さらに、それを作り上げるために、多くの土木技

術者が存在していることである．どの技術者の方も自分

の専門分野に誇りを持って取り組んでいるということを

痛感した．また、一つの土木構造物のために、多くの技

術者が集まっていると論じたが、自分一人では完結でき

ないからこそ、計り知れないチームワークと達成感がそ

こにはあることも分かった．このように土木は私たちの

生活を支えている根幹であるということも改めてわかっ

た． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今後、若年技術者確保に向けて必要なことは、技術者

一人一人からの魅力あふれる土木についての心のこもっ

たメッセージが重要である．また、課題としては、官民

枠を超えた土木についての情報発信を行い、若年技術者 
に向けた広報を行っていくことが大切なので、これから

も近畿地方整備局としては広く広報活動を行っていきた

い． 

 

 

参考文献 

1) 土木学会：土木学会論文集の完全版下印刷用和文原稿作 
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河川敷における不法耕作是正の 

事例について 
 

 

佐藤 麻子1・金沢 尚志2 

 
1近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 船戸出張所 （〒649-6262和歌山市上三毛1122-2） 

2近畿地方整備局 河川部 水政課 （〒540-8586大阪市中央区大手前1-5-44）. 

 

 河川敷での不法耕作は、一部の者が公共の土地を独占的に使用することにより、他の利用者

の自由使用の妨げになるだけでなく、耕作に伴い設置される小屋や柵などの工作物は、洪水時

に流出すれば下流の施設に損傷を与えることが懸念されるなど、河川管理上支障となっている。 

今回は、紀の川での大規模な不法耕作に対して、設置看板の工夫や粘り強い是正指導を行う

とともに、事務所内の関係部署と連携し、１年余りで是正を完了した事例について報告する。 

 

キーワード 不法耕作，敷地管理，維持管理  

 

 

1. 不法耕作の概要 

 紀の川はその水源を大台ヶ原に発し、上流は奈良県、

下流は和歌山県を流域とし、和歌山市内で紀伊水道に注

ぐ、流路延長約136kmに及ぶ河川である。 

本件不法耕作が行われていたのは、左岸8.3kから8.7k

付近の和歌山市出島地先の高水敷であり、下流側の国道

24号紀州大橋から上流側の和歌山市占用公園までの区間

の高水敷を覆い尽くすように多数の家庭菜園がひしめき

あっている状態となっていた。 

 

 

 

 

写真-1  不法耕作是正前 

 

 

 

耕作者や付近住民からの聞き取りによると、およそ20

～30年前から不法耕作は行われていたようである。河川

管理者としてこれまでも看板設置などの対応を行ってき

たが、是正には至らず、時間が経過するごとに次々と新

たに不法耕作を始める者が現れ、今回の是正指導開始時

には、面積約15,000㎡、件数は推定約40件にのぼり、紀

の川で最大規模の不法耕作地帯となっていた。 

規模が拡大していった背景には、本件不法耕作のある

高水敷には一部堤外民地もあり、複数の所有者により耕

作に利用されているため、坂路に車止めを設置するなど

の車両の進入防止の措置をとることが困難であったこと

も要因として考えられる。 

なお、官民境界にはコンクリート杭が打設されており、

民地所有者が境界を越えて不法耕作を行っていたもので

はない。 

 

 

 

図-1  不法耕作地位置図 

 

 

別紙―２ 
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2.   紀の川下流部での不法占用是正の歴史 

 

 紀の川下流部（河口～7.0k）では、第二次世界大戦中

の食糧難により、国が食糧増産の一環として野菜栽培を

働きかけたこともあり、河川敷各所での耕作が始まった。

また、空襲により焼け出された人々が河川敷へ避難した

ことが発端となり、年々居住者が増加し、環境面、安全

面で大きな社会問題となっていた。 

このため1971年（昭和46年）6月、国、県、市を構成

員とする「紀の川環境整備対策協議会」（以下、「協議

会」という。）を発足し、不法占用に対する取り組みを

開始した。 

1974年3月には悪質な不法占用に対して行政代執行も

行っている。 

先人たちの努力により、現在までに900棟以上の建物

の撤去、約30万㎡の不法耕作の是正が完了し、跡地は主

に公園として整備されて多くの市民に利用されている。 

 

 

3.  不法耕作是正の背景 

 

協議会の事例に代表されるような継続的な取り組みに

より、紀の川全体として不法占用が大きく減少したこと

から、和歌山河川国道事務所管内では出島地区の不法耕

作が最大規模の不法占用案件となっていた。 

出島地区の不法耕作は家庭菜園を行う者が、徐々に集

まってきたものであり、１件あたりの面積は狭く、関係

者の数が多いことが特徴である。 

公共の土地を個人が許可無く耕作することは許される

ことではなく、敷地管理上、是正する必要があることは

言うまでもない。 

 

 

写真-2  工作物の状況 

 

 

加えて本件では、耕作者が各々の耕作地の周囲に柵を

はりめぐらしたり、農機具を保管する物置を設置したり

していたことから、工作物の数が非常に多く、洪水時の

流水の阻害や流出の恐れがあった。さらに、景観上も悪

く、近隣住民からも是正要望が出されていた。 

また、この付近の高水敷は緊急用河川敷道路の整備計 

画区間に含まれているが、不法耕作が支障となっている

ため、手前までの整備に止まっていた。 

緊急用河川敷道路とは、兵庫県南部地震において建物

の倒壊等により陸上交通が混乱し、負傷者や復旧資材の

輸送に支障をきたした教訓から、河川敷を利用した災害 

発生時の避難ルート及び救援・輸送ルートを確保する事

を目的として整備している道路であるが、本件不法耕作

の行われている区間でルートが途切れ、本来の効用を発

揮できない状態となっていた。 

これらの事情を勘案し、事務所として不法占用是正の

最優先案件として取り組むことを決め、対応にあたるこ

ととした。 

対応にあたっては、当方が本気であることを認識させ

るよう設置看板の工夫や頻繁な是正指導を行うとともに、

耕作地の円滑な放棄を促すための指導方針の立案、さら

には新たな不法耕作を防止するために所内の関係部署と

連携した取り組みを行った。以下にそれらの内容と是正

対応経過と結果を紹介する。 

 

 

4.   設置看板の工夫と頻繁な是正指導 

 

2012年10月是正指導を開始した。 

是正にあたっては、事務所河川占用調整課と出張所で

班を編成し、現地にて口頭で撤去指導を行うとともに、

新たに看板を設置した。 

ちょうどこの頃、地元中学校による職場体験学習とし

て、和歌山河川国道事務所に中学生２名が派遣され、業

務を体験するという機会があった。 

そこで、河川管理の業務体験として、現地を案内し、

不法占用の現状や対応方法について学んでもらい、対応

策のひとつとして看板を手書きで作製していただくこと

とした。 

当方が作製した警告看板と併せて中学生の作製した看

板も多数設置したが、「不法耕作はやめて！」「きれい

な川にもどしましょう」と手書きで書かれた看板は、パ

ソコンを使用して作った看板よりも心に訴えるものがあ

ると感じた。 

現地での是正指導は週に１，２回の頻度で行い、なる

べく多くの耕作者と会えることを期待して、曜日、時間

が異なるようにスケジュールを立てた。 

過去にも看板を立てるなどの対応を行ったが、是正に

至らなかったという経緯があることから、特に初期は頻
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繁に現地に赴き、繰り返し説明を行うことで、本気で不

法耕作を是正しようとしていることを印象づけるよう努

めた。 

ひととおり是正指導を終えた2012年12月には、さらな

る対策として、幅1.8m高さ0.9mのアルミ製看板を設置し

た。堤防天端の市道からもよく見えるように立て、近隣

住民や通行者からも注目してもらうことで、是正が進む

ことを期待した。 

 

写真-3  中学生作製の手書き看板 

 

 

写真-4  アルミ製看板 

 

 

5.   耕作地の円滑な放棄のための指導方針の立案 

 

耕作地を円滑に放棄してもらうために、是正指導にあ

たっては下記のとおり方針を立てた。 

 

・今育てている作物は収穫まで待つ。ただし今後一切

新たに植えないこと。収穫を終えた耕作地は直ちに放

棄すること。 

・持ち込んだ工作物、農機具などは各自で撤去するこ

と。所有者不明の物はゴミとして当方で処分する。 

複数の耕作者から「今育てている作物で最も収穫の遅

いもの」を聞き取りしたところ、たまねぎの収穫が7月

になるとのことであった。このため、撤去期限は2013年

7月末とし、それまでに収穫の終わった畑から順次放棄

していくように指導した。 

不法耕作とはいえ、手塩にかけて育てている作物を途

中で放棄せよ、と指導したのでは、反発を招き、受け入

れてもらえないと考えた。収穫を待つという方針を示し

たことで、譲れる部分はできるだけ配慮するが、不法耕

作の是正は断固として行うという姿勢は伝わったのでは

ないかと思う。 

工作物については関係者の数が多いこと、耕作開始か

らの期間も長く耕作者の入れ替わりもあること、耕作に

関係なく不法投棄されたと思われる物もあることから、

個々の所有者を特定することは不可能であったため、各

自で持ち込んだ物は必ず撤去するように指導し、所有者

不明の物はゴミとして処分することとした。 

 

 

6.   新たな不法耕作防止のための所内での連携 

 

頻繁に是正指導を行うことで、収穫後の耕作地放棄を

約束する人も現れるなど、ある程度良い感触をつかむこ

とができてきたが、苦労して不法耕作を是正したとして

も、放棄されたままにしておけば、すぐに別の者が来て、

新たな耕作を始めてしまう恐れがある。 

是正後の高水敷整備を円滑に進めるためには、関係各

課と情報共有のうえ、総合的な対策を行うことが必要で

あると考え、事務所内で課を横断した不法占用対策プロ

ジェクトチームを立ち上げた。 

プロジェクトチームとして効果的な方法の検討を進め

るなかで、緊急用河川敷道路の整備工事の発注を前倒し

で行うこと、耕作放棄地の整備やゴミ処理を見込んで維

持作業の予算を確保しておくこと、など不法耕作の是正

計画に沿った対応策を部署を超えて決定していくことが

できた。 

プロジェクトチームの立ち上げが、不法耕作是正が順

調に進んだ大きな要因となった事は間違いない。 

 

 

7.   是正対応の経過と結果～マスコミも注目 

 

工事が発注されたことから、より期限を意識した是正

指導を行うことができた。 

是正指導を始めた時には「これまで十数年間耕作を続

けてきたのに怒られていない。今さら立ち退くつもりは

ない」といった非協力的な反応をされることが多かった

が、何度も現地へ足を運んだ甲斐があり、夏に向けて収
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穫を終えた畑が１件また１件と放棄されていった。当初

は放棄されたかどうかの判断に迷うのではないかと懸念

していたが、放棄された区画はすぐに雑草が生い茂るた

め、容易に判別することができた。 

期限としていた7月末には、大部分が放棄された荒れ

地となり、9月には全域で耕作が放棄されていることを

確認した。柵やシートなど残された工作物は多かったが、

価値があると判断できるような物は無かった。物置に関

しては老朽化していても中に何が入っているかわからな

いため、期限を定めた撤去・処分の警告書を貼付し、写

真を保管した。 

耕作者の中には近隣の堤外民地を借りて、耕作を続け

ている人もいたため、継続的に現地を訪ね、着工が近づ

いていることの周知や情報収集等を行うとともに、新た

に耕作が開始されないよう監視した。 

10月、緊急用河川敷道路の整備工事が現地着手し、整

地や施工範囲の工作物の撤去を開始した。 

施工範囲外に残された工作物は河川維持作業にて撤

去・処分を行った。 

現地指導、整備工事、維持作業と連携して対応した結

果、是正指導開始から1年3ヶ月後の2014年1月には是正

が完了した。なお、撤去した工作物等に関して苦情や問

い合わせは一切無かった。 

 

 

写真-5  不法耕作是正後 

 

 

また、注目を集めることを期待して立てたアルミ製の

大きな看板は、全国紙新聞記者の目に留まり、興味を持

たれて事務所へ取材に来られた。 

 

 

 

 

 

 

 

取材の結果、2013年10月26日の地方面に『紀の川で不

法耕作』との見出しで大きく掲載され、紀の川に不法耕

作が多数存在すること、国土交通省の職員が地道に対応

していることが紹介された。 

不法行為の早期発見・是正には、周辺住民からの通報

なども非常に有効であり、このようなマスコミの報道は

紀の川に注目していただく大きな啓発効果があったと考

えている。 

 

 

8.   おわりに 

 

本件については、結果として長期間不法耕作を放置し

てきたことには反省すべき点もあるが、今回、事務所一

体となって取り組むことにより、このように迅速な是正

を行うことができた。 

是正指導については特別な事をしたわけではないが、

頻繁に現地に足を運び、丁寧に説明を尽くすことで、真

剣に対応しようとしている我々の思いが伝わったのでは

ないかと思う。 

ただし、跡地については、緊急用河川敷道路の敷設部

分を除き、整備の予定はなく、現状は限られた維持予算

により高水敷の除草範囲も一部に限定されている。 

そのため、不法耕作の再発や新たな不法占用の発生が

大きく懸念されるため、これで対応が終わったわけでは

なく、引き続き巡視等を行い、早期発見に努め、定着を

未然に防ぐことが肝要である。 

不法耕作については、近年、新聞やテレビに取り上げ

られるなど、マスコミにも注目されており、また、国民

の行政に向ける視線も厳しいなか、放置できない課題と

なっている。 

今後は、維持管理に重点を置いた予算と人員を確保し、

不法行為に対して迅速に対応できる体制を充実させてい

くことが求められる。 

 

 

佐藤 麻子（近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 

船戸出張所） 

金沢 尚志（旧所属：近畿地方整備局 和歌山河川国 

道事務所 河川占用調整課） 
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第二阪和国道の用地取得に 
向けた取り組みについて 

 
加藤 忠之 

 
近畿地方整備局 浪速国道事務所 用地第二課 （〒573-0094大阪府枚方市南中振3-2-3） 

 

 一般国道２６号第二阪和国道（淡輪ランプ～大谷ランプ）は２０１１年３月から用地買収に

着手し、２０１５年度の供用を目指して事業を進めている。浪速国道事務所では、そのうちの

淡輪ランプ～大阪府・和歌山県境間において用地買収を行い、用地買収開始から約３年で約９

６％（２０１４年３月末・面積比）の進捗率を達成することができた。 

この達成のために、目標設定・工程管理・クリティカル箇所への対応等について、事務所内

で連携をはかり、いかに問題解決を図ったか。また、沿線自治体と、どのように協力体制を築

き、用地進捗を図ったかを述べるものである。 

 

キーワード 目標設定、工程管理、連携、協力体制  
 
 

1.  はじめに 

 第二阪和国道の大阪府域（大阪府泉南郡岬町淡輪～大

阪府・和歌山県境）は、２００９年度より起点側から順

次本格的な設計協議に入り、幅杭打設や地質調査・設計

等を進めてきた。２０１０年度には起点側の３地区にお

いて用地測量・物件調査を完了したことから用地交渉を

開始した。 
 ２０１３年度当初の段階では、全７地区のうち、３地

区においては用地取得を概ね完了していた。また、２地

区においては用地測量・物件調査を概ね完了し、用地交

渉に着手していた。しかし、残り２地区については、１

地区が境界確認作業と並行して土地調書・物件調書が整

ったところから用地交渉に着手している状況であり、も

う１地区については、境界確認書、地図訂正承諾書への

押印依頼と並行して用地交渉に入るための土地調書・物

件調書の作成に取りかかったばかりの状況であった。 
 このような状況のなか、供用目標を達成するために所

内の体制を整え、また、関係自治体である岬町の協力を

受け、円滑な用地買収のためのマネジメントを実施した。 
 以下、用地取得目標に向けた取り組みについて、その

概要を紹介する。 
 

2.  第二阪和国道の概要 

第二阪和国道（淡輪ランプ～大谷ランプ）は、国道２

６号の慢性的な交通混雑への対応と、府県境の孝子峠を

含む延長６．１kmの区間が「異常気象時通行規制区

間」に指定されており、大雨など異常気象時には通行止

になること等に対処するため、大阪府泉南郡岬町淡輪地

内の淡輪ランプを起点とし、和歌山県和歌山市大谷字中

得地内の大谷ランプを終点とする延長９．４kmの区間

において、道路構造令による第１種第３級の規格に基づ

き、４車線の自動車専用道路を整備するものである。 
また、第二阪和国道（淡輪ランプ～大谷ランプ）は全

区間について２０１５年度に、暫定２車線での供用を予

定しており、早期の用地取得が必要となっている。 
そこで、早期の用地取得を確実にするため、２０１２

年度中の事業認定告示、２０１３年９月までの全地区手

続開始を目標とした。 
 

 
図１ 第二阪和国道 位置図 
 

別紙―２ 
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3.  事業執行体制 

 (1)   浪速国道事務所 
a) 組織体制 
副所長（事務）、副所長（技術）、用地対策官、事業

対策官、用地第二課、工務課、調査課、第二阪和国道監

督官詰所で協力体制を作った。 
b) 執行内容 
設計協議、幅杭打設、用地測量・物件調査、登記事務、

支払事務、収用事務について執行した。また、一部地権

者については、土地調書・物件調書の押印取得、補償金

算定、用地説明、契約事務も執行した。 
 
(2)   岬町 

a) 組織体制 
２０１１年度から２０１３年度まで岬町に第二阪和国

道の用地取得の事務委託を行った。岬町は、この事務に

ついて、二国推進課（二国は第二阪和国道を指す。）で

対応した。 
b) 執行内容 
一部地権者を除いて、土地調書・物件調書の押印取得、

補償金算定、用地説明、契約事務を執行した。 

副所長（事）

副所長（技）

用地対策官

事業対策官

用地第二課

工 務 課

調 査 課

第二阪和国道

監督官詰所

浪速国道事務所

岬 町

二国推進課

用
地
取
得
事
務
委
託

 
図２ 事業執行体制 
 

4.  事業経緯 

(1)    用地取得等の経緯 

２００５年度  

  淡輪ランプから深日ランプまでの区間、事業化。 

２００７年度  

  深日ランプから大谷ランプまでの区間、事業化。 

２００８年度～  

  路線測量着手。 

２００９年度～  

  地元設計協議（淡輪ランプから大阪府・和歌山県府

県境までの区間）。 

  用地幅杭の打設、用地測量・物件調査着手（淡輪ラ

ンプから深日ランプまでの区間）。 

２０１０年度  

  用地幅杭の打設（深日ランプから大阪府・和歌山県

府県境までの区間）。 

用地測量・物件調査着手（下孝子地区・中孝子地

区）。 

  ３月 用地買収着手（淡輪ランプから深日ランプま

での区間）。 

  ３月末：用地取得率（面積比）約１割を達成。 

２０１１年度  

  ２月 用地買収着手（下孝子地区・中孝子地区）。 

  ３月末：用地取得率（面積比）約４割を達成。 

２０１２年度  

用地測量・物件調査着手（上孝子地区）。 

３月 用地買収着手（上孝子地区）。 

  ３月末：用地取得率（面積比）約６割を達成。 

 

(2)   事業認定手続の経緯 

２０１５年度の供用を目標とした用地取得を確実なも

のにするため、２０１２年度内の事業認定告示を目指し、

事務を進めた。本局との協議開始は用地交渉開始時、ま

た、認定庁との事前協議開始も用地交渉から約１年経過

した時点で、用地取得率も１割に満たない状態で，これ

は，事業認定の適期申請ルールを定めた２００３年３月

２８日付け国土交通省総合政策局長等連名通知において，

取得率の指標を８割として、ある程度の交渉熟度を想定

していることから鑑みると、極めて異例の時期のスター

トであり，工程管理上相当な困難を伴うことが予測され

ました。 

・２０１０年３月から本局用地部との事前協議を開始。 

・２０１１年４月、認定庁の事前相談、事前審査開始。 

・２０１２年７月３０日土地収用法第１５条の１４に基

づく事業説明会を開催。 

・２０１２年８月２日事業認定申請。 

・２０１２年８月１７日～３１日事業認定申請書の短期

縦覧。 

 ※利害関係人から土地収用法第２５条に基づく意見書

の提出があった。 

・２０１２年１１月２２日公聴会（於岬町立淡輪公民

館）。 

・社会資本整備審議会の意見の聴取。 

・２０１３年３月７日事業認定。 

 

5.  目標の設定 

 

２０１５年度の暫定２車線での供用に向け、全ての

事業用地を早期に取得するには、２０１３年９月までに

全地区の手続開始が必要であり、また、地元の混乱を避

行政サービス部門：No.07

2



けるには全地区手続開始時には未取得件数を約１０件と

し、用地取得率（面積比）を９５％以上にすることを目

標として設定した。 

 

6.  目標達成への取り組み 

(1)  事務所内の情報共有とマネジメント  
事務所内の協力体制を築き、供用工程、課題、処理期

限等の情報を共有するための会議と事業実施を管理する

ための会議の二つの会議を設けた。 

指示・再指示

進捗状況等報告

第２阪和プロジェクトマネ

ジメント会議

（役割）

・目標を達成するために、

処理すべき業務の抽出と

処理期限の設定

・処理すべき業務の進捗

管理

各担当課（工務課、調査

課、用地第二課）

（業務内容）

・工程表の作成、再作成

・指示のあった処理すべ

き業務の遂行

第二阪和工程会議

（目的）

・最新の工程表の確認

・処理すべき業務とその処理期限の確認

・問題意識の共有を図る

 

図３ 各会議の役割・目的、相関関係 
 
(2) 第二阪和工程会議の設立 
a) 目的 
２０１５年度に供用するためには、各担当課が処理す

べき業務内容と処理期限を把握することが重要であり、

その情報を共有していくことを目的とする。 
b) 構成員 
副所長（技術）、用地対策官、事業対策官、用地第二

課、工務課、調査課、第二阪和国道監督官詰所。 
c) 会議内容 
・用地取得状況の確認 
用地取得の見通し、用地取得する上での隘路等の報告、

計画説明及び工事説明等の依頼。 
・裁決申請箇所の状況確認 
調書作成時期、裁決申請時期、裁決予定時期、明渡予

定時期等の見通しについて報告。 
・工事・供用工程の確認 
各担当課が処理すべき業務内容とその処理期限を確認。 

 
(3) 第２阪和プロジェクトマネジメント会議の設立 

a) 目的 
２０１５年度までに供用するためには、用地、工事、

予算等の全体を把握しながら、各担当課へ処理すべき業

務内容と処理期限を指示し、場合によってはそれらの見

直し、再指示をしていくことを目的とする。 
b) 構成員 
所長、副所長（事務）、副所長（技術）、用地対策官、 
事業対策官【事務局】、用地二課長、工務課長、調査課

長。 

第２阪和プロジェクトマネジメント会議の検討手順

「基本工程表」の作成

管理すべき【前提条件】

の抽出

管理すべき【前提条件】

の進捗管理

「基本工程表」の再作成

見
直
し
が
必
要
な
場
合

図４．第２阪和プロジェクトマネジメント会議の検討手   

順 
c) 検討手順 

 ・手続開始時期の設定 
事業認定範囲を地物・地界等により、１０ブロッ

クに分け、それぞれのブロックに手続開始時期を設定

した。 
・目標値の設定 
用地関係では、手続開始申立の前提となる区域別

に用地取得目標値を設定した。 
工事関係では、全体工程の前提となる個々の工事

の最短工程の検討を行い、目標値を設定した。 
・「基本工程表」の作成 
  ２０１５年度までに供用するため、また、手続開始

時期と連動した「基本工程表」を作成した。 
・管理すべき【前提条件】の抽出、確認 
協議・用地関係では用地交渉の前段として処理す

べき地元協議事項の有無、対応期限等を抽出し、確認

した。 
また、工事工程に影響の大きな地権者を抽出し、

課題の有無、課題がある場合には処理期限を設定した。 
工事関係ではまず当会議で進捗管理する工事を抽

出した。抽出した工事の実施における前提条件、課題、

処理期限を確認した。 
さらに、上記以外に工事用進入路・関係機関協議

（河川管理者大阪府・鉄道会社）等を管理すべき【前

提条件】として抽出し、確認した。 
・管理すべき【前提条件】の進捗管理 
 抽出された管理すべき【前提条件】については、 
節目節目にプロジェクトマネジメント会議を開催し、

進捗状況の確認、解決策、処理期限の見直しの検討を

行った。 
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・手続開始申立て時期の判断 
 用地取得状況を見ながら、手続開始申立て時期を 
見直す場合には、その後の工程表を再作成し進捗管理

を行った。 
 

(4) 岬町との協力体制 
第二阪和国道改築事業の用地取得については、一部地

権者を除いて、岬町に事務委託をしており、岬町との連

携は目標達成には最重要事項であった。 
２０１３年度には、人事異動で当所メンバーが半数変

わったこともあり、継続案件の現状と解決策等について

合同会議を行った。また、定期的に合同会議を開催し進

捗状況を踏まえて協議を行う予定をしていたが、上半期

は双方ともに多忙を極めたこともあり、双方のメンバー

全員が集まった合同会議は開催できなかった。 
そのような状況の中、当所が現地調査や書類のやりと

り等で頻繁に役場に行った都度打合せを行い、交渉状況

について情報共有を行い、解決策等についても協議を

行った。 
また、岬町には、官民境界明示の立会についても、休

日の立会等多忙の中協力を頂いた。 
 

7.実施結果 

第２阪和プロジェクトマネジメント会議において、２

０１３年３月末時点の未取得件数８７件、用地取得率約

６３％を、半年後の９月末には未取得件数９件、用地取

得率を約９６％にするというかなりハードルの高い目標

を設定した。 

また、一部手続開始を予定した６月末及び８月末につ

いてもそれぞれ目標を設定した。 

以下、四半期毎の目標、管理すべき【前提条件】及び

実施結果について述べる。 

 

(1) ２０１３年４月～６月（第１四半期） 

a) 目標 

６月末目標を未取得件数４６件、用地取得率約８４％

と設定した。 

b) 主な管理すべき用地関係の【前提条件】 

５月上旬に用地取得が進んでいた深日ランプの一部を

含むブロックの手続開始を行う。 

６月に工事工程上急がれる、孝子ランプの一部を含む

ブロックについて手続開始を行う。そのためには、地元

に混乱が生じないように未取得件数を減らす。 

供用目標を達成するために絶対に必要となる、孝子地

内の工事用道路及び付替河川用地の取得または借上げを

促進する。 

事業用地の全幅を所有するなど、工事工程に大きな影

響を与える地権者との交渉を推進する。 

境界確認作業、地図訂正作業、土地調書・物件調書の

作成が完了していない２地区については、早期に用地交

渉を行えるように境界確認作業等を進める。 

c) 実施結果 

５月に深日ランプの一部を含むブロックについて手続

開始を行った。 

 孝子ランプの一部を含むブロックについて、岬町と国

で協議し分担して鋭意用地交渉を行った。その結果、未

取得件数を減らすことができたので、予定どおり６月に

手続開始を行った。 

 ６月に予定されていた孝子地内の工事用道路及び付替

河川用地の取得及び借上げについては、岬町に当期の最

優先事項として用地交渉をお願いした。その用地説明時

に地権者から求められた、計画、工事、用地測量、用地

調査等の説明事項については、岬町と連携しながら地権

者に説明し納得を頂いた。岬町担当者の間髪を入れない

熱心な用地交渉もあり、工事公告直前に必要最小限の用

地を取得することができ、無事に公告を行った。 

事業用地の全幅を所有するなど、工事工程に大きな影

響を与える地権者については、岬町と国で分担して鋭意

用地交渉を行い、一部地権者からは協力を得られたが、

全員からは得られなかった。 

境界確認作業、地図訂正作業、土地調書・物件調書の

作成が完了していない２つの地区については、早期に用

地交渉を行えるように境界確認作業、地図訂正作業を進

めたが、前述の工事公告予定箇所の用地交渉等があり、

これにマンパワーを取られることとなった。 

そのため、１つの地区については、岬町に押印取得を

事務委託する予定の土地調書・物件調書の作成について、

奮闘はしたものの、当初目標どおりとはいかなかった。 

結果、６月末時点では、未取得件数７５件、用地取得

率約７５％となり、９月末の目標達成が危ぶまれる状況

であった。 

 

(2) ２０１３年７月～９月（第２四半期） 

a) 目標 

９月末目標を未取得件数９件、用地取得率約９６％と

設定した。 

手続保留をしている残りすべての地区の手続開始を行

う。 

b) 主な管理すべき用地関係の【前提条件】 

未取得案件全ての用地事務の状況を把握し、早期の契

約を目指す。 

特に事業用地の全幅を所有するなど、工事工程に大き

な影響を与える地権者との交渉を推進する。 

土地調書・物件調書の作成が進んでいなかった１つの

地区について土地調書・物件調書の作成を行い、補償金

算定・提示、契約を進める。 

任意協議が見込めない案件については、供用工程に間

に合うように、土地収用法３５条調査、同法３６条調書

作成、裁決申請及び明渡裁決申立てを行うよう進捗管理
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を行う。 

c) 実施結果 

未取得案件全てについて、岬町と国との間で交渉状況

の情報共有を行い、難航案件については解決策の協議を

行い、分担して鋭意用地交渉を行った。 

しかし、工事工程に大きな影響を与える地権者のうち

の数件について交渉が難航した。それを受け７月からは

プロジェクトマネジメント会議で進捗管理、解決策の検

討が毎週のように行われた。また、任意解決ができない

場合も想定し、工事工程と収用工程を検討し、１つのブ

ロックについては、９月末手続開始の予定を１月繰り上

げて８月末に手続開始を行った。 

 ７月初めの段階で、１つの地区については、大部分の

地権者に対して調書確認、補償金提示ができていなかっ

た。原因としては、前述の他地区の用地交渉にマンパワ

ーが必要であったことと、地区共有財産の協議が始まっ

ていなかったことの２点があった。 

しかしながら、それ以降には他地区の用地交渉も進み、

地区共有財産について地元役員と協議を重ね、一部境界

立会ができていなかった箇所の境界確定もできた。その

後、９月下旬に地元で総会を開かれた際に、補償金提示

を行い、補償金について了解を頂いた。 

それにより、これまでは地区共有財産の話がついてか

ら、個々の話をしたいと言っていた個々の地権者とも会

うことができ、土地調書・物件調書の確認をしていただ

けるようになった。調書確認の終わった地権者（約２０

件）とは９月中に補償金提示を行うことで合意し、約１

０日間のなかで補償金算定、補償金提示を行うことにな

ったので、一時的に大変な事務量をこなすことになった

が、岬町と国とで協力し分担して事務を行った。その甲

斐があり、９月末には地区の大部分の地権者から補償金

について了解が得られた。 

 こういった状況の中、９月末には未取得件数約３３件、

用地取得率約８８％となった。当初目標達成とまではい

かなかったが、相当レベルの用地取得が達成できたこと

から、９月末に手続開始をしても地元の混乱は起きない

だろうと判断し、手続開始の済んでいない残りの７ブロ

ックについて手続開始を行った。 

 また、任意協議が見込めない案件１件について、供用

工程に間に合うように、７月に土地収用法３５条調査を

行った。 

 

(3)２０１３年１０月～１２月（第３四半期） 

a)主な管理すべき用地関係の【前提条件】 

未取得件数を１件でも減らし、収用事務が円滑に進む

ようにする。 

任意協議が見込めない案件については、供用工程に間

に合うように、土地収用法３５条調査、同法３６条調書

作成、裁決申請及び明渡裁決申立てを行うよう進捗管理

を行う。 

b)実施結果 

１１月に当初目標設定の進捗率９５％を達成した。 

期末には残件数約１８件、用地取得率約９６％となっ

た。 

また、任意協議が見込めない案件５件について、供用

工程に間に合うように、土地収用法の手続に着手した。 

前期から着手した１件と今期から着手した１件の合計２

件を大阪府収用委員会に裁決申請及び明渡裁決申立てし

た。 

(4)２０１４年１月～３月（第４四半期） 

a)主な管理すべき用地関係の【前提条件】 

未取得件数を１件でも減らし、収用事務が円滑に進む

ようにする。 

任意協議が見込めない案件については、供用工程に間

に合うように、土地収用法３５条調査、同法３６条調書

作成、裁決申請及び明渡裁決申立てを行うよう進捗管理

を行う。 

b)実施結果 

事務所内での取り組みと、関係自治体である岬町と 

情報を共有し、一体となって問題解決に向けて取り組ん 

だことにより、用地交渉から約３年で（２０１４年３月

末時点）、約９６％（面積比）の用地取得を達成するこ

とができた。 
また、任意協議が見込めない案件４件について、供用

工程に間に合うように、土地収用法の手続に着手した。 

前期から着手した３件を大阪府収用委員会に裁決申請及

び明渡裁決申立をした。 

未取得件数（件） 進捗率（％）

２０１３年９月目標 9 95.9

２０１３年３月末 87 62.7

２０１３年６月末 75 74.7

２０１３年９月末 33 87.6

２０１３年１２月末 18 96.0

２０１４年３月末 11 96.5
※未取得件数については、収用審理単位とした。

※進捗率については、面積比とした。

表１．用地取得状況推移 

 

8. 最後に 

他事務所においてもプロジェクトマネジメント会議

（PM会議）はよく行われているが、係員から所長まで

の多人数となり、議題もクリティカルなものから重要度

の低いものまで全て扱うことから、経過報告と、実効性

を疑われる解決策の協議となる傾向があった。そのよう

な中、当事務所では、情報共有を目的とする会議と事業

実施を管理する会議の二本立てを試行した。 
事業実施を管理する会議は所長以下８名とし、扱った
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議題については、その都度当面の行動、期限等を決定し

た。全案件について、すぐに結果が出たわけではないが、

懸案事項として挙げた案件は、最終的には結果を出すこ

とができた。 
当事業については、国道２６号沿線各自治体等からの

早期供用の強い要望を受けており、前述のとおり２０１

５年度の供用を確実にするため、現在残っている用地取

得が困難な案件１１件（うち１件は和歌山市内、２０１

４年度より、当事業の和歌山市域における業務も浪速国

道事務所で取り扱うことになった。）について裁決申請

等の手続を進めている。 
 所内各担当課へのマネジメント、所内各担当課の情報

共有などを通して、早期の用地取得に取り組んだ事例と

して参考になれば幸いである。 
 
謝辞：短期間のうちに用地取得が進んだのは、ひとえに

地権者の方々や、地元の方々の、多大なるご理解とご協

力があった賜物です。厚く感謝いたします。 

また、国が提示した高い目標に、少人数の精鋭で粘り

強く用地説明をしていただいた岬町職員の方々、また、

地籍調査が実施されておらず、境界立会に応じて頂けな

い地権者もいるなか、法務局、公共用地管理者等と協議

をし、できるだけ多くの土地の境界確定に尽力された

方々などに敬意を表します。
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「水軒の浜再生」について 

～白砂青松の浜を目指して～ 

 
矢須 直 

南 紀雄 

  

和歌山県庁 県土整備部港湾空港局港湾空港課（〒640－8585 和歌山県和歌山市小松原通り 1－1） 

 

 和歌山県では、和歌山市西浜地先の国有海浜地（水軒の浜）において、40 年以上続いていた家屋・住宅・車庫等の不法

占用物件の撤去指導を平成 20 年度から本格的に実施し、その跡地管理及び活用について、民間団体（「水軒の浜に松を

植える会」）とともに進めている内容を報告します。また、この取組みが、各地の不法占用の解消に役立つことを期待致し

ます。 

 

キーワード 不法占用対策、住民参加、景観再生、空き家対策 

 

 

（注）「水軒の浜」は、北側は、花王(株)和歌山工場と養翠園（紀州徳川家ゆかりの庭園）隣接地に至る国有海浜地である。 
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１ はじめに 

 
 和歌山市西浜地先にある国有海浜地「水軒の浜」は、和歌

山市を流れる紀の川の西側に位置する約４ｋｍの砂洲に江

戸中期に構築されたと言われる貴重な約１ｋｍの石積み堤

防の史跡であり、昭和 39 年に、工業団地として、海岸が埋め

立てられるまでは、白砂青松の美しい浜として、海水浴場と

して利用されるなど、市民の憩いの場として、利用されていま

した。 

 

しかしながら、埋立て後に臨港道路と臨港鉄道（電車線路）

を設置して以降、水軒の浜は、雑木に覆われ、周辺から見え

なくなってから、不法の倉庫・家屋・車庫などが設置され、不

法投棄の多い場所となり、美しい浜の姿は、徐々に消えてい

きました。平成 17 年に臨港道路の交差点改良工事に伴い、

「水軒の浜」の発掘調査を行ったところ、堤防は、江戸時代に

建設された有数の土木技術を駆使して築造された、非常に

貴重なものであることが改めて認識されました。（和歌山県

教育委員会 平成 21 年 3 月和歌山県指定史跡水軒堤防確

認調査報告書） 

 

また、和歌山県においても、平成 20 年度から、不法占用

対策を行うため、総延長１．６㌔の不法物件の調査を行い、

計２０４物件の様々な不法物件を確認しました。（図１－３，

４） 

 

 

２ 「水軒の浜に松を植える会」の活動 
 

「水軒の浜に松を植える会」（以下、「松を植える会」とい

う。）は、「水軒の浜」の区域内にある和歌山市立西浜中学校

の OB が中心となって、「松を植えること」、「健康推進」、「環

境美化」や「文化財保全」を目的に、平成 20 年１月に設立致

しました。 

理由は、平成１９年に開催した西浜中学校創立記念行事

において、かつての白砂青松のイメージを持って、「水軒の

浜」を見たところ、あまりの不法投棄の多さと不法占用の状

況について、驚いたことが理由とのことです。 

そこで、「松を植える会」では、不法投棄などの荒れた浜を

再生させるため、役員自ら、毎週二回の清掃活動を実施す

るだけで無く、年間５回程度のクリーン大作戦を実施し、更に

は、西浜中学校の生徒の課外活動として、松を植えるなど、

地域が一体となり、継続した活動が出来るような仕組みづく

りを考えて、実践しています。 
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そのような活動により、「水軒の浜」では、白砂青松の浜が

だんだんと蘇りつつあります。 

今では、延長約１．6ｋｍの範囲に 2000 本以上の松を植え、

草木の刈取りや清掃などの維持管理活動を行う他、養翠園

側から花王側まで、ウオーキングが出来る遊歩道を整備しま

した。また、他にも、小さな子どもが遊べる遊具、ドッグランや

フットサル（図２－３）など、「水軒の浜」に人が集まる環境づく

りを実施しており、かつては、見られなかったウオーキングや

フットサルをする人、ペットと遊ぶ親子連れなど、明らかに「水

軒の浜」へ訪れる人が増えており、会の目的でもある、「健康

推進」の形が具現化しつつあります。 

 

 
 

このような地道な活動の結果として、「松を植える会」は、

国土交通省から、「水軒堤防の再生」と「市民の公園の実現」

の標題にて、第２８回手づくり郷土賞（国土交通大臣）の表彰

を受けました。 
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３ 和歌山県の取組みについて 

 

① 平成 14 年度～平成 22 年度まで 

 和歌山県では、臨港道路の交差点改良（道路拡幅）のため、

「水軒の浜」にて、平成 14 年に臨港鉄道を廃止し、工事をす

るため、平成 17 年に堤防の発掘調査を行いました。 

 発掘作業と平行し、交差点工事の不法占用対策を行って

いる中、平成２０年１月、「松を植える会」が設立され、和歌山

県知事に直接、図３―①－１の内容を要望しました。 

 

 
これを受けて和歌山県では、平成２０年度（平成２１年２月）

に不法物件の調査を行い、その後、平成２１～２２年度に、

「水軒の浜」（国有海浜地）と民地との境界確定作業を行いま

した。 

また、その作業と平行し、警告看板を設置しました。 

 

 

② 平成 23 年度～現在 

境界確定後の平成 23 年度から、倒壊家屋や不法投棄の

廃棄物の処分を開始しましたが、草木に埋もれ、３０年以上

放置していた物件（例：図３－②－１）を「自己所有物だ」と主

張する人も現れるなど、当初の取組みは、大変困難な状況

でありました。 

 

 

 

 

平成 24 年度からは、行政代執行を視野に入れて、指示

書・勧告書などの行政指導を開始しました。（図３－②－２） 

また、平成 25 年度からは、「水軒の浜」に放置されていた

家屋や倉庫のうち、所有者が不明の物件に対する簡易代執

行（強制撤去）を、計９物件行いました。（図３－②－３参照） 

これは、空き家対策と併せて不法投棄をしやすい環境を

無くすことを目的としたものです。 
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簡易代執行の実施にあたっては、周辺への聞き取りや法

務局の登記簿・固定資産台帳などの公的資料の確認調査を

行った上、決定的な証拠の無い物件に対して実施します。 

調査番号「１０３」物件の簡易代執行のスケジュールを図３

－②―４に示しています。 

まず、簡易代執行を行うにあたって、一つの成功例をつく

ることが肝要と考え、この物件を抽出し、他物件に先駆けて

実施しました。 

この作業は、県の取組みを県民にご理解頂き、その効果

を高めるため、報道機関の協力を得るべく、情報提供（図３

－②―５）を徹底的に行いました。 
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その結果、多くの新聞（和歌山県版）やテレビでも取り上げら

れ、報道されています。 

 

４ 課題について 

 
下記図４－１のこれまでの取組み状況にもありますが、不

法物件の数が多いこと及び昭和 40 年頃から、平成 20 年頃

まで放置していたため、それを解消していくことがいか大変で

あることと、昭和 23 年の都市決定から実際の公園事業化

（図４－２）までに時間が掛かり過ぎていることです。 

しかし、知事は、平成 26 年 5 月 14 日の定例記者会見（図

４－３）において、「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと「不法占拠に対しては、ルールに、従うこと

が大事が大事が大事が大事」」」」との考えを示しており、担当課として、引き続き、強

制撤去視野に、指示書・勧告書の文書の送付や掲示、個別

訪問など、地道な活動を行って参ります。 

 

 

 

 

 

５ おわりに 

 
  「水軒の浜」再生、かつての「白砂青松」の実現への進捗

は、和歌山県だけで達成出来るものでは無く、「松を植える

会」、地元自治会、報道機関等との連携が不可欠であります。

これまで、ご協力頂いた皆様へ改めて感謝の気持ちを述べ

るとともに、引き続き、公園設置に向けて、これまで以上の連

携を図りながら進めて参ります。
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大滝ダムの広報活動について 

～ダム管理、役割を理解いただくために～ 
 

 

長坂 健 

 

近畿地方整備局 大和川河川事務所 調査課 (〒583-0001大阪府藤井寺市川北3-8-33） 

 

 近畿地方整備局においては、「魅せる現場」１）に代表されるように安全、安心を確保し、生活を豊かにするための

社会資本整備について、広報活動を展開しているところである。 

 本稿では、大滝ダムの広報における管理ダムへ移行向け工夫した点、の2013年に実施した内容について紹介する。 

 

キーワード 大滝ダム，広報活動，ダム見学 

 

 

1. はじめに 

2013年度は、ダムが完成した事を契機に注目度が高いこ

とが想定され、広報活動のチャンスと捉えていた。 

同年11月に開催された「なんゆう祭」におけるダム見学イ

ベントにおいては94％にのぼる「満足」の声をいただいた

（表1-1）。広報に工夫を重ねたことも要因のひとつとしてあ

げられるのではないか。 

 

 

2. 大滝ダムの概要 

大滝ダムは，伊勢湾台風（1959年）により紀の川沿川が甚

大な被害を受けたことを契機として奈良県吉野郡川上村に

計画・建設された多目的ダムである。その目的は、①紀の

川下流の洪水調節 ②水道用水・工業用水の安定的な供

給  ③発電 ④流水の正常な機能の維持 である。 

2013年3月23日に、多数の来賓やダム建設に協力いただ

いた地域のみなさま、事業関係者もご出席いただき、約600

名のご臨席のもと竣工式を行い、201３年3月31日に完成し

たところである。 

 

3. 『ダム建設』から『ダム管理』へ 

ダムの完成に合わせて『ダム建設を理解していた

だくこと』から『ダム管理を理解いただくこと』に広

報を転換する必要があった。 

建設中の広報では、パビリオン「学べる建設ステ

ーション」を中心にタワーブリッジ、稲妻階段、体感

道路を設置し、パビリオンでは、伊勢湾台風襲来時に

川上村内において観測された1時間あたり118mmの豪

雨などを体験できる豪雨体験室をはじめ、建設工事に

ついて学べる教材を展示してきた。 

管理における広報においては、既存施設を有効利

用し『ダムの管理、役割、防災』を理解いただく広報

を展開することとした。ダムに親しみを持っていただく事

を足がかりとし、目的を達するためにダム完成に合わせて

様々な工夫を行った。 

１） 工夫① （学べる防災ステーションへの更新） 

建設ステーションは、『学べる防災ステーション』と名称を

変更し、豪雨体験、ダムの役割を中心とした防災に関する

校外学習の場として提供することとした。 

２） 工夫② （誘導看板の整備） 

違和感なく「ついで」に心が和む空間づくりを着眼点に、

人を呼び込み、一人で自由に散策しても見てほしいビュー

ポイントを案内する看板配置となるよう工夫した。 

ダムをより詳しく知りたい方への工夫として、設備機能や

特徴について具体の情報を提供することとした。 

３） 工夫③ （ダム湖命名） 

「地域に、未来に、地図に残る「なまえ」を考えてみませ

んか？」と題し、ダム湖名を広く募集することとした。HP、奈

良県、和歌山県内の流域市町村などに加え、近畿日本鉄

道の主要な駅に、募集チラシを配布した。その結果、208

件の応募があった。 
写真１ 昭和３６年９月吉野郡吉野町上市地区 

表1-1 アンケート結果 

問：全体を通じての満足度はいかがでしたか？ 
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それらを有識者・関係者８名で構成した「大滝ダム湖名

選定委員会」において審査していただいた。地域を特定

しやすい「大滝」と、地域の人びととの永く変わらぬ源流

吉野川への畏敬の念から「龍神」から、やわらかい平仮

名を使い『おおたき龍神湖』に決定した。 

 

４） 工夫④ （ビューポイントの命名） 

現地において専門用語などにこだわらずにビューポイ

ントとなる場所を確認し、名前をつけた。（図3-1） 

イ) 「ダムの空みち」 

大滝ダムは、クレストゲートに油圧式シリンダーを採用

したことから、天端のすっきりした外観とそこからの眺望も

特徴のひとつである。これが伝わるイメージを名前として

つけることとした。ダム上部、広いイメージから「空」をい

れることとした。通路は、やわらかいイメージのひらがな

で「みち」とした。また、「ダム」というダイレクトな言い回し

を組み合わせ「ダムの空みち」と決定した。 

ロ) 「ダムの中みち」 

外部監査廊については、天端のダムの「空みち」と対

比となる表現とした。一般の方には、ダムの中に入った

感覚を持っていただきたいという思いから、「中」とし「ダ

ムの中みち」と決定した。 

ハ) 「ダイナミック広場」 

減勢工広場については、ダムの直下にあることから、

大きさを体感できる、放流の際には音が間近に聞ける

など五感で感じ、ダムの力強さをイメージし「ダイナミック」

をいれ「ダイナミック広場」と決定した。 

ニ) 「クロベノエキ」 

大滝ダムの打設用ケーブルクレーンは、黒部ダム建

設で使用したクレーンを改造し転用されたものある。そ

の一部をモニュメントとし、黒部ダムはダム高が日本で

一番高いことなどの理由から、「クロベ」をいれることとし

た。また、ケーブルのレールが残っている事から、電車

を連想し、二つのダムを繋ぐイメージとして「エキ」として、

二つの言葉から、「クロベノエキ」と決定した。 

５） ダムの中みちの開放 

可能な限りでダムに来られた方が自由に入れる区域

を拡大し、触れていただくこととした。そのため、ダムの

中みちの一部を開放（防災ステーション開館時）するこ

ととした。 

ダムの中みちでは、堤体のコンクリート壁面を利用し、

防災、ダム情報などテーマ毎に内容変更が容易な伝

言ボードを整備し、常に新しい情報を発信できるよう工

夫した。 

 

4. 2013年度森と湖に親しむ旬間イベント２） 

１） 実施概要 

2013年7月28日（日曜日）にイベントを開催した。午前

（ダム管理者）151名、午後（川上村共催）41名のイベント

参加者があった。普段は入る事ができないコンジットゲー

ト室、ダイナミック広場をツアー形式で案内した。 

２） 本イベントに向けた工夫 

イ) 普段入ることのできない場所の案内 

ダムや周辺を案内・説明するだけでなく普段は、入

ることのできない場所を案内することとした。アンケート

の結果、３６％が案内ガイド「よかった、今後も続けて

ほしい」とお答えいただいた。 

ロ) 記者発表のタイミング 

記者発表を前年度実施した「ｸｰﾙ大滝ﾀﾞﾑ建設ｽﾃｰ

ｼｮﾝ探検ﾂｱｰ」の新聞記事掲載時期を参考に、イベン

ト開催４日前の水曜日に行い「この週末に、イベントを

行う」という報道をしていただけるよう工夫した。 

その結果、テレビ、ラジオなどで取り上げられ、特に

新聞記事を読んで参加いただいた方が、アンケート

の回答（表4-1）のうち６４％を占めた。 

 

写真２ おおたき龍神湖 

図3-1ダムサイト周辺図 

写真４ ダムの中みち 写真５ 伝言ボード 

写真３ 湖名碑 
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ハ) 地元市町村との連携 

地元川上村は大阪工業大学と連携協定を結んで

いる。村と大阪工業大学後援会とのイベントに連携し、

より多くの方にダムを知っていただくこととした。引き続

き、他イベントと協力していくこととした。 

３） 今後に向けた工夫 

ガイドの説明がわかりやすさ（表4-2）について、アン

ケートの結果75％がよくわかったと回答いただいた。さら

に、理解を深めていただくため説明に工夫をした。 

イ) マイク利用の徹底 

声が聞こえにくいなどの意見をいただいたため、ハン

ドマイクの利用の徹底を図る事とした。 

ロ) 簡易パンフレットの作成 

ダムの目的、施設概要など簡易パンフレットを作成し、

説明を補強する事とした。 

説明の全ての補強を１枚で行えるよう工夫した。内容

については、必要に応じ見直しを行いVo.4となっている。 

 

 

5. 吉野川・紀の川源流祭まつり関連イベント３） 

１） 実施概要 

2013年9月8日（日曜日）にイベントを開催した。3回ツア

ーを行い合計48名の参加があった。前回イベント

（2013.7.28）と同様のコース並びにツアー形式により、案

内した。  

２） 今後のイベントに向けた工夫 

イ) 簡易ゲート模型の作製 

放流するところが見たいという意見に対して、簡単な

ゲート模型を作成し、放流イメージを持っていただくこと

とした。 

特徴的なゲート構造（油圧シリンダー）と一般的な構

造（巻き上げ式）を示し、すっきりした景観についても合

わせて説明できるようにした。 

ロ) アンケートの実施 

定量的、広く声いただくため、可能なかぎり職員向け

研修なども含めアンケートを行うこととした。 

6. なんゆう祭４）大滝ダムで開催 

１） 実施概要 

2013年11月23日（土曜日）、24日（日曜日）にイベントを開

催した。普段は入れないダイナミック広場を開放し、両日と

も定期的にダム説明を行った。600名を超える方の参加者

があった。 

２） 本イベントに向けた工夫 

イ) アンケートの収集 

ダムの中みちに設置しているダムカード説明伝言ボ

ード前にて、アンケートにお答えいただいた方に、ダム

管理支所において行っているダムカードの配布を行っ

た。その結果、587件の回答いただいた。 

ロ) ダイナミック広場の開放 

なんゆう祭は、ダムサイトに1,000名を超える来場が予

測されていた。少しでも多くの方にダムを近くに感じてい

ただくため、ダイナミック広場を開放した。開放した広場

においては4回/日（合計８回）定期的にダム説明を行っ

た。そのほか各ポイントに配置した説明者も「もてなしの

心」を持って対応（説明など）を行った。 

参加いただいた方の満足した理由（表6-1）の３５％が、

普段は入ることができない場所に入れたこと、８％がダム

の迫力を感じたとお答えいただいた。 

ハ) ポケット版説明のしおりの作成 

参加いただいた方の満足した理由（表4-1）の３０％が、

説明がよかったこととお答えいただいた。その理由として

は、説明者にポケットに入るサイズ（B6サイズ）の説明の

しおりを配布し、説明の統一を図ったことや、イベント開

催が3回目で慣れた事なども要因の一つとして考えられ

る。 

 

 

３） 今後のイベントに向けた工夫 

イ) 放流模型の作製 

そのほかの希望として、放流に関することが50％だっ

たことから、水を使って、想像を膨らましていただける模

型を作成することとした。 

ロ) ダム底部監査廊の案内 

ダムの底を見たいという要望（表6-2）があったことから、

ダムの底部監査廊を見学に組み込むルートを含めて、

問：見学会開催を何で知りましたか？ 

表6-1 アンケート結果（３） 

問：満足した理由をお聞かせください？ 

問：ガイドの説明はわかりやすかったですか？ 

表4-2 アンケート結果（２） 

表4-1 アンケート結果（１） 
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ルート選定することとした。 

 

 

7. 大滝ダム特別見学５） 

１） 実施概要 

2013年12月7日（土曜日）特別見学を実施した。30名の

イベント参加者があった。普段は入る事ができないコンジ

ットゲート室、ダイナミック広場、底部監査廊をツアー形式

で案内した。 

 

8. まとめ・今後の展開 

１） 資料の更新 

説明の経験を積み重ね、ポケット版説明のしお

りの説明内容、ポイントを取りまとめ・更新し続

ける必要がある。 

２） データの蓄積 

アンケートを実施により「伝わり方」の見える

化ができた。そのデータの引き続き蓄積し、また

イベント毎に「誰に、何を伝えたいのか」を明確

に実施し有意義なものにする必要がある。 

３） 結果検証及び更新 

昨年度は、アンケートの結果などにより生じた

課題を次回のイベントにて解決を図った。「PDCA

サイクル」となり、よりよい広報となったと考え

られる。引き続き、結果検証、内容更新を図って

いく必要がある。 

４） 広報活動の発展 

ダムの中みち、クロベノエキ、防災ステーショ

ンを含めた日頃から立ち入る事のできるポイント

について、広報検証ができていない。これらの検

証に加えて、他ダム・他分野の取り組みも参考に

しつつ、発展・展開に努めていく必要がある。 

9. さいごに・・・ 

ダム案内で何を伝えられたのか、何が伝わったの

か。根元には「真剣に仕事に取り組んでいる姿。」

があり、その姿にみなさんが「安心」を感じていた

だけたのではないかと考えています。 

イベントに参加いただいた方は、僕たちを「ダム

のプロ」として見ています。プロとして恥ずかしく

ないように日々の研鑽に努めていかなければならな

いし、だからこそ、マニュアルに捕らわれない自分

の言葉で伝えることで相手に伝わったと思いました。 

最後に大滝ダムのダムカードについて、広報しま

す。「ちいさなパンフレット」「これを使って大滝

ダムが説明できる」をコンセプトに、大滝ダムの特

徴を「短い言葉で伝わる」事を意識し、作成しまし

た。特に、僕が好きなフレーズを紹介します。 

【カスケード６）の７つの小窓からこぼれ落ちる洪

水は美しい滝に変わります】 

みなさまも大滝ダムまで足を運んで素敵な虹が架

かったダムカードを手にとって下さい ❤ 

 

参考文献・用語 

１） 「魅せる現場」 

http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/genbakengaku/ 

２） 「森と湖に親しむ旬間」について 

毎年 7月 21日から 7月 31日までを「森と湖に親

しむ旬間」として定めています。 

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shu

nnkan/ 

３） 吉野川・紀の川源流まつり２０１３ 

川上村、森と湖源流館が共催したイベント（祭

り）。 

４） 「なんゆう祭」について 

奈良県「南」部地域は、「悠」大な山地と森林

が広がる場所。古より豊富な水が「湧」き、我々

に大きな恵みを与えてくれています。先人達が伝

えてくれた自然や技術、食物など、南部の「優」

れたものをたくさん集め、多くの方をこの地に

「誘」い、地域や人、文化を「結」ぶお祭り。 

ダムサイトでは物産展、村弁当王決定戦、そま

びと大会など、やまぶきホール会場では、第３４

回 全国豊かな海づくり大会 １年前プレイベント

などが催されました。両会場で４、９５０名が来

客しました。 

５） ダムの特別見学 

JTB西日本モニターツアー。モニターツアーは、

観光庁事業の一環として、新しい観光地の魅力開

発と旅行商品化のために実施された。 

大滝ダム見学を組み込んだツアー名：森林と水

と共存してきた吉野地域文化を学ぶ旅【吉野町・

川上村モニターツアー】 

６） カスケード 

 計画水位維持放流設備の事。大滝ダムのこだわ

り技術としてダムカードに記載。カスケードとは、

フランス語でちいさな滝を意味する言葉である。 

問：そのほか希望をお聞かせください。 

表6-2 アンケート結果（４） 

写真６ 放流模型を使った説明 写真７ ゲート模型を使った説明 
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ダム事業用地取得マネジメントにおける 
地理情報システム（GIS）の活用について 

 
 

林 和毅 
 

近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 用地課 （〒918-8239 福井県福井市成和1-2111） 

 

 ダム事業は、広大な事業用地と多数の地権者、輻輳する権利関係など、ダム事業特有の課題

が存している。これらの課題を解決し、生活再建が急がれる居住者との用地交渉を円滑に進め、

広大な事業用地を短期間に取得することが、ダム事業における重要なテーマである。 
 用地取得を短期間に実施するためには、権利関係や補償対象物件など事業用地内の様々なデ

ータを管理し執行していくこととなるが、数値上のデータだけでなく視覚的に解析し、用地取

得から工事、管理に至る関係各課が活用できる管理システムとして、地理情報システム

（GIS）の構築を図り、短期間で用地取得と工事着工に至った経緯を紹介する。 
 

キーワード 足羽川ダム、地理情報システム（GIS）、データ管理 

 
 

1.  足羽川ダム建設事業の概要 

  
足羽川ダム建設事業（以下「本件ダム事業」という）

は、足羽川、日野川及び九頭竜川の下流地域における洪

水被害の軽減を目的として、九頭竜川水系河川整備基本

方針に定められた天神橋地点の基本高水のピーク流量2，

600㎥／Sに対し、800㎥／Sの洪水調節を行うため、洪水

調節専用（流水型）ダムと併せて、他の４河川（水海川、

足羽川、割谷川、赤谷川）の洪水を導水するための分水

施設（分水堰と導水トンネル）を整備するものである。 
 また、今後20～30年の河川の整備内容を定めた九頭竜

川水系河川整備計画においては、目標である戦後最大規

模の洪水（福井豪雨規模）の流量2，400㎥／Sに対して、

600㎥／Sを足羽川ダムにより洪水調節を行うこととして

いる。 
 河川整備計画期間内に先行的に建設する施設は、ダム

本体と水海川からの分水施設である。なお、ダム本体は

段階整備に適さない構造物であるなどの理由により、九

頭竜川水系河川整備基本方針規模で整備する計画である。 
 
 

九頭竜川水系

九頭竜川

九頭竜川鳴鹿大堰

日野川

福井県

九頭竜川ダム
真名川ダム

足羽川ダム

九頭竜川水系

九頭竜川

九頭竜川鳴鹿大堰

日野川

福井県

九頭竜川ダム
真名川ダム

足羽川ダム

 
図-1  足羽川ダムの位置図 

 

 
図-2  足羽川ダム完成イメージ図 
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2.  ダム建設事業用地の特性 

 
(1)   広大な事業用地 
 本件ダム事業に必要な事業用地は、約140ヘクタール、

関係筆数約2，500筆、地権者数が約1，000名（相続人を

含むと約2，500名）を超え、広大な事業用地が必要とな

る。また、ダム建設事業用地のため、平地だけでなく急

峻な山地も多数存在し、標高差もある地形である。 
 
(2)   居住者の早期生活再建の必要性 
 本件ダム事業に伴う水没地域は、福井県今立郡池田町

の小畑地区、千代谷地区、大本地区及び金見谷地区の４

地区であり、移転が必要な世帯は68世帯となっており、

高齢者が中心であることから、早期の生活再建が必要と

なっている。 
 
(3)  複雑な権利関係 
 地権者の所有地が多数かつ広範囲に点在しており、ま

た、各種権利が発生している土地や、共有名義土地にお

いて多数相続が発生しているなど、権利関係が輻輳して

いる土地が多数存在している。 

 
(4)  広大な用地管理 

前述のとおり、広大な事業用地や膨大な地権者とな

っているため、各地権者の所有状況の管理、取得・未取

得用地の把握が必要となっている。 

 

 

3.  事業執行上の課題 

 

 早期にダム完成を達成するためには、用地取得を円滑

かつ迅速に進めていくことが必要不可欠であり、計画的

な用地取得を実現することが重要である。 

そのため、事業計画段階に応じた工事発注手続きと用

地取得計画の立案が課題となる。 

具体的には、生活再建が必要な地権者の所有財産の抽

出、工事優先箇所における地権者の抽出及び当該地の用

地隘路を把握する必要がある。 

さらに、地権者の生活再建計画と工事優先箇所との整

合についても課題となっている。 

地権者に対しては、用地交渉の初期段階から、居住者

全員に取得計画を示すことにより、地権者の移転に対す

る不安の払拭が必要であること、点在・輻輳する権利関

係に対する調整案を示すことも重要となっている。具体

的には、権利関係の輻輳に起因する契約の分割や契約時

期の分離をして、地権者の税控除の特例に係る不利益の

排除かつ、工事工程との調整が必要である。 

 

 

4.  地理情報システム（GIS）活用による課題対策 

 

(1)  地理情報システム（GIS） 

地理情報システム（以下「GIS」という）とは、地理

的「位置」をもとに、位置毎に土地形状・面積・所有者

等の情報を持たせることにより、これらを総合的に管

理・加工し、①視覚的表示、②高度な内容分析や③正確

かつ迅速な判断を可能とするシステムである。 

 
(2)  GIS活用の内容 

 足羽川ダム工事事務所がこれまで行った用地調査（用

地測量及び物件等調査）の成果データの効率的活用を目

的として、①土地の面積・所有者等の各画地情報と用地

測量に基づく用地図のデータ等との相互リンク、②地権

者ベースでの集約及び既存データの一元管理、③立竹木

データ（配置、数量等）管理等の構築を行っている。 

 

(3)  GIS活用による利点 

 上記によるデータ構築により、地権者ベース、土地ベ

ースまたは複合した諸条件による検索が瞬時に可能とな

り、必要なデータの抽出作業は著しく効率化が図れ、さ

らに抽出データの加工も可能なことから、目的に応じた

データの把握が容易となっている。 

 また、画地に関する各種情報と図面データ等のリンク

により、条件検索内容はさらに視覚的にも表示可能とな

り、正確かつ迅速な状況把握が可能となっている。 

 具体的には、工事優先箇所などの特定箇所における地

権者、補償対象内容を図上で視覚的に把握すること、地

権者をベースとして、特定箇所以外の事業用地との関連

性を把握できること、さらには用地取得に際して地図訂

正等の問題点箇所の把握が可能であることから、工事計

画及び用地取得計画の立案や総合的な検討が可能となっ

ている。 

 

 

図-3  地権者ベースで抽出したGISのイメージ図 
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(4) GIS活用の効果 

 前述のとおり、GISの活用により得られた、効果を何

点か例示する。 

・本件ダム事業については、平成21年12月に「新たな

基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え

方について」において検証ダムとなり、平成24年７月に

事業継続決定された。その後の事業再開後、GISを背景

に的確かつ迅速な地権者対応により、約８ヶ月で地元ダ

ム対策協議会との補償基準の妥結が実現し、また、その

後約２ヶ月で居住者全員に対する最初の説明が完了する

ことになった。 

 

 

図-4  損失補償基準に関する協定調印式の様子 

 

・事業箇所の大部分は山地地域であり、大規模公図混

乱が多数発生しているが、約１年半で13字中10字の地図

訂正が完了している。 

これは、GISを活用することにより、用地測量を行っ

た用地図と公図との不整合箇所が把握でき、また生活再

建や工事計画において、優先的に作業を進める箇所が把

握できることから、計画的に事務作業が執行できるとい

う効果が現れている。 

・補償基準妥結後、GISを活用することにより、工事

必要箇所における地権者データの抽出を行い、生活再建

との調整を図り、約１年という期間で地権者から用地買

収の協力が得られ、工事発注が可能な状態となり、本年

６月には着工式典を開催できる状況に至っている。 

 

 

図-5  着工式典の様子 

 

・本件ダム事業における用地取得の進捗においては、

工事計画と生活再建のきめ細やかな調整が図れ、用地交

渉着手年度において居住者（移転家屋）の約40％と契約

に至る（平成26年３月末時点）効果が得られている。 

 前述の通り、GISを活用することにより、用地取得進

捗や工事工程に沿った事業進捗に寄与しているものであ

る。 

 

 

図-6  GISにて契約状況等を管理している図面 

 

 

5.  GIS活用における今後の課題 

 
(1) 活用上の問題点 

 GISを活用することにより、計画的な用地取得等に効

果を得ているが、あくまでGISは入れ物であって、抽出

するデータが重要である。そのためには、日々変動する

情報を迅速かつ正確に反映する必要があり、そのための

ルール作り（誰が、どの内容を、どのようにして）を行

わなければならない。また人事異動に伴う引き継ぎ等へ

の意識も現在のところ希薄である。 

 

(2)  今後の課題 

 前述のとおり、的確なデータ管理を行うため、①各担
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当者は、データの一元管理の重要性を認識すること、②

事務所全体として、チェック機能の確立に取り組む必要

がある。 

 

 

6.  まとめ 

 GISを活用した実感を最後に述べると、様々な条件に

おけるデータの抽出が可能であるので、例えば工事優先

箇所の地権者や、土地境界関係の問題点などが把握でき

るため、用地取得における事務作業の優先順位が明確に

なり、計画的に執行が可能であること、買収・未買収地

の範囲が明確になることや契約後における状況（契約済

→登記済→明渡済）が把握でき、非常に現場でも活用で

きること、事業施行の中期展望についてもより具体的計

画を立案できることから、各課間の協議が視覚的・現実

的となり、より活発な意見交換がもて、事務所全体の事

業推進に大きく寄与したと感じている。 

 ダム建設事業にかかわらず、広範囲な事業用地の取得

に一斉着手すべき箇所、地権者が広範囲に土地を所有し

ており、権利が輻輳した地域などにおける事業の推進に

非常に有益な手法であると考える。 
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川の下を川が流れる   -  田川カルバートの歴史 -  
（虎姫地区の治水の歴史について） 

 
 

鵜野 佑紀1・岸田 孝史2 
 

1滋賀県 長浜土木事務所 河川砂防課（〒526-0033滋賀県長浜市平方町1152-1） 

2滋賀県 湖東土木事務所       （〒522-0071滋賀県彦根市元町4-1）（＊）. 
 

 滋賀県では、大雨が降った場合に想定される浸水深を表した「地先の安全度マップ」を公表

している。このうち、200年に一度の雨で３m以上浸水する地域で、特に人家の集中する区域の

一つに、長浜市の虎姫(とらひめ)地区(旧虎姫町)がある。この地区は、天井川である２つの河川

に挟まれた低平地に位置し、中央に田川という一級河川が流れており、過去から水害に悩まさ

れてきた歴史がある。この田川には全国でも非常に珍しい「田川カルバ-ト」という川の立体交

差があるが、今回、この田川カルバ-トの歴史を通して、当地区の治水の歴史や地域の人々と河

川との関わりについて紹介する。 
 

キーワード 治水の歴史，川と地形，地域と河川，川の立体交差， 

 
【はじめに】 

滋賀県では天井川が全国的にも多く存在しており、川

の下を鉄道や道路が通っている天井川が幾つもあります。

そこで今回、県内でも非常にめずらしい「川の下を川が

流れる」（川の立体交差）を紹介します。 

琵琶湖の北東部（湖北地域）にある二大河川といえば、

岐阜県境の伊吹山麓から流れる「姉川（あねがわ）」と福

井県境から流れる「高時川（たかときがわ）」です。この

二大河川は、長浜市落合町地先で合流して、姉川として

琵琶湖へ流れ込んでいます。その合流点から、高時川を

500ｍ程上ったところに、「田川(たがわ)」という河川が、

高時川の下をボックスカルバートで横断しています。こ

れが、今回紹介します(通称)『田川カルバート』です。

（図１）（写真１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田川は、江戸時代までは姉川・高時川と共に、三川で

合流していましたが、田川流域が幾度も水害に悩まされ

たため、先人の知恵と努力により、現在のような田川単

独で琵琶湖に流し込むようになりました。 

以下に、田川カルバートにまつわる治水の歴史を紹介

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【江戸幕末の田川改修】 

江戸時代に合流していた三川（姉川、高時川、田川）

のうち、天井川で河川規模も大きい姉川・高時川は、水

源に禿げ山があり多量の土砂の流出により、河床が年々

高くなっていきました。それに比べ、田川は小規模で河

床勾配が緩く、自力で排水を押し出すことができないた

め、合流付近は常時水が溜まり、ひとたび雨が降れば、 

川の水かさが増し、二大河川の水が田川に逆流しました。

（図２-１） 
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このため、田川沿川の虎姫四か村（現 長浜市唐国

町・月ヶ瀬町・田町・酢）では人家まで水に浸かり、付

近を通る北国街道も冠水して、諸大名の通行や旅人など

の往来にも支障を来すことがしばしばありました。 

 この様な水害を防ぐために、田川沿川に領地を持つ彦

根藩主井伊掃部守(いいかもんのかみ)（＝井伊直弼）は、

1853 年(嘉永５年)直々に現地を視察し、翌年、落合村

の領主松平伊豆守（まつだいらいずのかみ）に３０俵の借地

料を払い、これまでの三川合流から、高時川の合流点を

下流側に約５５ｍ移動し、田川の水が逆流するのを防ご

うとしました。（図２- ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかしながら、余り効果はなく、田川沿川の浸水の被

害は治まりませんでした。 

 

そこで、困り果てた虎姫四か村の人々は、美濃の国に

視察に出かけるなど治水の技術を学び、1858 年(安政 5

年)に、田川本川への逆流防止水門の設置と、田川を分

水して高時川の下を伏越樋（ふせこしひ）で通し、新川を

設け琵琶湖に直接流し込もうとする領主からの添書を携

えて、徳川幕府に請願しました。折しも井伊直弼が大老

職にあり、北陸諸大名の通行に支障があるということで

特別に許可を得ました。（図２- ３） 

ところが、新川の予定地にあたる下流の四か村（現 

長浜市錦織町、落合町、難波町、八木浜町）からは、潰

れ地や用水問題などの反対意見が出たため、虎姫四か村

は下流の四か村と交渉を重ね、新川にかかる土地の年貢

を納めることと、道路や橋梁・用水路の費用も負担する

ことで承諾を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうして、1860 年(安政 7年)2月より工事は着工され

ました。工事の途中で、桜田門外の変などの事件もあり

ましたが、幸いにも工事は続行され、1862 年(文久２

年)、ついに逆水防止水門、新川と木製の伏越樋（＝カ

ルバート）などの工事が全て完成しました。伏越樋は高

さ 1.2m×幅 2.1m×長さ 125m余りあり、新川は水深約 2m

×幅約７ｍ×延長約 2,430m でした。当時の工事は設計

図もなく、特に逆水防止水門工事は、模型による実験を

繰り返しながら実際の工事が行われており、彦根藩から

贈られた当時の模型が今も実在しています。（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【明治の田川改修と３人のキーマン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕末の改修が完成して喜びも束の間、伏越樋が木製の

ため腐朽が激しく、姉川・高時川の河床も工事完成時よ

りさらに上昇したため、平時でも田川に逆流するように

なり、水害は益々ひどくなりました。 

明治維新から 10 年ほどたち、政府の体制も整いはじ

めた頃、人々の切実な願いを実現するために、田川カル

（写真２ 田川逆水門模型 ※） 

（写真３） ※前田荘助 戸長    （左） 

※籠手田安定 県令 （中） 

★ヨハネス･デ･レーケ（右） 

（図２-１ 江戸幕末までの田川 ） 

（図２－２  江戸幕末の田川 ） 

（図２－３  江戸幕末の田川 ） 
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バートのキーマンとなる3人の人物が登場しました。地

元虎姫四か村の一つ月ヶ瀬村の戸長「前田荘助（まえだ 

しょうすけ）」、滋賀県令(知事)「籠手田安定（こてだ やす

さだ）」、オランダ人技師「ヨハネス・デ・レーケ」で

す。（写真３） 

前田荘助は、ほか四か村（唐国町・田町・酢）の代表

者とともに、下流反対住民の説得や、時の県令（知事）

籠手田安定に幾度も粘り強く請願を続けました。特に現

地から県庁のある大津までの約８０ｋｍを徒歩で出かけ、

県庁や議会に、水害の悲惨さを訴え続けました。その甲

斐もあり、県令から明治政府に依頼されて、当時のオラ

ンダ人土木技師のデ・レーケが現地に足を運んで調査を

実施しました。調査の結果、２本のアーチ型カルバート

を施工し、下流の河幅も広げる計画となりました。 

（図２- ４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県令籠手田安定は、1882年(明治15年）に田川改修工

事の施行を県会に提案しましたが、工事費が莫大であり

受益範囲が限定的で下流に強い反対があることを理由に、 

議会で否決されました。翌 1883 年(明治 16 年）にも再

提案しましたが、また同一理由で否決されました。 

そこで県令は、明治政府の許可を受ければ工事が出来

るという規則を発動して工事を実施しました。工事は

1883年(明治 16年)11 月に着工し、1885 年(明治 18年)7

月に完成。２連の洋風カルバート（図３）は、高さ

1.8m×幅 3.1m×２連で長さ 109ｍ 、さらに下流の川幅

も1.8m拡幅されました。 

この工事に要した費用は、48,841円で、うち1/3の約

15,000 円が虎姫四か村の負担となりました。さらに新

川下流の道路、橋、用水路などの費用の負担も重なり、

四か村では家財道具を売るなどして、借金を抱えながら

も費用を捻出したそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後昭和にはいると、姉川・高時川の改修工事にも

着手し、1929 年(昭和４年）には高時川の改修工事に併

せ、田川カルバートの継足工事も行われました。（写真

４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【昭和の田川改修】 

現在の田川カルバートは、昭和３０年代の水害(写真

５)を受けて、中小河川改良事業により、1966 年(昭和

41 年）に完成しています。鉄筋コンクリート製２連ボ

ックスで、高さ 4.2m×幅 4.2m×２連、長さ 216m、従来

の約２倍の断面となりました。（図４＆写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４ 田川カルバート横断図） 

 （図３ 田川カルバート横断図 ※ ） 

高時川 

田 川 

（写真４ 昭和の継足工事 ※） 

高時川 

（写真６ 竣工時の田川カルバート※） 

（写真５ 昭和36年頃の出水状況 ※） 

高
時
川 

田
川 （図２－４  明治時代の田川 ） 
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【水引神社と田川治水功労者の碑】 

幕末の工事が非常に難工事であったために、虎姫四か

村では田川カルバートの近くに祠(ほこら)を鎮座して工

事の無事を願ったと言います。これが現在の「水引神社

（みずひきじんじゃ）」です。  

その隣に、明治時代の改修で、住民の熱意を感じて英

断を下された当時の籠手田安定県令を祀った祠も有りま

す。当時の県令は住民にとって正に神様に値する存在で

あった証拠です。（写真７） 

現在、２つの祠は１つの祠に合祀されており、毎年春

と秋に神社のお祭りが執り行われています。（写真８） 

 さらに、その少し上流には、幕末から明治初めにかけ

て、虎姫四か村の代表として治水工事の重要性を訴え続

けた月ヶ瀬の「前田荘助」、酢の「国友長左衛門（くに

とも ちょうざえもん）」、田町の「宮島甚助（みやじま じんす

け）」、唐国の「野村太兵衛（のむら たろべい）」の功績を

たたえて碑が建立されています。（写真９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考  察】 

田川の治水の歴史を通じて、感じたことは以下のとお

りです。 

 

① 放水路など新しい河川を作る事業は、現川改修に比 

べて、上流（浸水地）と下流（予定地）との対立関係

が顕著に表れることが多く、ここでも下流４か村（旧

びわ町）の事業への反対もあり、実施に難航を極めま

した。その折衝や地元対策費などは、全て上流住民

（虎姫四か村）が対応しています。現在では、ほとん

どが行政で対応していますが、当時の住民の切実な思

いを痛切に感じます。 

② 籠手田県令の決断を通じて、公共事業（治水事業） 

とは何かを考えさせられました。本当に困っている人

を助けることが住民に感謝されることであり、強いて

は我々の仕事のやりがいになるかと思います。 

本来、治水事業は洪水から地域の生命や財産を守

ることですが、事業を進める上で、地域住民のみなさ

んに事業の目的を十分に認識していただき、共に汗を

かきながら協働で進めることの大切さを、改めて認識

しました。 

③ 田川は虎姫地区の雨水排水を排除するための唯一の 

河川であり、特に田川カルバートは、上流地域住民の

生命や財産を大きく左右するため、その管理は非常に

重要です。現在、平成の田川改修のために調査検討中

ですが、現在のカルバートも 50 歳近くなり、改めて、

河川の構造物管理の重要性を認識しています。 

④ 滋賀県が進める「流域治水の推進に関する条例」の

浸水警戒区域として、最近この地域がクローズアップ

されています。虎姫地区では、これまで住民が必死に

なり田川の治水事業を通してこの地域を守ってきたと

いう歴史があります。また水引神社や治水功労者の碑

があるように、今でもその精神は受け継がれています。 

今回の条例が、このような背景の中で、田川沿川

の人々にどのように受け入れてもらえるのか、また地

域の将来をどう考えるのかが、今後の課題です。 

 

【おわりに】 

江戸時代の幕末から昭和に至るまで、実に百年以上と

いう長い歳月と巨額な費用を要した田川の治水事業です

が、度重なる水害に対する先人の知恵と努力、その結晶

である田川カルバートは、現在でも流域住民の生命と財

産を守り、地域の発展に大きく貢献しています。 

 最後に、田川治水の歴史を通じて、私たち一人一人が

防災・減災の意識を絶えず持つことの重要さを、改めて

感じています。 

 

【参考文献他】 

   ふるさと虎姫 「田川の歴史を知る」（虎姫町教育委員会） 

田川沿革誌    （滋賀県長浜土木事務所） 

  ※長浜歴史博物館提供写真 

★ＨＰ:日本の川と災害 治水利水災害対策に尽力した人々より 

（＊）旧所属は、長浜土木事務所河川砂防課 

写真７ 旧 水引神社と籠手田神社 ※ 

写真８ 現在 水引神社と籠手田神社 ※ 

写真９ 田川治水功労者の碑 ※ 
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水ときらめき紀の川館の来館者数増への 

取り組みについて 

 

松下 栄一1・吉川 季和2 

 
1近畿地方整備局 大和川河川事務所  工務課 （〒583-0001大阪府藤井寺市川北3-8-33） 

2近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 流水調整課 （〒640-8227 和歌山市西汀丁１６番）. 

 

 水ときらめき紀の川館は、開館当時は積極的な広告やイベントを行った事で、多くの来館者

がありました。しかし、近年の情勢変化により、来館者数の減少が目立っていました。 

 水ときらめき紀の川館にもっと多くの人に来てもらい、紀の川の治水・利水を知ってもらう

ため、職員自らの工夫と知恵、行動によって来館者数が前年と比較し３５％増えました。今回

は我々の行った来館者数増への取り組みの中間報告を行います。 

  

キーワード 展示物の充実 触れる・考える ホームページ 地域へのＰＲ行動   

 

 

1. はじめに 

水ときらめき紀の川館は平成１５年に紀の川大堰

建設と共に紀の川における治水・利水の効果などを

多くの方に知ってもらうため建設された施設です。 

 

「水ときらめき紀の川館」正面 

 

開館当時は、「新しい展示館ができた。水族館の

ような魚道観察室がある。」と地元を中心に評判に

なり、多くの来館者がありました。また、旅行雑誌

に広告を載せたり、土木の日の行事とからめ、河川

や道路の維持管理用機械の展示、操作など体験をす

るイベントを行うことで、より多くの方に来館して

いただきました。 

 しかし、近年の情勢により経費の支出が厳しく制

限され、広告の取り止めや展示物の更新・増設の見

送り、受付・案内業務の廃止などもあり、水ときら

めき紀の川館の存在も薄れ、来館者の減少が続く状

態でした。 

平成２３年からは、開館は行っているものの無人

となっていることから、施設管理のために入口の鍵

を閉めたままにし館内も消灯していました。 

来館者は玄関にあるインターホンで職員を呼び出

し、解錠後に見学するのですが、普段は入口を施錠

し館内は消灯しているために、閉館と勘違いをし帰

ってしまう方もおられました。 

 そこで、私たちは経費をかけずに来館者を増やす

ために何ができるか、来館いただいた方に確実に館

内に入っていただくにはどうすればよいのか、リピ

ーターを増やすにはどうすればよいかを考え実行し

た結果、平成２５年度の来館者が平成２４年度と比

較し３５％増えました。 

 特に地域へのＰＲ行動直後の５月～７月の３ヶ月

は、平成２４年の１０３８人から平成２５年の１９

６６人と約９０％増えています。 

 

２．展示物の充実 

(1) 開館していることをわかりやすく 

一昨年までは、受付・案内業務が廃止になったこ

とに伴い無人となり、節電の観点からも全ての電灯

を消灯していました。ある日、来館者が入口まで来

て、中をのぞき込むものの帰りかけたため、たまた

ま近くを通った職員が声をかけることで見学はして

いただきましたが、来館者は暗く誰もいないため閉

館中であると思ったようです。そのことから節電は

意識しつつ水ときらめき紀の川館の入り口だけは点

灯することで開館中であることをわかりやすくしま

した。 
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      開館している管内の様子 

 

(2) 館内案内図の表示 

受付・案内業務を廃止する前は、来館者に随行し

説明を行っていたので、館内の案内図は不要だった

かもしれません。しかし、受付・案内業務が廃止に

なってからは、来館者に対し職員の随行が必ず出来

るという状況ではないために、自由に見学していた

だいていました。 

  来館者の見学している様子では、どれを見ればよ

いのか、ほかにどういう展示物があるのかなどが解

りにくく、見学ルート案内もない中で、自分で展示

施設の説明文を読みながら見学することとなり、来

館していただいても１階の展示物だけを観て、すぐ

に帰ってしまう状況でした。 

 そこで、どこにどういうものが展示されているの

かが一目でわかる館内の案内図を作成しました。案

内図は非常勤職員が館内の展示状況を丹念に読みと

り作成しました。 

 

      入り口扉の案内図 

案内図は玄関入口扉にＡ３サイズを２枚利用して

大きく明示すると共に、来館者が持ち歩けるように

Ａ４サイズで作成しました。また、案内図の裏面に

はアンケート用紙として来館者に意見要望等を記載

していただき、来館者が再度来館していただけるき

っかけを見つけるようにしました。 

 アンケートは、紀の川大堰と水ときらめき紀の川

館を知ったきっかけや目的、見学施設に対する評価

などであり、リピーター獲得のヒントを得るように

しています。アンケート結果については、今年度分

析します。 

  

 

       アンケート付き案内図(表) 

  

アンケート付き案内図(裏) 

 

（3）館内見学順路の表示 

 館内は自由に見ていただけますが、館内を見やす

くまた、分かり易くするために、案内図だけでなく

管内に見学順路を表示しました。 
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案内通路 

 

(4) 館内既設展示物の位置情報の工夫 

 館内には展示物がいろいろありますが、和歌山市

の観光情報パネルについて、和歌山市域地図に観光

名所はあるものの、観光施設の写真は地図の下にあ

り地図と写真との一致が解りにくい状況でした。そ

のため、観光名所の位置と写真に同じ番号を表示す

ることで、観光施設がどこにあるのか、どういう観

光施設なのかが一目瞭然となりました。 

 

和歌山市域マップの写真 

  

次にメインホール床面には航空写真があり、紀の川

の流域が解るようになっています。以前は紀の川大

堰や大滝ダム、大迫ダムなど国土交通省や農林水産

省の主要ダム、井堰のみ名称表示されていました。

しかし、地域や沿川住民の方々にもっと親しみをも

って注目していただくために、各地のランドマーク

や来館していただく小学校の名称を航空写真に貼り

付けました。 

 大人の方は自分の家や会社とランドマークの位置

関係や住んでいる近くの川との位置関係など興味を

持って航空写真を見入るようになりました。 

 小学生の方は先生と一緒になって、学校を目印に

自分の家を一生懸命探したり、今自分がいる水とき

らめき紀の川館と小学校の位置関係を熱心に見てい

ました。 

 

航空写真 学校名を表示 

 

 (5) 館内に紀の川大堰各施設の機能説明ポスターの

表示 

 紀の川大堰には主ゲート設備や魚道など通常見え

るものと発動発電機室や機械室内部など通常では見

られないものがあります。それらを写真付きで説明

する案内板を手書きで作りました。 

 来館者には、大堰には色々な施設があるというこ

とを理解していただいたと思います。 

 

        設備の案内表 

 

（6）アユの遡上写真と魚の遡上時期の明示 

 水ときらめき紀の川館に来館いただいた方の中に

はアユの遡上や魚の泳ぐ姿を見たい方も多くいます。

そのためにアユがいつ頃紀の川を昇るのか、アユ以

外にどういう魚がいるのかを手書きで明示するよう

にしました。 

 明示箇所はきらめき館入り口正面横と魚道観察室

の各窓に明示しました。 
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遡上時期の説明 

 

（7）きらめきクイズの作成 

小学生の子供たちに紀の川を知ってもらう方法と

して、遊び心を兼ねたクイズを作成しました。問題

と正解はＡ３版に絵を手書きして作成しました。そ

れにラミネートを施し２枚重ね、ひもで結ぶ事で問

題のラミネート用紙を自分でめくると正解が見える

ようにしました。 

これにより、答えを自分でめくることで、遊び心を

くすぐり興味を示していると考えています。子供た

ちは友達と共に競い合うようにクイズに挑戦してく

れています。 

 クイズは館内をほぼ半周するように１５枚作成し

ました。 

 

クイズ 

 

クイズを楽しんでいる子供達 

 (8) 館内展示物に修繕工事で不要となった部品の展示 

 紀の川大堰では堰機能の維持管理のため定期的に

設備の点検や修繕工事を行っています。遠くからは

小さく見えても近くで見るとすごく大きいものもあ

ります。 

 大堰の設備を手にとって知ってもらうために、修

繕工事で発生した部品の一部をきらめき館に展示し

体感してもらうようにしました。展示物としては、

ゲート設備の水密ゴムを取り替えたときに実際にゲ

ートに付いていたものを展示しました。来館者は普

段では触ることが出来ない大堰の施設を手でさわる

などして、施設の大きさに感動していました。 

  

 

    流量調節ゲート設備の水密ゴムの展示 

 

（9）流出木の展示 

 紀の川では出水時には沢山ものが流れてきます。

紀の川でも平成２４年の台風１２号時の出水で色々

なものが流れてきましたが、出水が治まった後に紀

の川大堰の上流５００ｍに木の一部が水面より出て

いることが確認されました。その木は大きいように

感じたため、万が一紀の川大堰のゲートに引っかか

ると、確実なゲート操作が不可能となり、堰管理上

大きな問題となることから引き上げました。 

引き上げてみると、高さが約７ｍ幹周り１２ｍ、

樹齢３５０年、生育時期が西暦６５０年ころの木で

あることが判明しました。その木はテレビや新聞記

事に取り上げられ、多くの方から問い合わせがあり

ました。 

その木の一部を展示することで、新たな来館者が

増えています。展示に際しては、全景写真と共に手

で触れられるように館内の床に置いています。 

なお、木の本体は和歌山県さまの強い要望により

県の施設である紀伊風土紀の丘に展示されています。 
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展示状況 

 

巨大流木の写真 

 

（10）イベントの開催 

 簡単にできるイベントとして「七夕イベント」を

実施しています。材料としては河川に生えている笹

とコピー用紙を短冊状に切り糸を通します。あとは

ペンと机を用意します。それらを水ときらめき紀の

川館の玄関に置くとイベント完成となります。 

 周知方法としては事務所のホームページに登載し

玄関にも掲示するようにしています。 

  

七夕に願い事を吊している小学生 

２．ホームページの活用 

(1)事務所ホームページの活用 

事務所ホームページには水ときらめき紀の川館の

ページがありますが、長期間更新されていませんで

した。そのため同じ人が改めてホームページを見ら

れても全く変化がないためにホームページを見なく

なる→再度の訪問はしない、という事象が起きてい

ると判断しました。 

 そこで、来館いただいた団体の方にお断りを入れ、

来館時の様子をホームページに公開しました。そう

することで、それを見た学校関係者をはじめとした

団体の責任者や子供たちが、来館いただくことを期

待しています。 

 

 

ＨＰ掲載報告書 

 

(2)旅行会社のウェブ版に登載 

 旅行会社では、観光施設の情報をインターネット

で配信しています。中には無料で登載出来るものも

あり、水ときらめき紀の川館でも無料で２件登載し

ていただいています。 

行政サービス部門：No.12

5



  

ＨＰの抜粋 

 

3．来館者増に向けた地域へのＰＲ行動 

(1) 和歌山市教育長に来館要請  

水ときらめき紀の川館の展示内容以外に団体で来

館いただいた方にはパワーポイントで紀の川に関す

る事を説明しています。 

 小学生向けと大人向けがあり、小学生には水がど

れほど大切かと言うことを学んでいただけるように

しています。 

 小学校の来館者には４年生が多いことから、引率

の先生に確認したところ、４年生で水の学習をして

いることがわかりました。そこで、学習施設の一つ

として水ときらめき紀の川館を利用していただこう

と、和歌山市教育委員会に学習施設として来館頂く

ようお願いをしました。 

 事務所の要請には、和歌山市の教育長と学校教育

課長に対応していただきました。水ときらめき紀の

川館の教育施設としての利用を願うと、すぐに後日

開かれる和歌山市内の小学校校長会の資料として配

付および説明することを約束していただきました。

後日資料の必要部数を教育委員会にお渡しし、資料

として配布いただいています。  

 また、紀の川大堰の近くに所在する小学校１０校

へ赴き、教育施設の一つとして水ときらめき紀の川

館に来館いただくよう要請も行いました。 

 そういう行動を行った結果、平成２５年度は１６

校と平成２４年の８校の２倍の学校に来ていただい

ています。 

     

(2)和歌山市の観光施設として位置づけ 

 和歌山市では毎年市主催の施設見学バスツアーを

実施していますが、そのコースとして紀の川大堰、

水ときらめき紀の川館が入りました。入り始めた時

期は教育委員会に要請に行った後のことであり、要

請の効果が現れたものと判断しています。 

     

「市報わかやま」表紙 

 

 

                募集要項 コース 

 

4．今後のとりくみについて 

 昨年は、お金が無くても「展示物に変化をもたら

せたい。ＰＲをもっと行う。それが来館者数の増に

つながる」という思いで行動し一定の成果がありま

した。今後は和歌山市域以外の学校にも来ていただ

くため、和歌山県教育委員会に説明に行くことや、

成人の来館を増やすため観光案内所など公的施設へ

説明に行くなど様々な行動を起こしていきたいと思

います。また、アンケートの結果を踏まえ、リピー

ターを増やすには何をすればよいかを考え行動して

いきます。 
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物品調達事務の本局集中化について 
 

 

新門 光夫1 

 
1近畿地方整備局 総務部 契約課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44）. 

 

 行政遂行に必要な物品等の公共調達については、これまでから計画的な購入や、文具等の適

正な使用による使用量の抑制により必要最小限の調達とするなど、費用対効果において優れた

ものとなるよう努めてきたところである。 

限られた財源の中で更なる事務の省力化、契約の公正性の確保及びコストの削減を図る観点

から事務用物品等の調達について、各事務所単位で調達していた契約手続きを集約化すること

とし、本局で一括発注する契約の方式とした。 

以下に平成２４年度から実施している「コピー用紙」と平成２５年度から実施している「事

務用消耗品」の本局集中化に向けた取組と効果について概説する。 

 

 

キーワード 物品調達，集中化，業務改善 

 

 

1.  はじめに 

 入札・契約手続における一層の透明性及び競争性の確

保、公共工事の品質確保の促進等が求められる中、契約

方式等はますます複雑化し、個々の契約手続の事務量も

増えている。 

 また一方で、予算の効率的な執行やコスト削減、業務

改善による事務の簡素化・効率化などについて多方面か

ら求められているところである。 

 平成１６年には、政府の「行政効率化推進計画」（行

政効率化関係省庁連絡会議）が打ち出され、これを受け

国土交通省においても「国土交通省行政効率化推進計

画」が定められ、公共調達の効率化に関する取り組みの

１つとして、物品等の公共調達の見直しが目標とされて

いる。 

 物品等の公共調達については、これまでも計画的な購

入や、文具等の適正な使用による使用量の抑制により必

要最小限の調達に努めてきたところであるが、「国土交

通省行政効率化推進計画」（平成２０年１２月２６日改

定）ではその取り組み計画として、以下の内容が挙げら

れ、事務の省力化、契約の公正性の確保及びコストの削

減を図ることとされている。 

 ・ 物品等調達について、単価契約により契約件数の

縮減、契約単位を見直し一般競争を拡大し、一括

購入・一括発注を推進する。 

 ・ 物品等調達について、仕様の見直し・合理化によ

るコスト削減を図る。（過剰仕様等の排除） 

 ・ 文具等の適正な使用、両面コピーの推進等をさら

に徹底して、事務用品の使用量の抑制を図り、無

駄な発注を避けることにより、一層のコスト縮減

を図る。 

これらの取り組み計画を踏まえ、近畿地整においても

物品等購入契約の改善をした。 

2.  取り組みの検討 

従前から近畿地方整備局においても計画的な購入や文

具等の適正な使用による使用量の抑制に取り組んできた

が、前述１のような状況を踏まえ、更なる業務の効率化、

競争性の確保、コスト削減を実施するため、共通する複

数の契約をまとめ、一括して調達することで事務の省力

化が図れるもの、スケールメリットによる廉価な調達が

期待されるものについて対象となり得る調達等の検討を

行った。 

 

(1)   対象とした契約 

a)対象要件 

 以下を要件として対象物品を選定することとした。 

 ・例年すべての所属で購入する必要があるもの。 

 ・整備局全体で規格を統一しても事務に支障がないも

の。 

・繰り返し調達する必要があるため各事務所毎での発

注件数が多く、整備局全体で契約を一本化するこ

とで事務の省力化の効果が期待できるもの。 

 

b) 対象物品 

各事務所での購入実態を調査し、上記(1) a)に合致する
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ものを抽出し、以下のものを本局契約課で一括発注する

こととした。 

①コピー用紙（Ａ４、Ａ３） 

※平成２４年度から実施 

②事務用消耗品（ファイル類等約１４０品目） 

※平成２５年度から実施 

 

(2)   契約方式等 

契約方式等については以下のとおり。 

 ・一般競争契約（単価契約）ＷＴＯ対象 

 ・本官契約支出官払 

 ・近畿地方整備局一括発注 

 

(3)   事務処理フロー 

 集約化による手続きは次に示すフローのとおりとした。 

 

 ①各事務所から必要品目、予定数量の報告 

 ↓ 

 ②本局で品目・仕様の決定・全体数量の取りまとめ 

 ↓ 

 ③契約手続き開始 入札公告 

 ↓ 

 ④開札、契約の締結 

 ↓ 

 ⑤注文 

↓   各事務所から本局に必要数量を報告 

本局から契約業者に注文 

 ⑥納品・確認 

↓   契約業者から各事務所に納品 

 各事務所において納品確認 

 ⑦検査   

↓   各事務所により納品確認の報告を受け、本局

にて一括検査 

 ⑧請求・支出 

  本局にて一括支払い（毎月） 

 

上記③④⑤⑦⑧は各事務所でそれぞれ実施していた事

務であるが、集約化により本局のみで行うこととなった

手続きである。 

①と②にある必要品目、予定数量のとりまとめ及び⑥

の納品・確認については、集約化後においても集約化を

実施する前と同様に各事務所で必要な手続きである。 

 

3.  事務担当者から寄せられた意見 

各事務所の契約事務担当者に集約化についてのアンケ

ートを実施した。 

主な意見は以下のとおり。 

 

(1)  本局での一括契約としたことによる効果 

a) 事務所で行っていた契約事務（発注手続き～支

払）がなくなり省力化になった。 

b) 品目に対して、たくさんの規格を購入していたが、

一括購入したことにより、購入する規格を減らす

ことができた。（例：従来は付箋を多くのサイズ

や色で購入していたが、より少ない、一括購入分

の規格だけで使用するように周知できた。コスト

削減につながっていると思う。） 

事務所で使用していたものでも一括購入分の規

格にないものは極力使用を控えるようにしていっ

た。本局一括調達について、その購入品目が一覧

表になっており、できるだけその範囲で事務処

理・購入希望を行うように各職員が考えるように

なってきている。結果的に経費削減になっている

と思われる。 

c) 全事務所分一括で契約することにより、予定数量

も大きくなったせいか、全体的に個々の単価が事

務所で調達していた時よりも、安くなっている。 

d) 事務用品の規格が統一されたことにより、各所属

でリストを確認し記入してもらうことができ、と

りまとめる事務が軽減された。 

  また、規格が統一されたことで物品管理の省力化

が図られた。 

 

(2)  本局での一括契約としたことによる問題点 

a) 納品が配送業者により行われ、さらにバラバラに

送られてくるので、数量や規格の確認が煩雑であ

り、実際に誤納入も生じており、返送作業が発生

している。 

b) 契約物品の種類・規格等が少ないことにより、不

足分を事務所で調達せざるを得ない。そのため二

重に業務発注せざるを得ない状況のため、せっか
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くの統一契約が十全に生かされない。 

4.  取組の効果 

(1)  業務の効率化 

 コピー用紙購入と事務用消耗品購入で事務所全体で１，

２８８時間の業務時間の削減が図られた。 

    

a)コピー用紙購入 

年度          件数    

23       68 

24        1 

25        1 

 

各事務所毎に行われていたコピー用紙の発注事務

を、本官で一括発注したことで、整備局全体でみた契

約件数は一括発注前年度に比して減少した（６７件）。 

  ２８事務所中１９事務所で単価契約方式による契約

を行っていた。（うち１２事務所は一般競争、うち７

事務所は少額随意契約） 

 

８事務所は必要の都度少額随意契約による契約を

行っており、８事務所で４１件の発注となっていた。 

  単価契約方式による契約を行っている事務所でもそ

の契約が締結されるまでの間にコピー用紙が必要とな

った場合は少額随意契約によって購入しており全体で

７件の発注がなされていた。 

    

  一般競争での発注事務１件あたりの事務作業時間を

３１時間とした場合、１２件で３７２時間の削減とな

る。 

  ・公告、入札説明書、仕様書、数量総括表（３．０

ｈ） 

  ・入札契約手続き運営委員会（準備含む）（１．０

ｈ） 

・予定価格作成（２．０ｈ） 

  ・入札執行（０．５ｈ） 

  ・契約書調印手続き等（０．５ｈ） 

・物品払出措置請求（０．５ｈ）×年１２回 

  ・物品取得措置請求（０．５ｈ）×年１２回 

・物品受領命令書作成（０．２５ｈ）×年１２回 

  ・検査事務（０．５ｈ）×年１２回 

・支払事務(０．２５ｈ) ×年１２回 

   

少額随意契約発注事務１件当たりの事務作業時間

を４時間45分とした場合、５５件（７件＋４１件＋７

件）で約２６１時間の削減となる。 

・物品払出措置請求（０．５ｈ） 

  ・物品取得措置請求（０．５ｈ）. 

  ・業者推薦（０．５ｈ） 

  ・予定価格作成（１ｈ） 

  ・見積依頼（０．５ｈ） 

  ・見積合わせ（０．５ｈ） 

  ・負担行為決議書作成（０．２５ｈ） 

  ・物品受領命令書作成（０．２５ｈ） 

  ・検査事務（０．５ｈ） 

・支払事務(０．２５ｈ)  

 

全体で約６３３時間の削減となっている。 

 

b)物品品購入件数 

年度          件数    

23      -- 

24     1,282 

25     1,144 

各事務所毎に行われていた物品の発注のうち事務

用品類を、本官で一括発注したことで、整備局全体で

みた物品契約件数は一括発注前年度に比して減少した

（１３８件）。 

  物品購入のほとんどが少額随意契約であり、随意契

約発注事務１件当たりの事務作業時間を４時間45分と

した場合、１３８件で約６５５時間の削減となる。 

 

(2)  競争性の確保 

    コピー用紙の入札参加業者数については、２３年度

３社（一括発注前本局分）、２４年度６社、２５年度

５社であった。また、事務用消耗品の入札参加業者数

については、２４年度５社（一括発注前本局分）、２

５年度７社であった。 

      一括発注したことにより関心が高まり入札参加業

者が増加し、競争性が高まったと言える。 

 

・コピー用紙購入 

年度        競争参加者数    

23        ３ 

24        ６ 

25        ５ 

 

・事務用消耗品購入 

年度          競争参加者数    

23        － 

24        ５ 

25        ７ 

 

 

 (3)  コスト削減 

a) 単価の比較 

コピー用紙の調達単価については、２３年度比約

１３％低減（一括発注前本局分比較）となった。また、

事務用消耗品の調達単価については、２４年度比約３

１％低減（一括発注前本局分比較）となった。 
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   一括発注したことによりスケールメリットが反映さ

れ調達単価が低減、コスト削減が実現できた。 

 

・コピー用紙購入 

1144.5 
1123.0 

995.4 

900.0

950.0

1000.0

1050.0

1100.0

1150.0

1200.0

23年度 24年度 25年度

基準単価（Ａ４１箱：円）

 

・事務用消耗品購入 

 

 

 

b) 実績額の比較 

購入箱数は増加しているが、コピー用紙の調達額

については、２３年度比約７５０万円の減額となり、

比率でみると約２２％の低減となった。 

 

また、事務用消耗品の調達額については、２４年

度比約１６００万円の減額となり、比率みると約７％

の低減となった。 

 

   一括発注したことによりスケールメリットが反映

され調達単価が低減、コスト削減が実現できたことが

全体金額の比較でもわかった。 

 

 

・コピー用紙購入 

年度       実績額  

23     33,562千円 

24     28,456千円 

25     26,096千円 

 

・物品購入実績額 

年度       実績額 

23       -- 

24    222,144千円 

25    206,206千円 

 

5.  問題点 

(1) 集約化品目ではない物品の購入事務について  

 アンケートの意見にもあるように統一調達の品目にな

い物品も多品目に及んでいるためこれらの物品購入の必

要性を検証する必要がある。 

事務所では各所属からの購入要望を定期的にとりまと

めて別途の調達（主に少額随意契約）を行っているため

物品調達事務の激減には至っていない。 
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(2)消耗部分の詰替物品について 

 調達品目の規格統一により、規格外のものを別途発注

する必要が生じている。 

三色ボールペンや修正テープなど本体と替え芯やテー

プなどといった物品は本局調達したものが事務所が過年

度に購入した物品と互換性がなく使えなくなったものが

ある。 

 本局一括調達でも過年度に調達した物品と汎用性があ

るものに限定して購入しないと使用不可となる場合があ

る。 

(3) 発注とりまとめ事務 

 各事務所における必要品目、数量を本局でとりまとめ

て業者に発注しているため、とりまとめ事務の事務量が

増加したことにより要求から納品までの日数が長くなる。 

 

(4) 納品確認について 

従前立会納品であったものが配送による納品となった

ため、数度での分割納品の対応が必要となっている。 

また、納品違い・納品漏れ等の対応に伴うやりとりが

煩雑となっている。 

 

(5) 本局事務量の増加について 

 コピー用紙購入と事務用消耗品購入で事務所全体で１，

３１２時間の業務時間の削減が図られたと考えられるが、

本局集中化によりとりまとめ事務が膨大となり事務量が

増加している。 

１契約のとりまとめ作業時間（１７５ｈ） 

 ・入札準備（年１回）15分×28事務所分（７ｈ） 

 ・毎月発注（年１２回）15 分×１２回×28 事務所分

（８４ｈ） 

 ・毎月支払（年１２回）15 分×１２回×28 事務所分

（８４ｈ） 

 コピー用紙購入と事務用消耗品購入の２契約で３５０

時間の事務量の増加となる。 

 

6.  今後の課題 

(1) 統一調達品目の追加 

各事務所の事業執行の実情により、リスト以外の物品

を調達している実態を踏まえると、リストによる調達を

徹底させるべきなのか、調達品目以外の品目についての

必要性の検証が必要である。 

当該物品が必要不可欠のものなのかの精査を各事務所

においても検討する必要がある。 

 

(2) 職員の意識 

 できる限り契約品目での業務執行とするよう、物品の

調達について職員に理解されるように周知を行い、極力

新たな調達が生じないようにする。 

できる限り規格を統一し、むやみに品目の種類が増え

ないように選定する。 

 

(3) 中小企業者の受注機会 

国の行政機関等については、「官公需についての中小

企業者の受注の確保に関する法律（昭和41 年法律第97 

号）」に基づき、中小企業者の受注機会の増大を図るよ

うに努めなければならないが、実際に中小企業者がどこ

までの調達規模であれば供給可能か否かの判断が難しい。 

 

(4) 発注フローの見直し 

本局での発注とりまとめ事務が新たに追加となること

から、納入事務所への期間が、各事務所から発注してい

た期間に比べ、期間を要するため、納入希望事務所から

直接受注者あてに注文出来る形態への変更について検討

する。 

そのため、受注者側の意見を参考に対応可能か否か検

証することとしたい。 

 

(5) 発注回数の見直し 

毎月１回の発注を隔月毎とすれば担当職員の事務負担

が半減する。近畿地方整備局全体では大幅な事務軽減と

なると見込まれる。業務に支障がでない範囲で計画的に

発注することも検討していきたい。 

7.  おわりに 

 業務の効率化に資する便利な事務用品を調達すること

で事務作業時間が短縮されれば人件費を抑制することが

できる。 

しかし、事務用品についても大規模プロジェクトの費

用対効果の検証と同様にコストと効果を常に意識する必

要がある。 

このため、単に「便利であるから」ということだけで

物品を調達することはできない。 

職員が日常的に使用する事務用品に関してコスト意識

を持つことも国土交通省事業全体の業務効率化・コスト

意識と同様であることを再認識した。 

今回紹介したコピー用紙購入と事務用消耗品購入以外

にも以下のものを本局で集約して手続きを行い同様の効

果が上がっているといえる。 

 ・作業服 

 ・パソコン、サーバ 

 ・プリンター、複写機、電送機、複合機等の出力機

器 

 ・機械警備 

今後とも、職員の皆様のご協力をいただきなから経済

性や事務負担の軽減・省力化等の観点から業務改善に努

めていきたい。 
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地域とともに進める公共事業

～山陰近畿自動車道浜坂道路の広報について～

藤井 忍

兵庫県 県土整備部 県土企画局 空港政策課 （〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1）

地域高規格道路である山陰近畿自動車道 浜坂道路(全長約10㎞)は，現在，工事が本格化しつ

つあり，至る箇所で工事を実施している．そのため，交通規制や工事用車両の増加など地域へ

負担をかけている．その一方で，トンネルや長大橋などの特殊工事や大型工事など，地域の

人々の興味の対象の一つとなっている．

そこで，「地域の皆様とともに工事を進める」，「浜坂道路の“ファン”を増やす」をキー

ワードに，極力，工事現場見学の機会をつくり，また，出前講座やホームページ，あるいは

Facebookなど新たな媒体を用いた浜坂道路担当課の広報に対する取り組みについて報告する．

キーワード 広報，現場見学会，出前講座，記者発表，Facebook

1.  はじめに

公共工事の実施にあたっては，日々地域の皆様，関係

機関の多種多様なご意見の調整に奔走し，なかなか広報

については手が回らないことと思います．

地域高規格道路「浜坂道路」は，早期開通への期待に

応えるため，総額約300億円の巨費を投じ短期的な集中

投資により，工事を進めており，現在，交通規制や工事

用車両の増加など地域に対してご負担をお願いしている

状況にあります．

その一方で，地域の皆様の潜在的な意識として，トン

ネルや長大橋などの特殊工事，大規模工事などの工事自

体に対する好奇心というものを感じています．

そのような中，「地域の皆様とともに工事を進める」，

「浜坂道路の“ファン”を増やす」をキーワードに，事

業及び工事についてご理解を深めて頂くために，浜坂道

路担当者全体で取り組んでいる広報活動について報告さ

せて頂きます．

2.  浜坂道路の概要

(1) 計画概要

◇事業名 ：一般国道178号 浜坂道路（山陰近畿自動車道）

別紙―２

図-1 浜坂道路位置図
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◇延 長 ：約9.8㎞

◇道路区分 ：第1種第3級（自動車専用道路）

◇車 線 数 ：2車線

◇設計速度 ：80㎞/h

◇総事業費 ：約300億円

(2) 主な事業効果

◇時間の短縮・・・浜坂道路区間で約7分の短縮

◇防災力強化・・・現道は，斜面崩壊が発生し度々通

行止，災害に強い道路（大災害

発生時における緊急輸送道路）

◇救急医療 ・・・但馬地域で唯一の第3次救急医療

施設である豊岡病院へのアクセ

ス向上

◇観光促進 ・・・ジオパークや温泉など豊かな資源

を生かした観光促進

◇産業活性化・・・地域特産品の流通が強化され産業

が活性化

◇交流連携 ・・・周辺地域との連携強化

3.  浜坂道路の広報が必要な４つの理由

工事に直接携わる土木事務所にいると，どうしても工

事発注，監督，地元対応に時間をとられ，広報にまで手

が回らないのが実情だと思います．そのような中，浜坂

道路では以下の理由により，広報に力を入れる必要性が

あると考えています．

【理由①】 県下の道路事業の中で突出した予算を配

分していただいており，予算の大きさ

に比例して説明責任を果たしていく義

務がある．

【理由②】 地域の皆様の，工事現場を「見たい」，

「どうなっているんだろう」に対する

潜在的なニーズに応えたい．

【理由③】 浜坂道路を知ってもらうことを通じ，公

共事業の意義・必要性をできるだけ多

くの人に正しく理解してもらいたい．

【理由④】 地元の総意を盛り上げていくことで，事

業の円滑化，促進につなげたい．

4.  浜坂道路での広報の取り組み 

(1) 広報の取り組み方針

これまでのインフラ整備に関する広報は，工事着手時

や脚光を浴びる工事完成時に重点的に実施し，工事途中

は官学を対象とした見学会が大部分を占めています．

そこで，浜坂道路においては，「地域の皆様とともに

工事を進める」，「浜坂道路の“ファン”を増やす」を

キーワードに，以下の方針により様々な広報活動を行っ

ています．

◇施工中の工事状況を知ってもらう

◇官学だけでなく，積極的に地元の皆様や教育機関も

対象とする

◇地元地域のみならず，但馬全域，県下，そして全国

へ情報を発信

(2) 見たいに応える ～地元の皆様等を招き，積極

的に工事現場見学会を展開～

a) 工事見学会の実績

大型工事に着工した平成24年度以降，地元住民や小学

校などを対象に表-2のとおり，工事現場見学会を実施し

ています（平成25年11月末現在）．その多くは県からの

アプローチによるものです．

見学会当日，悪天候であっても，事前申込をされた方

のほとんどが出席されていました．「見たい」という意

識の高さが伺えます．

b) 現場見学会の工夫（記憶に残る見学会に！）

工事現場を単に「見る」だけではなく，以下に示すよ

うに“お金と手間をかけず”，見学に訪れた住民が深く

印象に残るようなイベントを組みいれ，“記憶に残る見

学会”となるよう工夫を行っています．特に小学生に対

しては，“自分で手を動かし体験してもらう”ことを必

ず組み入れています．

・【記念撮影】

記念写真撮影用ボードの作成

・【見学記念品】

見学の記念となる“現地”土産（トンネル

掘削石）

・【トンネルシアター】（写真-3）

覆工コンクリートをスクリーンにみたて，

工事概要を上映

・【記念行事】

トンネル防水シートに絵やメッセージを

描画

・【貴重な瞬間】

トンネル貫通などなかなか見ることができ

ない瞬間に地元住民を招待

対象 開催回数 参加延べ人数

地元住民 5 186

小学校 4 253

報道機関 1 2

その他 20 372

合計 30 813

※その他は、官公庁、各種団体など

表-2 見学会実績
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c) 土木事務所玄関ホールの活用

住民の皆様や施工業者の方々が事務所に訪れた際にも，

いま現場状況がどうなっているか見ていただくよう，ト

ンネル工事や橋梁工事の進捗状況図（図-4），新聞記事，

広報誌「浜坂道路NEWS」など様々なパネルを掲示して

います．また，工事特有品（貫通石）を展示しています

（写真-5）． 
進捗状況図では，浜坂道路の中で，1番目と2番目に長

いトンネルを２つの施工業者が工区境にむかって掘削す

る“迎え掘り”の施行状況を写真とともに毎週1回の頻

度で更新しています．事務所に訪れる皆様に情報発信す

る目的で掲示しましたが，施工業者にとっても，良い意

味でのプレッシャーとなり，工事に対する励みとなって

いるようです．

(3) 正しく深く理解してもらう

～小学校への出前講座～

教育委員会や校区内で施工中の工事が多い浜坂東小学

校に声をかけ，出前講座を実施しました（表-6，写真-

7）．一般的な出前講座は，事業概要説明で終わるとこ

ろですが，今回は，それだけに留まらず，子供たち自ら

が考える「将来のまちへの希望」に関する討議にまで発

展させました．

【対象】５，６年生（計23名） 
※現場見学会のみ全校児童が対象

【狙い】・浜坂道路を身近に知ることを通じ，自分た

ちの暮らす地域への理解を深める

・将来のわがまちについて考える学習の機会

を提供し郷土愛を育む 

a) 第1回 新温泉土木職員が小学校へ出向き，浜坂道路

の概要を説明

《出前講座（第１回）を受けた児童の声》

・「浜坂道路を造るのに約300億円かかるという

のを聞いてびっくりしたが，浜坂道路ができ

るのが楽しみです」 ＜6年 女子＞

・「どんなことに役立つかわかった．できたら

便利になると思う」＜5年 男子＞

・「むずかしかったけど，早く見学がしたくな

った」 ＜5年 女子＞

第1回 9/26(木) 浜坂道路の概要を「知る」

第2回 10/7(月) 工事現場（新桃観トンネル）

を「見学」

＜全校児童，保護者＞

第3回 10/15(月) グループ「討議」

テーマ“こうなって欲しい！
わたしたちのまち新温泉町”

第4回 11/10(日) グループ討議結果「発表」

（オープンスクール）

写真-3 トンネルシアターの様子

図-4 進捗状況パネル(新桃観トンネル

・余部トンネル)

写真-5 貫通石(久谷第2トンネル)

進捗状況を毎週更新

表-6 出前講座の概要（平成25年度，計4回）

写真-7 出前講座の様子（第1回）
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b) 第2回 新桃観トンネル 工事現場見学

①トンネル内及び特殊建設機械（トンネルドリルジャ

ンボ等）の見学

②トンネルシアター（覆工コンクリートをスクリーン

とした施工動画の上映）

③“キラキラ”成分がついた石拾い（写真-8）

※キラキラ成分：黄鉄鉱

④防水シートにお絵かき

c) 第3，4回 浜坂道路をきっかけに私たちのまちの将

来について考えるグループ討議・発表

～テーマ「こうなって欲しい！わたしたちのまち

新温泉町」～

オープンスクールで，父兄など地域の人々が見守る中，

グループ毎に共通テーマを決め，一人一人が魅力あるま

ちへの「提案」，「願い」，「夢」について発表しまし

た（写真-9，10）．

子供たちの真剣な学びを通じ，家庭や地区に事業の目

的や効果を正しく，深く浸透するきっかけになるものと

期待しています．

d) 平成26年度以降の対応

以下の感想を受け，今回の取り組みを継続的に実施し

ていくこととなりました．

<浜坂東小学校>
今回の取り組みは，普段考えることが無いテー

マで大変良かったと考えている．来年度以降も続

けたらいいのではないか．

<町教育委員会>
平成26年度は，山陰近畿自動車道沿線の全ての小

学校に声をかける．

(4) 正しく深く理解してもらう

～記者発表・広報紙・パンフレット～

a) 記者発表

新聞による情報は，広い範囲，世代に情報が伝わるこ

とから，工事進捗状況や住民参加イベントなどの話題を

積極的に記者発表しています（大型工事に着工した平成

24年度以降では，10回実施）． 
また，“トンネルが香美町・新温泉町境を突破！”な

ど，“効果的なタイミング”で報道機関のみを対象とし

た現場見学会も開催し，“無料ﾞ”で広報をしていただ

いています（写真-11）．これらを通じ，記者とも良好

な関係を築けています．

b) 広報誌・パンフレット

広報誌「浜坂道路NEWS」（A4フルカラー１頁，写

真-12）の発行を行い，道路計画，工事進捗状況や見学

会などのイベント実施結果，工事現場での環境対策や施

工業者のイメージアップの取り組み等を紹介しています．

これまでに18回発行しており（平成26年3月末現在），

沿道地区に全戸配布している他，町役場，土木事務所，

県民局等行政機関に設置しています．

写真-8 “キラキラ”石拾い

写真-9 発表の様子(1)

写真-10 発表の様子(2)

写真-11 日本海新聞の記事（右）

写真-12 浜坂道路NEWS第16号（左）

行政サービス部門：No.14

4



また，地元説明会や用地交渉など事業説明を行う際に

活用するため，事業用パンフレット「浜坂道路」を作成

しました．規模が大きな構造物については，施工業者の

負担によりパンフレットを作成し，施工方法や工事の特

徴，完成予想図等を住民にわかりやすい内容でとりまと

めています（写真-13）．

(5) 全国に向けて発信する

～ソーシャルメディア（Facebook）の活用～

浜坂道路の事業内容に加え，現場見学会や出前講座等

の取組みについて広く全国の皆様に知ってもらうため，

Facebookの活用を始めました（写真-14）．Facebookを活

用することで，

◇写真や動画など，多彩な形式での情報発信が可能

◇ソーシャルメディアの特徴である友達ネットワー

クを介して，情報を拡散できる

など，これまでとは違った形で，不特定多数の違った

“層”へ情報を伝えることができます．

平成25年11月にページを開設し、平成26年2月には，

Facebookの開設が新聞記事にとりあげられ，“いい

ね！”の数がそれまでのペースに比べ急上昇し，“100
いいね！”を達成しました．

5.  広報活動の間接的波及効果

以上の浜坂道路担当者主体による広報活動の影響を受

け，浜坂道路の施工業者間でも競い合うように各現場に

独自のスローガン横断幕を掲げるなど，現場のイメージ

アップに積極的に取り組んでいます（写真-15）．

6.  今後の課題と目標

これからの課題としては，神戸・大阪等の大都市圏や

全国に向けての発信力の強化です．立ち上げたばかりの

Facebookを充実させるなど色々工夫していきたいと考え

ています．

また，今後は，「見る」見学会，「知る」出前講座に

加え，「楽しむ」要素を加え， 
◇トンネルや橋に愛着をもってもらうため，

ニックネームをつける

◇現場見学と地域観光資源（ジオパークや蟹など）と

のコラボレーション

など，さらなる「浜坂道路“ファン”」の獲得を目指し

ていきます．

7.  おわりに

これらの取り組みのお陰か，出前講座を実施した小学

校以外からも，工事現場を秋の遠足のコースにしたいと

の問い合わせがあるなど，浜坂道路工事が住民にとって

身近なものとなっていると感じています．また，

Facebookでも，我々が全く知らない第三者から「いい

ね！」を受けるなど，少しずつですが「浜坂道路“ファ

ン”」が増えてきたように感じています．

写真-13 パンフレット

(左：事業用，右：構造物)

写真-14 Facebookのトップ画面

写真-15 スローガン横断幕の例
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道路整備においては，通常，工事完成後の開通式典な

どが唯一の晴れやかな日だと思います．しかし，埃立つ

工事現場の見学会等を開催してわかったことは，人々の

工事に対する興味は意外と高いということです．手間が

かかることも事実ですが，参加者の皆様から，私たちに

直接戴く「ありがとう」，「ご苦労様」という普段の言

われ慣れていない感謝の言葉は格別で，我々だけでなく

施工業者にとっても励みとなっています．

今後も積極的な広報活動を通じて，地域住民とのさら

なる円滑なコミュニケーションを確立し，浜坂道路をは

じめとする社会基盤整備に対する地域住民の理解と信頼

を高めていきたいと考えています．

謝辞：現在、浜坂道路は、平成29年度の供用開始を目指

し，鋭意工事を進めているところです．地元住民の方々

の多大なご協力のもと円滑な工事実施がなされており、

ここに感謝の意を表します．

※なお、本稿は筆者が平成23年度から平成25年度に在籍

していた兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所における掌

握事務を課題としたものである．
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道路許認可審査・適正化指導業務の 
効率化への取り組み 

 
 

松岡 宏英1・吉田 英雄2 
 

1（一社）近畿建設協会 大阪支所 （〒536-0005大阪府大阪市城東区中央1-8-27ｱ-ﾊﾞﾈｯｸｽ蒲生ビル5F） 

2（一社）近畿建設協会 大阪支所 （〒536-0005大阪府大阪市城東区中央1-8-27ｱ-ﾊﾞﾈｯｸｽ蒲生ビル5F） 

 

発注者支援業務等である道路許認可審査・適正化指導業務は、公共サ－ビスにおいてその実

施を民間が担う事ができるものは民間にゆだねる観点から、民間競争入札を付する事により、

公共サ－ビスの質の維持向上及び、経費削減に関する公共サ－ビスの改革｢競争の導入による公

共サ－ビスの改革に関する法律（公共サ－ビス改革法）｣が定められ、民間事業者の創意と工夫

を期待し2011年（平成23年度）から全て一般競争入札（総合評価落札方式）とした経緯がある。 

これらの経緯を踏まえ、業務履行における課題と対応及び業務の効率化への取り組みについて

紹介を行う。 

 

キーワード 許認可，管理，維持  
 

 

１.  はじめに 

 

 発注者支援業務等は、発注者支援業務（積算技術、工

事監督支援、技術審査）、公物管理補助業務（道路許認

可審査・適正化指導、河川巡視支援、河川許認可審査支

援、ダム管理、堰・排水機場管理）、用地事務補助業務

（用地補償総合技術）に分類される。 

これら発注者支援業務等は、入札参加資格の要件につ

いて大幅な拡大が行われ、｢民間競争入札実施要項｣に基

づいて、2011年（平成23年度）から全ての業務で一般競

争入札（総合評価落札方式）を行う事となり、民間企業

の積極的な入札参加により、業務の透明性、競争性の確

保・向上が求められるようになった。 

 

 

２.  道路許認可審査・適正化指導業務の概要 

 

本業務は各維持出張所管内において、道路法に基づき

道路の適正な利用と管理を図るための各種道路許認可審

査業務と道路の不正使用・不法占用の適正化指導を行う

業務であり、主に道路管理者の補助的業務を行い、円滑

な行政手続きや適切な道路管理の推進を目的としている。 

大阪国道管内では道路管理延長ΣL＝217.7 ㎞を4出張

所（北大阪維持・南大阪維持・西大阪維持・高槻維持） 

で管理を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務の内容は多岐にわたり、各維持出張所毎に予定件

数が設定され、管理延長及び作業予定件数を考慮した人

員の配置を行っている。（表－１、表－２） 

 また、受注者においては、業務に従事する者は法令で

｢公務員に従事する職員（みなし公務員）｣とみなされ各

種の罰則が適用される他、会計検査法に規定する｢事務

若しくは業務の受注者｣に該当し、会計検査院が必要と

認めるときは資料提出対応等の責務を負う可能性が発生

する事もある。 

別紙―２

表-1　大阪国道管内各維持出張所概要

項　目 北大阪維持 南大阪維持 西大阪維持 高槻維持

管理延長 53.1 ㎞ 63.7 ㎞ 43.5 ㎞ 57.4 ㎞

担当技術者数 6名 4名 4名 4名

予定
件数

実施
件数

予定
件数

実施
件数

予定
件数

実施
件数

予定
件数

実施
件数

道路法24条審査 60 68 30 39 60 34 40 43

道路法32・35条審査 1700 1195 600 438 1500 1173 1600 789

道路法22・58条審査 80 47 80 58 80 86 80 32

道路境界明示関連 50 45 30 26 30 30 50 53

取付協議関連 5 50 5 0 5 0 5 11

その他（河川・砂防・鉄道・

都計法32条・沿道掘削等）
20 12 10 1 10 8 10 3

苦情申立関連 700 892 200 461 800 931 600 723

不法占用適正指導 24 50 24 25 24 47 24 25

表－２　大阪国道管内各維持出張所　業務予定件数と実施件数
　　　　20013年（平成25年度）実績

項　目

北大阪維持 南大阪維持 西大阪維持 高槻維持
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(1)申請審査業務の内容 

a) 道路法第24条に基づく道路施工承認に関する事務 

b) 道路法第32条・35条に基づく占用許可に関する事務 

c) 道路法第22条・58条に基づく道路損傷復旧に関する

事務 

d) 道路境界明示、確認に関する事務 

e) 取付協議に係わる受付、審査、実施状況の確認等 

f) その他（河川、砂防及び鉄道の占用、沿道開発に係

る都市計画法第32条協議、沿道掘削の事前協議） 

 

(2)苦情申立（行政相談）の内容 

 苦情、行政相談等による受付、伝達、現場立会 

 

(3)適正化指導業務の内容 

 道路の不正使用、不法占用等に係る取締り 

 

 

３. 許認可審査と行政手続き法 

 

許認可審査を行うためには、行政手続きの過程を定め

た『行政手続き法』を理解しておく必要がある。この法

律は行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る

もので、行政機関が守るべきル－ルを定めたものである。 

特に、申請に対する処分内容が謳われている第５条～

第９条は重要度が高く、注意が必要となる。 

 

(1)第５条 審査基準 

 審査に必要となる判断基準を定める義務である。 

各種審査毎にマニュアル及び関係通達集（ぎょうせ

い）が作成されており、受付窓口に常時配置し担当技術

者が内容を理解する事で、判断基準に基づいた形式審査

を行い、事前協議等で申請者から説明を求められた場合

にも基準の内容説明を行う事で理解を得ている。 

（写真－１） 

 

(2)第６条 標準処理期間 

 申請がその出張所に到達してから当該申請に対する処

分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう

努めるものである。 

道路法第24条・第32条審査においては2～3週間と定め

られ、その他定めの無い道路境界明示等では受付後2週

間以内に資料調査、現地調査を終了する事としている。 

しかし、申請書到達から許可までの流れは、出張所で

の審査・決済後、事務所に副申し、その後事務所での審

査・決済となる。 

そのため、出張所での処理期間は１週間程度となり、

申請が同時に複数重なる場合は、各申請毎の状況把握や

進捗管理が重要となり、経過期間の見落としや処理状況

に不備がないよう担当者を定めて一週間に一度の受付台

帳を確認及び、処理期間一覧表の作成により日程管理を

行い、標準処理期間内の審査を実施している。 

但し、申請書の不備等による補正指示や訂正に要する

期間及び、道路法第32条第5項の協議（警察協議）期間

は処理期間には含まれない事を考慮するが、それでも標

準処理期間内に処理出来ない場合は、その理由を記録す

るとともに調査職員への報告を行っている。 

 

(3)第７条 申請に対する審査、応答 

 申請が出張所に到達した時は遅滞なく審査を行わなけ

ればならないとの定めであるが、受理してからではなく

出張所に到達してから速やかな審査を行う必要がある。 

 各種申請のうち、道路法第24条申請や道路敷地境界明

示申請等については窓口対応であり、直接申請者と接す

る事ができ申請到達後に遅滞なく受付審査が可能である。 

しかし、道路法第32条申請では公益物件の場合は電子

申請が可能であり、申請、補正回答や許可が電子上で到

達した際に速やかに審査が行えるよう、複数担当者が電

子システムの取り扱いができる態勢を整え対応している。 

 

(4)第８条 理由の提示 

 申請により求められた許認可を拒否する処分をする場

合は申請者に対し、当該処分の理由を示さなければなら

ない。 

 明らかに審査基準と申請数値に乖離がある場合は、事

前協議段階で適合しない理由を申請者に説明し、申請前

に補正を求めている。 

 

(5)第９条 情報の提供 

 申請者の求めがある場合、審査の進行状況及び当該申

請に対する処分の時期の見通しを示すよう情報の提供に

努めなければならない。 

 申請者の求めに対応できるよう、現状確認手法として

各種審査の申請毎に受付台帳及び、処理経過書に経過記

録（受付・補正指示・補正完了・起案・決済・副申等）

を行い、全ての担当者が現状把握を可能とし申請者に正

確な現状情報を伝える事ができるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 事前協議状況 
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４.業務履行の効率化（課題と対応） 

 

 本業務は行政サービスの一環として、主に出張所での

窓口受付をはじめ、各種申請審査業務、苦情申立（行政

相談）対応及び、適正化指導業務を行っている。 

 申請審査業務では、マニュアル内容の基準適応外によ

る申請案件の処理、苦情申立に関しては、沿道住民から

寄せられる意見・要望の早期対応や、適正化指導におい

ては、不法占用物所有者に危険性の説明指導等、日々の

業務におけるそれぞれの課題に対する対応と、業務効率

化への取組を紹介する。 

 

 (1)申請審査業務において 

申請前の事前協議は補助員（業務受注者）が申請やそ

の目的・形態・諸要素を確認し各種申請基準を念頭に説

明を行うが、なかには基準に適合しない申請を望まれる

事がある。 

このような場合、補助員では基準に適合しないことを

理由に申請を受理しなかったり、許可が出来ないとの判

断を行うことは出来ず、調査職員（業務発注者）に報告

して判断を仰ぐ事となる。内容によっては道路管理者の

自由裁量により判断されるケースもあるが、調査職員が

事務所担当課と相談する等、判断に時間を要することが

多い。 

しかし、申請者が施工を急いでいる場合、判断に時間

をかける事は行政サービスとしては避けるべきであると

思われる。基準に適合しない場合であっても内容や理由

を確認し、過去に同様の許可事例があり受付可能と判断

できれば、対応時間の短縮を図ることができる。 

そこで、事前に過去の自由裁量により許可された類似

案件で、同様の申請内容であれば受付受理可能である事

を、調査職員及び事務所担当課職員に確認しおく事で、

このような相談に対してその場で対応でき、調査職員に

対しては申請書の回覧時に報告することにより効率的な

対応を可能とした。 

（事例紹介） 

道路法第32条・第35条審査において、民間工事用足場

の占用許可基準は「国道歩道への出幅1.0ｍまで及び、

点字ブロックとの離隔を確保」とされているが、敷地建

築物の形状、工事の形態からそれ以上の足場出幅を必要

とする申請があった。（図－１） 

本来、基準外であるため調査職員（および事務所担当

課）と相談する事になるが、申請者より早急に工事着手

の要望もあり、現内容では基準に適合しない事と、以前

の類似事例と同様に、部分的に張出足場を設置する形状

にする事で許可が可能である旨を説明し、申請者の了解 

を得て、その場で図面修正を行ってもらう事で早期の受

付・審査を行った。（図－２） 

このように、基準に適合しない場合でも道路管理者の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由裁量により許可事例があった際は、調査職員、補助

員ともに情報共有することで、その後の類似案件の申 

請時に円滑な対応を行っている。 

 

(2)苦情申立（行政相談）において 

出張所に入る苦情や相談の多くは放置自転車、不法投

棄、除草に関する案件であり、沿道住民からすると切実

な意見で早期対応を望まれる。 

苦情や相談内容によっては過去から複数回にわたるも 

のもあるため、まず過去経緯の有無や処理履歴を確認し 

内容把握したうえでの対応が必要となるが、過去経緯が

あるにも関わらず安易に前回と異なった対応を行うと逆

に相手から反感を受ける事になる。 

早期にこれらの情報収集を行うために、日々情報の記

録を入力した「苦情要望等入力・集計システム」を活用

し要望対応を行っている。 

要望には時期及び地域的な特性により、事前に想定が

可能なものもあり、想定に対しては事前に対応を図って

おく事で業務の効率化に繋がる。 

また、最近では大阪市と協力し要望に対して新たな取

り組みも行っている。 

a) 時期的な要望 

梅雨時期から初夏にかけて、道路側溝の清掃や植樹帯

の樹木剪定及び沿道部草繁茂による草刈り等、決まった

時期に要望が入る事を把握している。 

対応として、維持工事と連携を図り事前に該当箇所の

清掃、剪定、草刈りを行う事により苦情・要望に対して

予防を行い、またこれら維持工事の年間作業予定情報を

共有する事により、付近からの要望に対して作業時期を

説明し理解を得ている。 

b) 特定箇所での要望 

地域的な特性により、歩道や歩道橋上の特定箇所でゴ

ミ投棄、不法投棄が繰り返される事がある。少しの投棄

地上高
2.5m以上

歩道 歩道

点字ブロック 点字ブロック離隔確保

図-1　　当初申請形式 図-2　　修正申請形式
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0.7m

建
築
物

建
築
物

張出
足場

有効幅1.2m

歩道
官民境界 官民境界

行政サービス部門：No.15

3



物を放置するとたちまち膨大な量となり、多数の苦情が

寄せられる事になる。 

このような特定個所には啓発ポスターを設置し不法投

棄の防止を図るとともに、行政側が対応を行っている事

も周辺住民にPRする事で苦情の減少も期待している。 

c) 大阪市の新規システム試行協力 

今年４月より、大阪市の複数区役所で民間の画像投稿

サイトを活用した新規システムを試行している。 

（試行結果により大阪市全区内で正規導入を検討予定） 

該当区間を管轄する維持出張所では、大阪市からこの

取り組みへの協力要請を受け、対応を行っている。 

このシステムでは、道路の問題点について発見した沿

道住民が直接画像を投稿することができ、登録すれば誰

でも問題箇所の投稿が可能である。 

（閲覧は登録不要で誰でも内容確認が可能） 

原則として、問題に気付いた沿道住民による対応を期

待しているが、行政側の対応が必要な場合、その対応内

容を逐次投稿することも出来る。 

今後、このようなＩＴを活用した新規システムが試行

導入される事で、官民一体での取り組みにより一層の要

望対応の効率化が図られる事が期待される。 

 

(3)適正化指導業務において 

不法占用物とは、道路法第 32 条（占用許可）申請で

許可を受けず道路上に設置されている物件の事で、歩道

の置看板やのぼり旗等の地上物件と、突出看板や日よけ

及びスポットライト等の上空物件がある。 

 地上・上空の不法占用物に対し、維持出張所管内全域

を網羅し毎月2回程度の指導を目途とした年間実施計画

を作成し指導説明を行っている。 

a) 地上物件の指導 

地上不法占用物は悪質なものが多く、歩道幅員や視覚

障害者誘導用ブロックの阻害になっている事もある。 

 不法占用物の所有者にはイラストを用いた解りやすい

内容の啓発用パンフレットを配布し、国道敷地内には設

置できない説明を行い民地側敷地内へ移動のお願いをし

ている。（図－３） 

b) 上空物件の指導 

 上空占用物は許可基準に適合すれば占用許可が認めら

れるが、未申請あるいは許可基準不適合の不法物件が圧 

倒的に多い。 

現地確認により不法占用物でも許可基準に適合してい

る場合は、所有者に申請を行い許可取得をするよう促し、 

許可基準に不適合な物は、その内容説明したうえで改築 

し占用申請または撤去して頂けるよう指導を行っている。 

また、許可基準に不適合な物のなかには金属部の腐蝕

劣化により落下の危険性があるものもあり、通行者への

危険性を説明する事により理解を得て撤去に至ったケ 

－スもあった。（写真－２、写真－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

図－３ 啓発用パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２ 腐蝕劣化を伴う日よけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３ 撤去後 

 

地上・上空不法占用物を指導するにあたり、特に長年

に渡って不法占用されている物は簡単には対応してもら

えないのが現状ではあるが、周辺住民の不公平感・行政

への不満を抱かせる原因にもなるため、諦めず忍耐強く

説明指導を継続している。 
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５.おわりに 

 
維持出張所の窓口を預かる業務担当者は、電話対応・

現場立会・申請者との協議等では、行政の窓口として最

前線で人と接しており、申請者や管理区域住民を顧客と

考え、過去の事例による経験や管理区域の地域特性把握

等の利点を生かし、管理補助の立場で質の良い行政サ－

ビスを行うよう心がけている。 

また、公共サ－ビスの改革により、業務の契約内容も

明確となり、許認可審査、苦情申立（行政相談）及び適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正化指導の業務に対し、民間事業者としての創意・工夫

が期待されるようになった。 

これに伴い、契約範囲内での効率的業務履行を行う為

には、発注者と受注者が連携を図り、双方がお互いの立

場や役割を十分理解する事が肝要でる。 

これらの取り組みを、今後も起きるであろう様々な問

題・課題を解決するための経験知として蓄え、さらなる

業務効率化に役立てていきたいと考える。 
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河川敷地の一時的な占用等 
に関する考え方について 

 
 

前橋 貴幸 
 

近畿地方整備局 河川部 水政課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 河川敷地における工事、季節的な行事又は仮設物等のための一時的な占用については、河川法第24条に

規定する土地の占用許可に係る審査基準である「河川敷地占用許可準則」に適合しない場合においても河

川管理者の判断で許可することができる。しかしながら、当該行為においては許可を要さない事案、いわ

ゆる自由使用に該当する行為も考えられるところであるが、その判断を行うにあたっての明確な取扱基準

は定められていない。 
本稿では、河川管理の適正な処理を期すため、一時的な占用等に関する取扱いについて基本的な考え方

をとりまとめたので報告するものである。 
 

キーワード 一時使用，行政指導，安全管理 

 
 
1.  はじめに 
 
 河川敷地は、河川の流路を形成し、洪水の際には安全

にこれを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減

させるためのものである一方で、自然豊かで貴重なオー

プンスペースとして、河川環境に配慮しつつ、他の利用

に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべきと

の基本的考え方がある。 
河川は公共用物とされていることから、本来的には他

人の使用を妨げない範囲において、一般公衆の自由な利

用に供されるべきものである。例えば、河川における水

泳、釣りなどの行為は、特段の許可などを要しないで自

由に行うことができるものである。このように、一般公

衆が河川管理者の許可を要することなく自由に行うこと

ができる河川の利用を「自由使用」と呼んでいる。 
しかし一方で、その河川の利用が他人の利用を妨げる

など、その効用に支障を及ぼすおそれのある利用方法に

ついては、一般的に禁止又は制限して、個別に支障の有

無を判断し、そのうえで許可などを与えて利用を認める

必要がある場合がある。例えば、河川区域内の土地にお

いて工作物を設置することは、河川の流水の流下の阻害

となるといった支障が生じるおそれがあるため、河川管

理者の許可が必要とされ、許可を受けてはじめて行うこ

とができるとされている。このように、自由使用の範囲

を超える河川の利用について、一般的にその利用を制限

し、特定の場合に申請に基づいてその制限を解除して利

用を許容する場合の河川の利用を「許可使用」と呼んで

いる。 
近年、スポーツ・レクリエーション活動、イベント行

事等の多岐にわたる河川の利用が行われているが、これ

ら一時的な利用についても、その使用形態によっては許

可使用にあたり、河川法に基づく占用許可を受ける必要

がある。 
ここで問題となるのは自由使用と許可使用の区分であ

るが、その取扱いについて明文上規定された要件はなく

許可の要否を判断する基準が不明確である。このため、

昭和59年度後期河川管理担当者会議にて自由使用の届出、

自由使用に該当する行為の列挙等について申し合わせた

「河川の自由使用についての申し合わせ事項（以下「申

し合わせ事項」という。）」により運用している。 
しかしながら、申し合わせ事項では、自由使用と許可

使用の区分、判断基準及び届出の趣旨・目的・取扱い等

について不明確な点が存在していることもあり、運用に

あたっては各事務所において判断していることで、その

取扱いに違いが生じている。 
なお、一時占用に関する通知としては、2005年（平成

17年）3月28日付け国河政第140号、国土交通省河川局長

通達「河川敷地占用許可準則の一部改正について」記第

二、六「準則第一五について」において、「地域等の活

性化等のためのイベント利用等河川敷地を利用する案件

については、一時的な占用の許可のほか地域の実情に応

じた様々な取り扱いがなされているところであるが、河

川敷地を利用するに当たって、その工夫により、自由使

用として扱うことが可能となり占用許可手続が不要とな

る事案や手続の簡素化が図られる事案が考えられること

から、別途送付する地域等の活性化等のためのイベント

利用等の実例を紹介した河川敷地利用事例集を参考にし

て、自由使用であるので手続は不要である例、手続を簡

別紙―２ 
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素化した例など地域やイベント等に応じた取り扱いにつ

いて事前に定めておくなど適正な処理に努められた

い。」との周知がなされているものの、明確な判断基準

は示されていない。 
以上のことを踏まえ、河川管理の適正を期すため、河

川敷地における一時的な占用等に関する基本的な考え方

を整理するものである。 
 
 
2.  河川敷地における一時的な河川利用の取扱い

における現状 

 
河川敷地における河川の利用については、その使用形

態によって自由使用あるいは許可使用に区分し取り扱っ

ているが、自由使用に属するもののうち、使用期間が極

めて短期で、かつ、排他性の度合いが小さい使用形態

（以下「一時使用」という。）である場合に、河川管理

者がその利用状況を把握したいと考えるものについて届

出を提出させるといった運用を行っている。これら河川

における土地利用の形態を図示すると以下のように分類

される。 

 
本稿では河川敷地における一時的な占用等に関する考

え方を整理するため、ここでは一時的な河川利用に限定

し、各事務所における現状での取り扱いが、図-1に示す

自由使用・一時使用・一時占用のどの区分に分類され、

その判断基準はどのような視点で取り扱っているか、代

表的な例を挙げてみる。 
例えば、排他性・継続性の観点から、使用期間が１日

であれば工作物の設置の有無により、自由使用あるいは

一時使用とし、使用期間が２日以上であれば一時占用と

して取り扱っている場合、また、花火大会やコンサート

は一時占用とし、それ以外は工作物の設置の有無等から

判断して取り扱っている場合などがある。その一方で、

安全管理や事後の清掃等の観点から、一時占用として取

り扱っている場合もある。 
このように、その考え方は各事務所で異なっているの

が実態であり、申し合わせ事項も含め河川敷地における

一時的な占用等に係る判断基準が明確でないことで生じ

る問題に対して、河川使用区分（自由使用・一時使用・

一時占用）を明らかにするための判断基準を整理するこ

とにより、統一的な取り扱いがなされ、公正の確保が図

られることが重要である。 

3.  河川使用区分の判断で考慮すべき要件 
 
 現状における河川の利用のあり方は多様化し定型的な

ものは少なく、また、河川状況や地域特性による特殊事

情もあり、判断にあたっては、裁量の運用をはかること

も場合によっては止むを得ないと考えられるが、一河川

における突出した運用は他の河川における処分との均衡

を失することにもなる。1994年（平成6年）10月に国民

の権利利益保護を目的として施行された行政手続法にお

いて、許認可の処分にあたっての審査基準を定めること

とされていることからも、その判断は、公平性・明確性

が強く求められている。 
一時占用については、その性格から準則の各号をすべ

て適用する必要がなく、占用申請の内容について、個々

に適宜その是非を判断して許可してもよいとの趣旨であ

る。その判断は河川管理者の裁量により決定されるもの

であるが、裁量権の範囲を逸脱しないよう留意するとと

もに、占用許可の基本方針等準則の趣旨を踏まえて判断

する必要がある。 
したがって、河川の使用区分はどのような視点で整理

され、その考え方は、公平性・明確性を念頭に置いて申

請者のみならず広く国民全般にも説明できるような基準

とし、その基準を基にそれぞれの河川使用の区分を判断

する必要があることから以下に整理することとする。 
 

(1)河川使用区分の判断で必要な視点 

河川使用の取扱いにおける現状で述べている中で、安

全管理の観点から一時占用と判断し取り扱っているケー

スがある。そもそも占用とは「排他的、独占的、継続的

な使用権利の設定」を意味しており、利用者の安全管理

は占用者に委ねたものと解される。また、自由使用にお

いても、河川はもともと危険性を内包しつつ、一般公衆

の自由使用に供されているものであり、それに伴う危険

は本来利用者自らの責任により回避されなければならな

いと考えられる。 
このように、安全管理については利用者等において確

保されるべきところ、どのような使用形態の場合に一時

占用とすべきかの判断基準を安全管理に求めることは適

当ではない。また、捉え方によっては一時使用の判断は

安全管理責任を回避するためのもので裁量権の濫用では

ないかとの誤解を招くおそれもある。 
ここで利用者等における安全管理について触れている

が、河川管理者としても、河川空間の利用の機会の拡大

に対応して、安全な利用を確保するため、結果的に利用

を許容している以上は、利用上危険なことが認識されれ

ばそれを改善する責務を有している点を十分に意識して

安全対策に取り組む必要があるのは当然である。 
それでは、どのような視点で判断基準を考えるべきか

であるが、そもそも、一時占用とは準則によらずに河川

管理者の判断により許可できると規定されているものの

 

自由使用 許可使用 

狭義の自由使用 
(手続不要) 

一時使用 
(届出) 

一時占用 
(許可申請) 

占用 
(許可申請) 

小         占使用の排他性          大 

図-1 河川における土地利用の形態 
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その本質は占用と変わりはなく、排他的な使用に該当す

るか否かを河川管理上の影響等により判断すべきと考え

る。以上のとおり、自由使用（一時使用）と一時占用の

区分を整理するにあたっては、占用の本質である排他

的・継続的な使用の観点から判断すべきである。 
 
(2)排他的・継続的な使用 

 排他的な使用とは、本来自由使用に供されるべき河川

を他の使用を排除して使用する場合である。 
継続的な使用とは、相当期間継続して、又は相当期間

内に反復して行われる使用をいう。河川敷地の一定期間

にわたる継続的な使用も、他者の自由使用を阻害するこ

とが考えられるため、河川使用区分の判断で考慮すべき

要件として考える必要がある。 
ここで自由使用について考えてみる。例えば、数名程

度が集まって河川敷でバーベキューを行っている場合に

は自由使用と解されるが、自由使用の範囲であっても、

河川敷地を使用すればその部分は他の使用者が使えない

ことは言うまでもない。これが自由使用として認められ

ているのは、排他性が小さく、他の自由使用に影響を与

えないからであると考えられる。 
 
(3)河川使用区分の判断で考慮すべき要件 

a)仮設工作物設置の有無 

最初に考慮すべき事項は、仮設工作物設置の有無であ

り、これが最初の判断基準となる。つまり、河川管理者

は仮設工作物の設置を伴う場合、治水上又は利水上の支

障、他の工作物への影響、河川における一般の自由使用

の妨げ、河川及びその周辺の土地利用の状況等を検討の

うえ判断を行う必要があるため、原則として許可使用と

して取り扱うべきである。ただし、仮設工作物の中でも

設置・撤去が容易な簡易工作物で、治水上の影響が小さ

く、他者の自由使用に影響を与えるものではない場合な

どは自由使用として捉えることが可能である。ここでい

う簡易工作物とは、数時間程度で設置・撤去が可能なも

ので具体的な事例を挙げるとすれば、例えば、防災訓練、

マラソン大会等で設置するテントなどが考えられる。 
なお、簡易工作物であっても設置期間が1日を超える

ような場合には出水時の撤去体制等を確保しておく必要

があるため、一時占用として許可に係らしめておくべき

と考える。 
b)排他性の程度 

排他的な使用とは、本来自由使用に供されるべき河川

を他の使用を排除して使用する場合であるが、その一方

で、排他性が小さく、他の自由使用に影響を与えるもの

ではないと判断できるものについては、先に述べている

とおり自由使用とみなすことが可能と考える。 
したがって、排他的な使用と判断するには排他性の程

度で左右されることとなるが、その判断にあたっては、

使用形態、使用規模、使用期間、他の河川利用の状況等

を勘案すべきと考えられるところ、河川状況、地域特性

等によって支障の度合いも異なることから、これらの状

況に応じて判断する必要がある。 
 
 これらの要件を図示すると以下のフローとなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図-2 河川使用の判断フロー 

 

 河川使用の判断においては、判断基準を設けてもなお

河川管理者に裁量の余地が生じうるが、図-2に示すフロ

ーのとおり共通した判断基準により判断されることで統

一的で公正な取り扱いがなされ、適正な河川管理が行わ

れるものと考える。 

 

 

4.  河川の一時使用の際の届出等の留意点について 
 
河川を使用するにあたり、期間が極めて短期で、占用

的性格が少なく、自由使用と許可使用の中間的形態と考

えられるものを一時使用として取り扱っている。一時使

用は自由使用に属するものであるが、治水上、利水上及

び他の自由使用への影響を考慮し、当該河川使用につい

ての情報を収集するために届出により処理している。河

川の一時使用に対する届出については、法令上の根拠は

ないが、全国的にも実施されているところである。 
一時使用の届出については、法的効果を伴う許可では

なく、河川管理者の情報収集のための行為、すなわち行

政指導であり、相手方に法的な義務を課するものではな

く、あくまで利用者に任意的な協力を求めるものであり

強制することはできない。 
また、本届出については受理書・承諾書などは発行す

るべきではない。なぜなら、河川の一時使用は自由使用

に属するものであるところ、受理書・許可書などを発行

仮設工作物設置の有無 

簡易なもの 

使用形態 

排他性(時間・空間の多寡) 

自由使用 一時使用 一時占用 

無し 

有り 

はい 

いいえ 

個人または 

個人の集合 

団体・組織 

小さい 大きい 
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すると許可使用との区別がつきにくくなり紛らわしい上

に、事故等が起こった場合に河川管理者への責任転嫁や

他の自由使用への圧迫等も考えられるからである。 
このような指導を行うにあたっては、利用者に対して

原状回復、迷惑行為の禁止、使用後の後片付け等の河川

使用時の注意事項を認識させるとともに、当該届出等行

為により河川を排他的に使用できる権利が付されるもの

ではないことを十分理解させることが必要である。 
 
 
5. おわりに 
 各種イベント等が実施できる場所は限られているなか

で、貴重なオープンスペースである河川敷地では、今後

も多様な河川の利用について引き続き要望があると思わ

れるが、河川使用（自由使用・許可使用）の取り扱いに

ついては適正な運用が行われる必要がある。 

近畿地整管内における現状の取り扱いは申し合わせ事

項等により運用しているところであるが、不明確な点が

存在するため、基本的な考え方を明確に示すことにより

行政裁量の透明性・公平性を確保し、もって、河川管理

の適正な処理が行えるよう、近畿の運用として「河川敷

地の一時的な占用等に関する取扱い方針」の発出を検討

しているところである。 
これからの季節、花火大会や祭りなど各種行事にかか

る河川敷地での利用について相談があった場合、今まで

も対応されていると思うが、一時占用の申請に当たって

は、利用者に対して安全対策、仮設工作物を設置する場

合には出水時の対応等を明確にさせるとともに、火気等

の使用を伴う場合には消防・警察・自治体等の関係機関

との協議が行われているか確認することが大切である。 
本稿での報告により、河川占用許認可事務に携わる実

務担当者にとって今後の業務の参考となれば幸いである。 
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心に響く記者発表とは

～兵庫県県土整備部の広報の取り組み～ 

井上 陽介

兵庫県 県土整備部 県土企画局 総務課 （〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1）

兵庫県県土整備部では2013年度から「広報推進会議」を設置し、①社会基盤整備とまちづくりに対する

県民の理解促進とイメージアップ、②仕事に対する誇りとやりがいの向上－を目的として、積極的に広報

活動を行っている。なかでも特に重視しているのがパブリシティであり、ポイントを押さえた記者発表資

料の作成や記者レクの活用などにより、記事の掲載率や掲載回数が前年度から大幅に向上した。

本稿では、こうした取り組みの成果を紹介するとともに、パブリシティを成功させるために有効な技術

について提案する。

キーワード 広報、記者発表、パブリシティ

1.  はじめに

建設事業に対するマイナスイメージや、東日本大震災

における建設業界の支援活動に対する世間の低い評価な

どを背景として、近年、国土交通省や土木学会では、広

報活動の強化に取り組んでいる。

このような流れのなか、兵庫県県土整備部では2013年
度から「広報推進会議」を設置し、①社会基盤整備とま

ちづくりに対する県民の理解促進とイメージアップ、②

仕事に対する誇りとやりがいの向上－を目的として、積

極的に広報活動を行っている。

なかでも特に重視しているのが、記者発表により報道

機関に情報を提供し、新聞やテレビでニュースとして報

道されるように働きかける広報活動（パブリシティ）で

ある。その理由としては次の５つが挙げられる。

【パブリシティを重視する理由】

①情報源として多くの人が利用している

②信頼性が高い情報源として認識されている

③イメージの形成に与える影響が大きい

④ 仕事に対する誇りとやりがいの向上につながる

⑤ 広告と違い、費用がかからない

本稿では、2013年度に兵庫県県土整備部が取り組んだ

パブリシティの成果を紹介するとともに、これまでの活

動の成果等に基づき、パブリシティを成功させるために

有効な技術について提案する。

2.  パブリシティの成果

(1) 記事掲載率は前年度から12.4ポイント上昇

兵庫県県土整備部の記者発表が報道された割合（記事

掲載率）を表-1に示す。 
2013年度の記事掲載率は、前年度から12.4ポイント上

昇し47.3%であった。

(2) 掲載回数は前年度の2.5倍以上に増加

兵庫県県土整備部の記者発表が報道された回数を表-2

に示す。 
2013年度の掲載回数は219回であり、前年度の85回か

ら2.5倍以上に増加した。

表-1 記者発表の記事掲載率

2012年度 2013年度

記者発表件数(A) 149件 184件

掲載件数(B) 52件 87件

記事掲載率(B/A) 34.9% 47.3% 

注）入札の実施にかかる記者発表は含まない。

表-2 記者発表の掲載回数

神

戸

朝

日

読

売

毎

日

産

経

日

経

そ

の

他

合

計

2012年度 47 5 9 8 6 6 4 85

2013年度 85 18 37 23 25 19 12 219

注）その他は共同通信、時事通信、NHK、サンテレビ。
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(3)  広告費用に換算した効果は７千万円以上

掲載された記事219件の合計面積は、新聞紙面の約16.5
ページ分に相当する。これと同じ面積を神戸新聞の広告

で購入する場合には、7,260万円の費用がかかる。（神

戸新聞の一段（3.3cm×38.5cm）あたりの料金（293,000
円）をもとに試算）

(4)   やりがいの実感

また、日々取り組んでいる仕事が報道された職員から

は、「息子に記事を見せたら『学校で自慢する』と言っ

てくれた」「記事を見た義母からねぎらいの電話があっ

た」といった喜びの声も寄せられた。

さらに、2014年２月には、県土整備部全体での積極的

な広報に関心を持った神戸新聞から「土木職の仕事を紹

介したい」との依頼があった。そして２ヶ月後、小中高

校生や保護者に向けて仕事の魅力を紹介する特集企画

「週間まなびー 教えて先輩！！」に、兵庫県土木職の

職員が掲載された（図-1）。 

3.  記者の心に響く記者発表とは

本章では、パブリシティを成功させるために有効な技

術について、事例をもとに提案する。

紹介する事例は、兵庫県道路街路課が2013年11月15日
に実施した記者発表である（資料-1、本文末尾参照）。 

その内容は、同年２月に兵庫県高砂市内の踏切（山陽

電鉄「神港前踏切」）で発生した脱線事故を踏まえ、同

種事故の再発を防ぐため、県下12箇所の交差点に近接す

る踏切において、注意喚起のための赤茶色のカラー舗装

等の安全対策を実施する、というものである。

この発表は読売（11/16）・神戸（11/23）・朝日

（11/23）・産経（12/5）の４紙で掲載された。

(1)  記者ならどう書くか？

記者の仕事は、県民にとって価値のある情報をわか

りやすく伝えることである。記者は「この事業で社会が

どう変わるのか」「この計画は県民の生活にどんな影響

があるのか」という視点で取材し、記事を書く。

このため、記者発表資料の作成にあたっては、「記

者ならどう書くか？」を念頭において、「それだけで記

事が書ける」ように情報を盛り込む必要がある。具体的

には、５Ｗ１Ｈを押さえるとともに、発表の価値や要点

を簡潔に示すことが大切である。

(2)  タイトルで惹きつける

兵庫県庁内にある県政記者クラブには、多いときで

一日に20件以上もの発表資料が届く。このような中で、

ライバル（他の発表）を制して報道されるためには、資

料の“顔”であるタイトルで発表の価値や要点を示し、

記者を惹きつける必要がある。

図-1 兵庫県土木職の仕事を紹介する記事（2014年４月６日(日) 神戸新聞朝刊）
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この発表では、県民に一番伝えたい情報である「赤

茶色のカラー舗装がある踏切では、特に進入に注意して

ください ～信号のある交差点に近接する踏切における

安全対策の実施～」をタイトルとした。

その結果、表-3に示すとおり、各紙で掲載された記事

の見出しでも、タイトルに記載した情報が採用された。

(3)  図表で視覚的に示す 
記者に内容を理解してもらうためには、図表を活用し

て視覚的に示すことが有効である。

この発表では、実施する３つの安全対策の概要が一目

でわかるよう、基本的な対策例を図示するとともに、対

策実施箇所の一覧表を掲載した。

(4) 写真付きで大きく載せる

新聞では写真がなければ大きな記事にはなりにくい。

また、テレビでも映像がなければニュースになりにくい。

このため、どうやって絵（写真・映像）を提供するか

がポイントになる。そのためには、①「絵になる場面」

を用意すること、②記者への提供用写真を用意しておく

こと－が重要である。

この発表では、１箇所目の工事完了日（11/19）を資

料に記載し、工事完了後の現場が撮影できる時期を伝え

た。その結果、神戸・朝日・産経の３紙の記事では、工

事完了後に各社が撮影した写真が掲載された。

また、読売新聞では、県が提供した写真（図-2、脱線

事故後に同様の対策を実施した、前述の「神鋼前踏切」

の写真）が掲載された。

(5) タイミングを逃さない・作り出す 
ある事業を「明日から実施します」と発表するのと、

「昨日から実施しています」と発表するのでは、ニュー

スバリューが全く違う。旬の情報だからこそ、高いニュ

ースバリューがある。記者発表ではタイミングを逃さな

いことが大切である。

表-3 各紙で掲載された記事の見出し

掲載紙 見出し

神戸

危険な12踏切 安全対策

信号、25㍍以内赤茶色

路面に「進入注意」表示

朝日
注意 踏切渡れば交差点

路面に文字・赤茶舗装

読売
踏切注意 カラー舗装

６市12か所 安全対策

産経

信号交差点近接の注意喚起

路面をカラー塗装

県、脱線事故受け12カ所で実施

この発表は工事着手の４日前に行った。その結果、発

表翌日の読売新聞に「県は安全対策工事に乗り出す」と

いう内容の記事が掲載された。（タイミング①）

続いて、１箇所目の工事完了後に神戸・朝日・産経の

３紙で掲載された。（タイミング②）

さらに、新たにタイミングを作り出すこともできる。

例えば、啓発用チラシを作成して「チラシの完成」や

「啓発イベントの実施」などを記者発表すれば、新たな

ニュースとして掲載が狙える。（タイミング③）

(6) ビッグニュースの発表日を避ける

ニュースの価値は相対的なものである。同じ情報でも、

その日の重大事項の多寡や時々のトレンドなどにより、

重要度は変化する。このため、力を入れて記者発表して

も、同じ日に別のビッグニュースがあれば、見逃されて

しまうことがある。

そのようなビッグニュースの発表日があらかじめわか

っていれば、その日の発表は極力避けるべきである。例

えば、オリンピックの東京開催が先日決定したが、その

発表日は新聞などで事前にわかっていた。

同様に、県としての重要案件を知事が発表する知事会

見の開催日や、ライバルが多い日などは避ける方がよい。

(7) 記者レクを活用する

この発表では活用しなかったが、重要案件などで特に

掲載を狙いたい場合には、記者を集めて対面で説明する

「記者レク」が有効である。そのメリットとしては、次

のことが挙げられる。

【記者レクのメリット】

①記者が取材の時間をとるので記事になりやすい

②複数の記者にまとめて説明できる

③対面で説明するので誤解が生じにくい

④質疑応答のやりとりで記者全員の理解が深まる

図-2 読売新聞に掲載された写真（県提供、矢印で示す

部分が赤茶色のカラー舗装部分）
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例えば、2013年度中に兵庫県政記者クラブでレクを実

施した「社会基盤整備プログラムの改定（4/23発表）」

は神戸・読売・産経・日経の４紙で、「改正景観条例の

概要（9/19発表）」は読売・産経・日経の３紙で、それ

ぞれ記事が掲載された。

また、記者と直接会うことで、以後の人間関係づくり

のきっかけにもなる。記者と良い関係が築ければ、「ど

うすれば取材に来てもらえるか」といった相談もしやす

くなる。

4.  おわりに

前章で述べた技術を活用すれば、記者発表は「余分な

仕事」ではなく、県の取り組みに対する県民の理解や、

仕事に対する誇りとやりがいを得るための強力な武器に

なる。

パブリシティをはじめとする広報により、今後も一層、

県民の理解促進とイメージアップに取り組んでいきたい。

そして、そのことが建設産業・公共事業のイメージアッ

プの一助となれば、望外の喜びである。
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資料-1 兵庫県道路街路課の記者発表資料（実際の資料はカラー刷り、タイトル部分は赤茶色の背景に白抜き文字）
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河川GISを活用した効率的な河川管理について 
 
 

森下 文洋 
 

近畿地方整備局 総務部 厚生課 （〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前1-5-44） 

 

 河川法改正によって河川管理施設等を良好な状態に保つことが明文化され、維持修繕の技術

的基準が策定された。河川管理担当職員は施設の損傷や修復履歴等の情報を定量的に把握し、

後に引き継ぐ必要がある。それらを効率的に行うためには、河川ＧＩＳの活用によって膨大な

情報をデータベース化し、残すべき情報か否かを適切に取捨選択するナレッジマネジメントが

重要である。一方でデータ更新作業の軽減、現場の実情、マンパワーに即したシステム開発、

入力間違いの起こりにくい直感的なユーザインタフェースの構築が課題である。 

 

キーワード 河川ＧＩＳ、ナレッジマネジメント、施設の維持管理  
 
 
 

1.  はじめに 

河川管理の現場において河川法他の関連法令、通達等

に基づく台帳や、河川巡視結果、構造物点検結果、河川

カルテ、定期縦横断測量図、データ等、職員が内容を把

握しておかなければならない資料が非常に多く存在する。 

木津川上流域には三重県、奈良県、京都府の3府県8

市町村にまたがる111.84kmの直轄管理区間（水資源機

構が管理する5ダムを含む）が存在する。 

長い河川管理延長を限られた職員数で効率よく管理し

ていくためには、各種帳票の作成、日々増えていく膨大

なデータの管理をいかに効率的に実施するかが課題とな

っていた。 

 

2.  これまでの問題点 

(1) 部署間の作業の重複 

河川現況台帳や水利台帳、占用申請受付時の特殊文書

台帳は職員によってエクセル形式で作成されていた。そ

れらは、出張所、事務所管理課の双方にエクセル形式の

台帳、紙台帳があり、ほぼ同じ内容をそれぞれで記入し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 納品されたデータの活用が不十分 

河川巡視日誌、構造物点検（出水期前、出水後、台風

期の各点検）、河川カルテは基本的にエクセル形式等の

電子データと冊子で納品されていた。それらのデータは

報告書に納められた状態で書庫に格納されており、これ

では職員間の情報共有がなされず、データが十分に有効

活用されているとは言えない状態であった。  

複数の部署、担当者で行っている河川管理を効率的に

進めるためには、重複している作業を取り除き、それぞ

れの職員が必要とするデータを、電子化された扱いやす

い形式で、いつでも取り出すことができるようにするこ

とが不可欠である。 

 

(3) 位置情報の一元的な管理がなされていない 

河川管理に関わる各種データは、これまでそれぞれ

別々の地図、図面上に整理されていることが常であった。

これらのデータが持っている位置情報を一元的に管理す

ることも効率的なデータ管理には欠かせない。 

そこで、河川ＧＩＳを活用し、各種データの管理、情

報共有を行うことが有効ではないかと考えた。 

 

3.  システム開発側と現場側の意見調整 

河川・水利使用、河川巡視、構造物点検、河川カルテ

等のデータの入出力がシステムの良否を決定する。この

ことから、主に占用者や巡視業者との書類、データのや

りとりを行う出張所の職員からのヒアリングを実施する

ことにした。 

ヒアリングでは、現状の業務の流れを確認し、誰がど

の段階で、どのような帳票にデータ入力をしているかを

別紙―２ 

①河川占用・水利

河川現況台帳
（丙６）
入力

河川現況台帳
（丙６）
入力

エクセル
台帳入力

エクセル
台帳入力

出張所
受付

事務所
決裁・許可

出張所
許可書手渡し

出張所、事務所の重複作業

図-1  システム構築前の占用関係業務の流れ 
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確認した。また、システムの入出力に関わるユーザイン

タフェース（システムとユーザ間で情報をやり取りす

るための操作や表示のしくみ）に対する要望、意見聴

取を行い、できる限りシステムの要件定義に反映させる

こととした。 

 

4.  システム概要 

本システムの導入によって、河川管理に関わる各種情

報の入出力管理を一元的に行うことができるようになっ

た。また、ＧＩＳ（地理情報システム）の特徴を生かし、

位置情報を持った様々な情報を、階層（レイヤ）別に

様々な図面上で表示させることができるようになった。 

また、システムにはＷｅｂＧＩＳを採用し、職員が自

らの端末からＷＥＢを通じてサーバに保存した情報にア

クセスすることができるようになり、職員間の情報共有

を支援するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○システム概要 

・河川現況台帳 

・河川水利使用受付（占用、一時使用届など） 

・河川巡視、構造物点検支援（タブレット端末） 

・河川カルテ作成 

巡視日誌、点検結果より河川カルテを作成 

・河川管理施設・許可工作物施設データベース 

各施設諸元、図面、写真のデータ利用 

・境界明示図面 

申請書、境界確定図面等のデータ利用 

・危険箇所・重要水防箇所 

・定期縦横断測量（図面、データの管理） 

・環境情報図（河川水辺の国勢調査データ） 

・工事履歴、図面等（S44年～） 

・ＧＩＳに搭載した各種図面等データ 

旧河川区域図（S42年～） 

10mメッシュ標高データ（電子国土データ） 

河川距離標、遊水地距離標 

航空写真オルソ（地理院、LPによる簡易オルソ） 

管内図（1/50000）、国土地理院（1/25000）、 

河川現況台帳附図 地形図（1/2500） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  システムによって改善されたポイント 

本システムの開発によって、これまでの作業に比べて

改善されたと思われるポイントを列挙する。これらに共

通する視点として、システム導入前の作業ボリュームに

比べて、同じかそれに近い手間で、いかに作業効率を上

げるかを追求することを意識した。 

 

 (1)  河川現況台帳・特殊文書台帳 

河川現況台帳、河川・水利使用の受付にかかる特殊文

書台帳をシステム化したことで、事務所、出張所で重複

していた入力作業をなくすことができた。 

また、占用更新時には件名や占用者の情報等が自動入

力されるようになるなど、職員の入力作業を軽減するこ

とができた。 

 

(2) 河川巡視・構造物点検結果のデータベース化 

データの活用、情報共有が十分に図られていなかった

河川巡視・構造物点検結果について、タブレット端末を

活用することで、これまで現場で野帳に記載し、帰所後

にエクセル形式にまとめられていたものが、サーバにデ

ータベースの形で納入されるようになった。 

タブレット端末は現場での使用を考慮して仕様を決定

した。携帯性から7インチのandroid端末を採用し、防

塵、防滴性能、耐衝撃性能の高い端末を選択した。また、

タブレットに搭載されているカメラの性能に限界がある

ことから、別途デジタルカメラを使用できるようにした。

カメラにはwi-fi機能を持つSDカード（eye-fi）を採

用し、現場で撮影した写真がその場でタブレット端末に

ワイヤレス転送されるようにし、現場での利便性の向上

に努めた。 

タブレット端末には、これまでの巡視日誌等の記録簿

図-3 河川管理施設・許可工作物施設データベース 

各施設諸元の閲覧、写真、図面のダウンロード、全国統一様式への

エクスポート、エクセル取り込みによるデータ更新が可能 

図-2 システムメニュー画面 
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に加えて、その分類（施設の損傷、不法投棄など）や変

状の程度、GPSによる位置情報等の各種情報がデータベ

ースの形式で保持されるようになった。これによってシ

ステム上で巡視点検結果の集計や、河川ごとの変状の傾

向、場所の分析、GIS上での表示などを行うことができ

るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 河川カルテ 

河川カルテは河川巡視や構造物点検等の結果、河川維

持工事等の内容を継続的に記載し、施設の損傷や補修の

履歴を残しておくために職員が作成することとされてい

る。これらの膨大な資料の中から残しておくべき情報を

選択し、河川ごとに履歴を記載する作業は、現場におい

て相当の負担を伴う作業であり、河川カルテのデータ更

新は大きな課題であった。 

本システムの導入によって河川巡視・構造物点検、工

事履歴等に関するデータがデータベース化され、それら

のデータの中から履歴を残すべきもの否かを職員が判断

することで、河川カルテが自動作成されるようになった。

これによって従来のエクセル形式での作成に比べて作業

を大幅に軽減することができた。また、作成された河川

カルテのデータはサーバにアクセスすることでエクセル

やPDF形式で職員が誰でも活用できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.  システム構築にあたっての留意点 

本システムの開発に携わった経験をもとに、システム

がうまく運用されるためにどのような点に留意すべきか

を考えてみた。なお、以下に述べる内容は今回の経験を

通じて得た教訓であり、残念ながら全てが実践できたわ

けではないことを断っておく。 

 

(1) データ更新のための負担を軽減する 

システムのデータ更新、蓄積がされなくなった時点で、

保持するデータの信頼が薄れ、システムの存在意義がな

くなってしまう。 

データ更新が連綿と続いていくためには、日常業務の

流れの中で自然とデータ入力が行われ、システム更新の

ためだけの作業を軽減することが理想である。 
本システムにおいては、河川巡視において撮影した写

真が保持しているEXIF情報（撮影日時等）、GPSによる

位置情報の活用による入力の省力化を図った。 

また、業務成果品データを最大限に活用することを考

え、環境情報（河川水辺の国勢調査結果）、定期縦横断

測量成果のデータ更新には、国土交通省が定めている標

準フォーマットに基づいて作成されたディスクをそのま

ま読み込んでデータ更新が簡便にできるようにした。 

 
(2) 現場の意見、要望を常に聞く 

システムを開発する側はデータベースの中で物事を考

えようとし、実際に現場で仕事をする職員は業務の流れ

や分担で物事を考えようとする。システム担当者はそれ

ぞれ立場が異なる両者の間に立って、システムの方向性

を判断することが求められる。うまく運用できれば有効

な機能でも現場の業務の流れになじまないと判断すれば、

取りやめることも必要である。 

システム構築にあたっては、現場の意見、感想を常に

聞きながら、従来の業務の流れに比べて、システムの入

出力作業にかかる作業が職員のマンパワーに照らして過

度の負担にならないかを常に考えることが重要である。 

 

(3) ユーザは「間違える」ことを念頭に置く 

実際に現場でシステムを運用すると、構築したシステ

ムエンジニア側の立場からは考えられないような入力間

違いも発生する。開発側はマニュアルに書いていると思

うかもしれないが、分厚いマニュアルは読まれないこと

が多い。まずはユーザインタフェース（入力欄やボタン

の配置、大きさ等も含む）の工夫によって、直感でどこ

まで間違えずに操作できるかを追求することが重要であ

る。次にユーザーが操作を間違えることを常に念頭に置

き、単にエラーを返すのではなく、エラーにどう対処す

ればよいかを示すなど、間違いに対して行き詰まらない

ような工夫が必要である。 図-5  河川巡視、点検結果等と河川カルテの連携 

○河川巡視・構造物等点検結果と河川カルテの連携

○工事履歴・許認可・現況台帳の構造物情報と河川カルテの連携

①現地確認後、タブレットに入力 ②システムに登録

巡視記録・
点検記録

データベース

工事履歴情報 河川・水利使用許可情報 河川現況台帳（丙5・丙6）

河川カルテ
データベース

○河川カルテに反映

様式1 様式2 様式3

反映

反映

巡視結果の記録

・写真の撮影

（・記事の記載）

現地での記録

巡視記録のDB登録

（サーバへのデータ送信・受信）

データベースへの登録

タブレットの準備

・電源をON

・ログイン

巡視出発前

巡視結果の編集

・記事の記載・編集

・巡視日誌の作成

帰所後の編集

図-4  タブレット端末を利用した河川巡視の流れ 
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7.  効率的な河川管理に資する情報管理 

(1) ナレッジマネジメントの重要性 

河川管理を行っていく上で、職員が把握しておかなけ

ればならない情報は非常に多く存在する。これらは日常

の河川管理業務を通じて持続的に増大していき、その情

報量は膨大で基本的に減ることはない。 

メンテナンス政策元年と言われた2013年(平成25年)、

河川法改正によって河川管理施設等を良好な状態に保つ

ことが新たに明記され、それに伴って河川管理施設の維

持、修繕の技術的基準が策定された。 

効率的に河川管理を遂行していくためには、施設の維

持修繕に関わる膨大な情報を活用しやすい形でデータベ

ースとして整理し、適切に取捨選択していくナレッジマ

ネジメントが重要である。特に堤防、護岸等の河川管理

施設等の損傷、修復履歴等の情報について、職員間で情

報共有し、職員の異動があっても情報が引き継がれてい

くことが必要であり、そのためには本システムのような

河川ＧＩＳの活用が欠かせない。 

 

 

 

(2) 「使われるシステム」となるために 

これまでにも開発されたが使われなかったシステムを

多数見てきた。その原因を分析すると、システムを使う

とかえって作業効率が悪い。データ更新に手間や費用が

かかりすぎる、システムの使い方が分からない、存在を

知らないなどの理由が挙げられるのではないかと思う。 

「使われるシステム」となるための重要な視点は、こ

れまでに述べたとおり、①データ更新にかかる負担をい

かに軽減できるか、②現場の人員、業務の流れ、職員の

マンパワーに照らして適正なシステム構成かどうか、③

入力間違いの起こりにくい直感的なユーザインタフェー

スの構築の３点が重要である。 

現在、本システムは実際に現場での使用を通じて、シ

ステムの動作確認、データ蓄積を行っているところであ

る。開発にあたって上で述べた視点を最大限意識して進

めてきたが、課題も残されており、それらは今後の改良

に期待するところである。本システムが効率的な河川管

理に資する「使われるシステム」となることを願うばか

りである。 

 

※本論文の内容は、従前の所属である木津川上流河川事

務所管理課における業務に基づくものである。 
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